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国 税 庁 
法人番号 7000012050002 

 

「租税特別措置法第 40 条の規定による

承認申請書」の記載のしかた 

税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実関係を確認させていただ

く必要がある相談など）を希望される場合は「事前予約制」とさせていただいております。 
あらかじめ税務署に電話で面接日時をご予約ください。 

（令３.６） 

租税特別措置法第 40 条では、「公益法人等に財産を寄附した 

場合の譲渡所得等の非課税の特例」を規定しています！ 
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※この「記載のしかた」において使用している略称は、次のとおりです。 

 
 
 

所法 ················· 所得税法（昭和 40 年法律第 33 号） 

相法 ················· 相続税法（昭和 25 年法律第 73 号） 

措法 ················· 租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号） 

措令 ················· 租税特別措置法施行令（昭和 32 年政令第 43 号） 

措規 ················· 租税特別措置法施行規則（昭和 32年大蔵省令第 15 号） 

一般社団・財団法人法 · 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号） 

公益認定法 ··········· 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 

 ）号 

整備法 ··············· 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 

律法るす関に等備整の律法係関う伴に行施の律法るす関に等定認の人法 （平成

18 年法律第 50 号） 

40 条通達 ············ 昭和 55 年４月 23 日付直資２－181「租税特別措置法第 40 条第１項後段の規 
 定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて（法令解釈通達）」 
基金告示 ············· 平成 30 年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・ 

 号１第示告省境環・省通交土国・省業産済経 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この「記載のしかた」は令和３年 ５月末現在の法令等に基づいて作成しています。  
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個人が、土地、建物、株式などの財産（事業所得の基因となるものを除きます。）を法人に寄附（法人

に対する贈与若しくは遺贈又は法人を設立するための財産の提供をいいます。）した場合には、これらの

財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上

がり益に対して所得税が課税されます（所法 59①一）。

ただし、土地、建物、株式などの財産を公益法人等に寄附した場合に、その寄附が次の(1)の一般特例

又は(2)の承認特例の要件を満たすものとして国税庁長官の承認（以下「非課税承認」といいます。）を受

けたときは、この所得税を非課税とする制度が設けられています。

１ 制度の概要 

この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の２つの制度があり、それぞれ対象となる法人の種

類や承認要件が異なります。

(1) 公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例（一般特例）のあらまし 

イ 概要 

公益法人等に財産を寄附した場合に、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への

貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど次のロの要件を満たすものとして非課税承認を受

けたときは、この寄附に対する所得税を非課税とする制度です（措法 40①後段）。 

ロ 承認要件 

一般特例に係る非課税承認を受けるためには、公益法人等に対する財産の寄附について次の(ｲ)か

ら(ﾊ)までに掲げる全ての要件（法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人などに対す

る寄附である場合には、次の(ﾛ)に掲げる要件のみ）を満たすことが必要です（措令 25 の 17⑤）。

一般特例の対象となる「公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人その他の公益

を目的とする事業を行う法人（例えば、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、特定非営利活動法人など）

をいいます。

なお、「特定一般法人」とは、一般社団法人又は一般財団法人で、法人税法第２条第９号の２イ及び法人

税法施行令第３条第１項に掲げる次の全ての要件を満たす法人をいいます。

１ 剰余金の分配を行わない旨が定款に定められていること

２ 解散時の残余財産が、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公益認定法

第５条第 17 号のイからトまでに掲げる法人に帰属する旨が定款に定められていること

３ 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数が理事

の総数の３分の１以下であること

４ １や２に掲げる定款の定めに反した行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと

また、「公益を目的とする事業を行う法人」とは、定款等において公益を目的とする事業（以下「公益目

的事業」といいます。）を行うことを明らかにしている法人又は社会一般において公益目的事業とされて

いる事業を行う法人をいいます（40 条通達 1）。

一般特例の対象となる「公益法人等」とは 
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各号及び第３項各号に規定する事業、宗教の普及その他教化育成に寄与することとなる事業、30人

以上の学生等に対して学資の支給若しくは貸与を行う事業又は科学技術その他の学術に関する研

究者に対して助成金の支給を行う事業などが公益法人等の主たる目的として行われている場合に

は、その公益目的事業は社会的存在として認識される程度の規模を有するものとして取り扱われ

ます。 

Ｂ 公益の分配

寄附を受けた公益法人等の事業の遂行により与えられる公益の分配が、その公益を必要とする

全ての人に与えられるなど、特定の人に限られることなく適正に行われていること。

Ｃ 事業の営利性

寄附を受けた公益法人等のその寄附に係る公益目的事業について、公益の対価がその事業の遂

行に直接必要な経費と比べて過大ではないなど、事業の運営が営利企業的に行われている事実が

ないこと。

なお、幼稚園又は専修学校若しくは各種学校の設置運営を目的とする学校法人等については、40

条通達 12(3)の(注)に判定基準が設けられています。 

Ｄ 法令の遵守等

寄附を受けた公益法人等の事業の運営について、法令に違反する事実その他公益に反する事実

がないこと。

なお、寄附そのものが公職選挙法の規定に違反するものであるなど法令に違反するものである

ときは、(ｲ)の要件を満たさないことになります（40 条通達 11）。 

※ 上記の期間については、例えば、寄附を受けた公益法人等が、寄附を受けた土地の上に建物を建設

し、その建物を公益目的事業の用に直接供する場合において、その建物の建設に要する期間が通常

２年を超えるときなど、一定のやむを得ない事情があるため、寄附財産を寄附があった日から２年

を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供することが困難

であると認められるときは、国税庁長官が認める日までの期間となります（措令 25 の 17④）。

(ﾛ) 寄附財産（寄附を受けた財産をいい、代替資産を含みます。以下同じです。）が、寄附があった日

から２年を経過する日までの期間（※）内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供

され、又は供される見込みであること（措令 25 の 17⑤二）。

 「代替資産」とは、収用や災害など一定のやむを得ない理由により寄附財産を譲渡した場合に、その

収入金額の全部に相当する金額をもって取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株

式（株式にあっては、株式交換など一定のやむを得ない理由により寄附財産である株式を譲渡したこ

とにより取得したものに限ります。）などをいいます（措法 40①後段、措令 25 の 17③）。

「代替資産」とは 

この要件は、寄附を受けた公益法人等のその寄附に係る公益目的事業が公益の増進に著しく寄与す

るかどうかにより判定しますが、公益法人等の事業活動等が次のＡからＤまでの全てに該当するとき

は、この要件を満たすものとして取り扱われます（40 条通達 12）。 

Ａ 公益目的事業の規模

寄附を受けた公益法人等のその寄附に係る公益目的事業が、その事業を行う地域又は分野にお

いて社会的存在として認識される程度の規模を有していること。 

なお、例えば、学校教育法第１条に規定する学校を設置運営する事業、社会福祉法第２条第２項

(ｲ) 寄附が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与す

ること（措令 25 の 17⑤一）。
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殊の関係がある人」については下記を参照してください。）が含まれておらず、かつ、これらの人が

寄附を受けた公益法人等の財産の運用及び事業の運営について私的に支配している事実がなく、将

来においても私的に支配する可能性がないと認められる場合には、次のＢからＥまでの要件に該当

すれば、上記の所得税又は相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないものと

して取り扱われます（40 条通達 17ただし書）。

Ａ 寄附を受けた公益法人等の運営組織が適正であるとともに、その法人の寄附行為、定款又は規則に

おいて、役員等のうち親族関係がある人及びこれらの人と特殊の関係がある人（「特殊の関係がある

人」については下記を参照してください。）の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、い

ずれも３分の１以下とする旨の定めがあること（措令 25の 17⑥一）。

Ｂ 寄附をした人、寄附を受けた公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの人と親族関係若し

くは特殊の関係がある人（以下「寄附をした人等」といいます。）（「特殊の関係がある人」につい

ては下記を参照してください。）に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、

役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと（措令 25 の 17

⑥二）。

なお、寄附を受けた公益法人等の寄附行為、定款若しくは規則又は贈与契約書などにおいて、寄

附をした人等や一定の法人（次ページの「『特殊の関係がある人』とは」④のイ又はロの法人をいい

に対しその公益法人等の財産を無償で利用させ、又は与えるなど特別の利益を与える旨の

記載がある場合などは、

ます。）

特別の利益を与えることに該当するものとして取り扱うこととされていま

す（40条通達19）。

運営組織が適正であるかどうかの判定は、次に掲げる事実が認められるかどうかにより行います（40

条通達 18）。

① 寄附を受けた公益法人等の寄附行為、定款又は規則において、「４ 承認申請書の記載例等」の「(21)

寄附行為、定款等についての確認事項」（70ページ以降を参照してください。）に掲げる事項が定めら

れていること

② 寄附を受けた公益法人等の事業の運営及び役員等の選任などが、法令及び寄附行為、定款又は規則

に基づき適正に行われていること

③ 寄附を受けた公益法人等の経理については、その公益法人等の事業の種類及び規模に応じて、その

内容を適正に表示するに必要な帳簿書類を備えて、収入及び支出並びに資産及び負債の明細が適正に

記帳されていると認められること

「運営組織が適正である」ことの判定は 

次のＡからＥまでの全てに該当するときは、上記の所得税又は相続税若しくは贈与税の負担を不

当に減少させる結果とならないものとされています（措令 25 の 17⑥）。

ただし、寄附を受けた公益法人等の理事、監事、評議員その他これらの人に準ずる人（以下「役員

等」といいます。）及び職員の中に、寄附をした人又はその人と親族その他特殊の関係がある人（「特

(ﾊ) 寄附をすることにより、寄附をした人の所得税の負担を不当に減少させ、又は寄附をした人の親

族その他これらの人と相法第 64 条第１項に規定する特別の関係がある人の相続税若しくは贈与税

の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること（措令 25 の 17⑤三）。
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Ｃ 寄附を受けた公益法人等の寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合の

残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること（措令 25

の 17⑥三）。

Ｄ 寄附を受けた公益法人等につき公益に反する事実がないこと（措令 25 の 17⑥四）。

Ｅ 寄附により公益法人等が株式の取得をした場合には、その取得によりその公益法人等の有する

こととなるその株式の発行法人の株式（寄附前から有する株式を含みます。）が、その発行済株式

の総数の２分の１を超えることとならないこと（措令 25の 17⑥五）。

なお、上記の「その公益法人等の有することとなるその株式の発行法人の株式（寄附前から有す

る株式を含みます。）」は、議決権を行使することができる事項について制限のない株式に限りませ

ん（40 条通達 19 の２）。 

（注） 公益法人等に対して財産の寄附があった場合において、その寄附によりその寄附をした人の親族そ

の他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果となると認めら

れるときは、公益法人等に対して相続税や贈与税が課税されます（相法 66④）。

博物館等を運営する独立行政法人等（法人税法別表第一に掲げる独立行政法人並びに博物館等の設置

及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人をいいます。以下同じです。）に対する寄附につ

いて、次の事項を証する文部科学大臣の書類を添付した申請書の提出があった場合において、その申

請書の提出があった日から１か月以内に、その申請の承認がなかったとき、又はその承認をしないこと

の決定がなかったときは、その申請の承認（※）があったものとみなされます。

① その寄附が、博物館等を運営する独立行政法人等に対する有形文化財（建造物等を除きます。）

の寄附であること

② その寄附財産が、その寄附があった日から２年を経過するまでの期間内に、博物館等を運営す

る独立行政法人等の公益目的事業（その法人が、文化観光拠点施設を中核とした地域における

文化観光の推進に関する法律の認定に基づく一定の事業として行うものに限ります。）の用に

直接供され、又は供される見込みであること

※ 博物館等を運営する独立行政法人等に対する寄附について国税庁長官の承認を受ける場合の

承認要件は、６ページのロ(ロ)に掲げる要件のみとされています。 

博物館等を運営する独立行政法人等に対する有形文化財の寄附についての自動承認 

(2) 承認特例対象法人に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例（承認特例）のあらまし 

イ 概要 

公益法人等のうち「国立大学法人等（国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立

行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいいます。）」、「公益社団法人」、「公益財団

法人」、「学校法人（学校法人会計基準に従い会計処理を行う一定のものに限ります。）」、「社会福祉

「特殊の関係がある人」とは、次の①から④までに掲げる関係を有する人をいいます（措令 25の 17⑥一）。

① その人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人

② その人の使用人及び使用人以外の人でその人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持して

いる人

③ ①又は②に掲げる人の親族でこれらの人と生計を一にしている人

④ 次に掲げる法人の法人税法第２条第 15 号に規定する役員（イにおいて「会社役員」といいます。）

又は使用人

イ その人が会社役員となっている他の法人

ロ その人及び①から③までに掲げる人並びにこれらの人と法人税法第２条第 10 号に規定する政令

で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他

の法人

「特殊の関係がある人」とは 
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ロ 承認要件 

承認特例に係る非課税承認を受けるためには、承認特例対象法人に対する財産の寄附について次

の(ｲ)から(ﾊ)までに掲げる全ての要件（特定国立大学法人等に対する寄附である場合には、次の(ﾛ)

及び(ﾊ)に掲げる要件）を満たすことが必要です（措令 25の 17⑦）。

Ａ 国立大学法人等の場合 

寄附財産が、研究開発の実施等の公益目的事業に充てるための基金（基金が公益目的事業に充て

(ｲ) 寄附をした人が寄附を受けた承認特例対象法人の役員等及び社員並びにこれらの人と親族関

係及び特殊の関係がある人（「特殊の関係がある人」については ページを参照してください。）

に該当しないこと（措令 25 の 1

８

7⑦一）。

(ﾛ) 寄附財産について、次のとおり、寄附を受けた承認特例対象法人の区分に応じ、一定の基金若

しくは基本金に組み入れる方法により管理されていること又は不可欠特定財産に係る必要な事項

が定款で定められていること（措令 25 の 17⑦二）。

承認特例の対象となる学校法人は、私立学校振興助成法第 14 条第１項に規定する学校法人で同項に規

定する文部科学大臣の定める基準（学校法人会計基準）に従い会計処理を行う学校法人です。

私立学校振興助成法第 14 条第１項に規定する学校法人とは、「大学」又は「高等専門学校」を設置する

学校法人（私立学校振興助成法４①）及び「幼稚園」、「小学校」、「中学校」、「義務教育学校」、「高等学校」、

「中等教育学校」、「特別支援学校」又は「幼保連携型認定こども園」を設置する学校法人（同法９）をい

います。

承認特例の対象となる「学校法人」とは 

「認定ＮＰＯ法人等」とは、特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人及

び同条第４項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいいます。

「認定ＮＰＯ法人等」とは 

次の①から③までに掲げる資産をいいます（措令 25の 17⑧）。

① 措法第 37 条の 10 第２項に規定する株式等（同項第１号から第３号まで、第５号及び第６号に掲げる

ものに限ります。）

② 新株予約権付社債（資産の流動化に関する法律第 131 条第１項に規定する転換特定社債及び同法第

139条第１項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含みます。） 

③ 所法第 174 条第９号に規定する匿名組合契約の出資の持分

「株式等」とは 

附をした人が寄附を受けた承認特例対象法人の役員等に該当しないことなど次のロの要件を満たす

非課税承認を受けたとき（申請書を提出した日から１か月又は３か月以内（※）にその申ものとして

請について非課税承認がなかったとき、又は承認しないことの決定がなかったときは、その申請につ

いて非課税承認があったものとみなされます。）は、この寄附に対する所得税を非課税とする制度で

す（措令 25 の 17⑦⑧）。

※ 国立大学法人等（法人税法別表第一に掲げる法人に限ります。以下「特定国立大学法人等」とい

います。）以外の承認特例対象法人に対する寄附で、寄附財産が株式等である場合には、３か月以

内となります。 

法人」 以（ 下「承認特例対象法人」といいます。）に財産を寄附した場合に、寄又は「認定ＮＰＯ法人等」
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(ﾊ) 寄附を受けた承認特例対象法人の理事会等において、寄附の申出を受け入れること及び寄附財

産について一定の基金若しくは基本金に組み入れる方法により管理すること又は不可欠特定財産

とすることが決定されていること（措令 25 の 17⑦三、措規 18 の 19⑦）。

(b) 寄附財産が、一定の公益目的事業に充てるための基金（基金が公益目的事業に充てられること

が確実であることなどの一定の要件を満たすことについて、寄附を受けた公益社団法人又は公益

財団法人が所轄庁の証明（※）を受けたものに限ります。）に組み入れる方法により管理されて

いること（措令 25 の 17⑦二ロ⑵、基金告示２）。 

※ 基金の証明手続等については、公益社団法人又は公益財団法人の所轄庁にお問い合わせください。

Ｃ 学校法人の場合 

寄附財産が、寄附を受けた法人の財政基盤の強化を図るために、学校法人会計基準第 30 条第１

項第１号から第３号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法

により管理されていること（措令 25 の 17⑦二ハ、措規 18の 19⑥一）。 

「不可欠特定財産」とは、公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産をいい、法人の目的、

事業と密接不可分な関係にあり、その法人が保有、使用することに意義がある特定の財産をいいま

す。例えば、一定の目的の下に収集、展示され、再収集が困難な美術館の美術品や、歴史的文化価

値があり、再生不可能な建造物等が該当します（公益認定法５十六、公益認定等に関する運用につ

いて（公益認定等ガイドライン）Ⅰ－15－(1)）。

寄附財産が「不可欠特定財産」に該当するか否かは、寄附を受ける公益社団法人又は公益財団法

人を通じてその法人が認定を受けた行政庁にご確認ください。

「不可欠特定財産」とは 

Ｄ 社会福祉法人の場合 

寄附財産が、寄附を受けた法人の経営基盤の強化を図るために、社会福祉法人会計基準第６条第

１項に規定する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法により管理されていること（措令

25の 17⑦二ニ、措規 18の 19⑥二）。 

※ 基金の証明手続等については、認定ＮＰＯ法人等の所轄庁にお問い合わせください。

Ｅ　認定ＮＰＯ法人等の場合

　寄附財産が、一定の公益目的事業に充てるための基金（基金が公益目的事業に充てられることが

確実であることなどの一定の要件を満たすことについて、寄附を受けた認定ＮＰＯ法人等が所轄庁

の証明（※）を受けたものに限ります。）に組み入れる方法により管理されていること（措令25 の

17⑦二ホ、基金告示２）。

られることが確実であることなどの一定の要件を満たすことについて、寄附を受けた国立大学法

人等が所轄庁の証明（※）を受けたものに限ります。）に組み入れる方法により管理されているこ

と（措令 25の 17⑦二イ、基金告示２）。 

※ 基金の証明手続等については、国立大学法人等の所轄庁にお問い合わせください。 

Ｂ 公益社団法人・公益財団法人の場合 

次の(a)又は(b)のいずれかの要件を満たしていること。 

(a) 寄附財産が寄附を受けた法人の不可欠特定財産であるものとして、その旨並びにその維持及

び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること（措令 25 の 17⑦二ロ⑴）。 
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(1) 承認申請書の提出から承認までの流れ 

非課税承認を受けようとする場合には、次のとおり「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」

（以下「承認申請書」といいます。）及び必要な添付書類を提出しなければなりません。 

なお、承認申請書とともに提出を要する添付書類については、「４ 承認申請書の記載例等」（16 ペ

ージ以降を参照してください。）の各「添付書類」をご覧ください。 

また、承認申請書及び添付書類は、それぞれ３部提出していただくようお願いします。

承認申請書の提出

《承認申請書を提出する人》 

原則として、寄附をした人（遺贈の場合は、遺贈をした人の相続人及び包括受遺者）です。

《承認申請書の提出先》

寄附をした人の所得税の納税地を所轄する税務署（以下「提出先税務署」といいます。）に提

出します。

《承認申請書の提出期限》

原則として、寄附の日から４か月以内（その期間を経過する日前に、寄附をした日の属する年

分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、その提出期限まで。以下「提出期限」

といいます。）です。

《承認申請書の用紙》

国税庁ホームページに掲載していますので、印刷してご使用ください。また、税務署にも備え

付けています。

審 査

《承認のための要件》

「１ 制度の概要」の「(1)ロ 承認要件」（５ページ）又は「(2)ロ 承認要件」（９ページ）を

ご覧ください。 

　なお、承認のための要件を確認するため、必要に応じて、申請内容の確認や追加の提出書類を

お願いすることがあります。

承認（又は不承認）の通知

。

(2) 提出する承認申請書等 

イ 一般特例の場合

一般特例の適用を受けようとする場合には、次の承認申請書及び添付書類を提出期限までに提出

先税務署へ提出してください（措令 25 の 17①）

なお、承認申請書第 11 表から第 16 表までについては、寄附を受けた公益法人等が行っている公益

目的事業ごとにそれぞれ該当する様式を使用してください。 

(ｲ) 承認申請書第１表（「単独提出者・共同提出の代表者用」）（16 ページ参照） 

(ﾛ) 承認申請書第２表（22 ページ参照） 

(ﾊ) 承認申請書第３表（承認申請書第３表－付１又は第３表－付２を含みます。）（24 ページ参照） 

(ﾆ) 承認申請書第４表（32 ページ参照） 

(ﾎ) 承認申請書第５表（34 ページ参照） 

(ﾍ) 承認申請書第６表（35 ページ参照） 

(ﾄ) 承認申請書第７表（38 ページ参照） 

２ 非課税承認のための申請の手続 

【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp

【掲載場所】「ホーム＞税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙

（手続の案内・様式）＞税務手続の案内（税目別一覧）＞譲渡所得税関係＞［手続名］租税

特別措置法第40条の規定による承認申請」（令和３年６月現在）
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(ﾇ) 承認申請書第 10 表（44 ページ参照） 

(ﾙ) 承認申請書第 11 表 (学校法人等用) （46ページ参照） 

(ｦ) 承認申請書第 12 表 (育英事業を行う法人用) （48 ページ参照） 

(ﾜ) 承認申請書第 13 表 (助成事業を行う法人用) （50 ページ参照） 

(ｶ) 承認申請書第 14 表 (社会福祉事業を行う法人・医療事業を行う法人用) （52 ページ参照） 

(ﾖ) 承認申請書第 15 表 (宗教法人・美術館等を設置運営する法人用) （54 ページ参照） 

(ﾀ) 承認申請書第 16 表 (図書館を設置運営する法人・その他の公益目的事業を行う法人用) （56 ペ

ージ参照） 

(ﾚ) 承認申請書第 17 表（58 ページ参照） 

(ｿ) 承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書（60 ページ参照） 

(ﾂ) 租税特別措置法第 40 条承認申請書添付書類チェックシート（一般特例用）（61 ページ参照） 

(ﾈ) 上記承認申請書各表における必要な書類（16 ページ以降参照） 

ロ 承認特例の場合

(ｲ) 承認特例の適用を受けようとする場合には、次の承認申請書及び添付書類を提出期限までに提

出先税務署へ提出してください（措令 25 の 17①⑦）。

なお、寄附を受けた法人が特定国立大学法人等の場合は、⑦の書類を提出する必要はありません。

① 承認申請書第１表（「単独提出者・共同提出の代表者用」）（16 ページ参照）

② 承認申請書第２表（22 ページ参照）

③ 承認申請書第３表（承認特例用)（承認申請書第３表－付２を含みます。）（63 ページ参照）

④ 承認申請書第５表（34 ページ参照）

⑤ 承認申請書第６表（35 ページ参照） 

⑥ 承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書（60 ページ参照） 

⑦ 贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しない旨の

誓約書、贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しな

いことを確認した旨の証明書（65ページ参照） 

⑧ 寄附を受けた承認特例対象法人から交付を受けた次のＡからＣまでの書類（Ｃの書類につい

ては、寄附を受けた承認特例対象法人が国立大学法人等である場合、寄附を受けた承認特例対

象法人が公益社団法人若しくは公益財団法人に該当し、かつ、寄附財産を基金に組み入れる方法

により管理する場合又は認定ＮＰＯ法人等である場合に限り提出する必要があります。）

Ａ 寄附を受けた承認特例対象法人の理事会等において、「１ 制度の概要」の「⑵ロ 承認要

件」の(ﾊ)（10 ページを参照してください。）に掲げる決定をした旨及びその決定をした事項

の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し 

Ｂ Ａの決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額などの事項を記載した書類 

Ｃ 基金に組み入れる方法により管理されることを証する所轄庁の証明書の写し 

⑨ 租税特別措置法第 40 条承認申請書添付書類チェックシート（承認特例用）（66ページ参照） 

⑩ 上記承認申請書各表における必要な書類（16 ページ以降参照） 

(ﾁ) 承認申請書第８表（40 ページ参照） 

(ﾘ) 承認申請書第９表（42 ページ参照） 

次の承認申請書及び添付書類を提出期限までに提出先税務署へ提出してください（措令 25 の 17

①⑧）。

ⅰ 承認申請書第１表（「単独提出者・共同提出の代表者用」）（16ページ参照） 

ⅵ 上記承認申請書各表における必要な書類（16ページ以降参照） 

承認申請書第２表（22ページ参照） ⅱ

承認申請書第３表（文化観光拠点施設を運営する独立行政法人等用）（26ページ参照） ⅲ

租税特別措置法第 40 条承認申請書添付書類チェックシート（一般特例用）（61ページ参照） ⅳ

承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書（60ページ参照）ⅴ

（注）

場合（８ページ参照） 

博物館等を運営する独立行政法人等に対する有形文化財の寄附で申請書に一定の書類を添付する
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(3) 寄附をした人が共同で申請する場合の手続 

同一の公益法人等に対して財産の寄附をした人が複数いる場合において、それらの人が非課税承認を

受けようとするときは、共同で非課税承認の申請をすることができます。

共同で申請する場合には、次の区分ごとに、それぞれに掲げる承認申請書に必要な書類を添付して、

提出期限までに提出先税務署へ提出してください。 

イ 申請をする人が共同提出の代表者である場合 

上記(2)のイ又はロに掲げる承認申請書及び添付書類を提出期限までに提出先税務署へ提出してください。

ロ 申請をする人が共同提出の代表者以外の人である場合 

     上記(2)のイ又はロに代えて、承認申請書第１表（「共同提出の代表者以外の者用」）（18 ページ参照）

を提出期限までに提出先税務署へ提出してください（添付書類の提出は不要です。）。

(4) 寄附をした人の相続人等が申請する場合の手続 

公益法人等に対する遺贈について非課税承認を受けようとする場合や公益法人等に財産の寄附をした

人が非課税承認を受けるための承認申請書を提出する前に死亡した場合には、原則として、寄附をした人

の相続人及び包括受遺者全員の連名により、次の承認申請書及び添付書類を提出期限までに提出先税務

署へ提出してください。

イ 承認申請書第１表（「死亡した贈与者・遺贈者用」）（20 ページ参照） 

ロ 上記(2)イの(ﾛ)から(ﾈ)まで（（注）の場合は、ⅱからⅵまで）又は上記(2)ロ(ｲ)の②から⑩まで（寄附を受

けた承認特例対象法人が特定国立大学法人等の場合は⑦を除きます。）に掲げる承認申請書及び添付書類 

(ﾛ) 承認特例に係る非課税承認を受けた人は、寄附を受けた承認特例対象法人の区分に応じ、その寄

附をした日の属する事業年度において、寄附財産について、基金若しくは基本金に組み入れる方法

により管理されたこと又は不可欠特定財産とされたことが確認できる次表に掲げる書類の写しを、

その事業年度終了の日から３か月以内（その期間の経過する日後に承認申請書の提出期限が到来

する場合には、その提出期限まで）に提出先税務署へ提出してください。 

なお、次表に掲げる書類の写しが、提出すべき期限までに提出されなかった場合には、「３ 非

課税承認の取消し」の「(1) 寄附をした人に対し、所得税が課税される場合」の ハ（14 ページを参

照してください。）に該当して、国税庁長官は、非課税承認を取り消すことができることとされてい

ますので、期限までに必ず提出してください。

書人法象対例特認承たけ受を附寄 類 

書細明金基等人法学大立国

（寄附財産を不可欠特定財産とした場合） 
定款及び財産目録 

（寄附財産を基金に組み入れた場合） 
基金明細書 

どな表細明金本基人法校学

どな書細明金本基人法祉福会社

認定ＮＰＯ法人等 基金明細書

(5) 承認申請書を提出した後に寄附をした人が死亡した場合の手続 

公益法人等に財産の寄附をした人が承認申請書を提出した後に死亡した場合には、その死亡した人の

相続人及び包括受遺者全員の連名で「租税特別措置法第 40 条の規定による承認申請書を提出した者が

死亡した旨の届出書」（68ページ参照）を作成し、添付書類とともに提出先税務署へ提出してください。 

公益社団法人・公益財団法人 
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国税庁長官は、寄附財産が寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供されなくなった場合

など一定の事実が生じた場合（公益法人等が寄附財産（その寄附財産の譲渡をした場合には、その譲渡

による収入金額の全部に相当する額の金銭）を国又は地方公共団体に贈与した場合などを除きます。）に

は、非課税承認を取り消すことができることとされています。

非課税承認が取り消された場合には、その取り消されることとなった事実の内容に応じ、寄附をした

人又は寄附を受けた公益法人等に対して、原則として、その取り消された日の属する年分の譲渡所得等

として所得税が課されます（措法40②③、措令25の17⑩～⑬、⑮～⑱）。

非課税承認が取り消された場合における所得税の課税及び非課税承認が取り消されることとなる事実

の具体的内容は、次のとおりです。

⑴　寄附をした人に対し、所得税が課税される場合

　次に掲げる事実が生じたことにより非課税承認が取り消された場合には、寄附をした人に対して、

所得税が課税されます（措法40②、措令25の17⑩～⑫）。

イ　寄附があった日から２年を経過する日までの期間（※１）内に、寄附財産（特定管理方法（※２）

により管理されているものを除きます。）が寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供さ

れなかったこと

※１　一定のやむを得ない事情がある場合には、国税庁長官が認める日までの期間（６ページを参

照してください。）となります。

※２　「１　制度の概要」の「⑵ロ　承認要件」の(ﾛ)のＡ、Ｂ(b)、Ｃ、Ｄ、Ｅに掲げる方法（９

ページを参照してください。）をいいます。

ロ　寄附財産が寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供される前に、不当減少要件（「１

制度の概要」の「⑴ロ　承認要件」の(ﾊ)（７ページを参照してください。）に掲げる要件をいい

ます。⑵ロにおいて同じです。）に該当しないこととなったこと

ハ　承認特例に係る申請書を提出した人が、「２　非課税承認のための申請の手続」の「⑵ロ 承認特

例の場合」の(ﾛ)（13ページを参照してください。）の書類の写しを、提出すべき期限までに提出し

なかったこと

- 14 -

例えば、寄附を受けた公益法人等が寄附をした人又はその親族などに対して、次の行為をし、又は行為を

すると認められる場合をいいます。

(ｲ) 公益法人等が、他の従業員に比し正当な理由もなく過大な給与等を支払っている場合

(ﾛ) 公益法人等が、その所有する施設を私事のために利用させている場合

(ﾊ) 公益法人等が、その所有する財産を無償又は著しく低い価額の対価で譲渡した場合

「不当減少要件に該当しないこととなったこと」とは

３ 非課税承認の取消し 
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　次に掲げる事実（上記⑴に掲げる事実を除きます。）が生じたことにより非課税承認が取り消された

場合には、寄附を受けた公益法人等に対して、所得税が課税されます（措法40③、措令25の17⑬、⑮

～⑱）。

イ　寄附財産（特定管理方法により管理されているものを除きます。）が、寄附を受けた公益法人等の

公益目的事業の用に直接供されなくなったこと

ロ　不当減少要件に該当しないこととなったこと

ハ　承認特例に係る申請書の提出時において、「１　制度の概要」の「⑵ロ　承認要件」の(ｲ)（９

ページを参照してください。）に掲げる要件に該当していなかったこと（寄附を受けた承認特例対象

法人が特定国立大学法人等である場合を除きます。）

ニ　承認特例に係る申請書の提出時において、「１　制度の概要」の「⑵ロ　承認要件」の(ｲ)（９

ページを参照してください。）に掲げる要件に該当しなくなることが明らかであると認められ、か

つ、その提出の後にその要件に該当しないこととなったこと（寄附を受けた承認特例対象法人が特

定国立大学法人等である場合を除きます。）

（参考）　寄附財産の買換えについて

　公益法人等が、非課税承認に係る寄附財産を譲渡した場合には、当該寄附財産を当該公益法人等の

公益事業の用に直接供することができないこととなることから、原則として、非課税承認が取り消さ

れることとなります。

　ただし、公益法人等が、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって新たな資産を取得

し、かつ、一定の要件を満たすことにより、非課税承認を継続することができる特例等が設けられて

います。

　なお、各特例等の概要や必要となる届出書様式については、76ページ以降を参照してください。

(2) 寄附を受けた公益法人等に対し、所得税が課税される場合

「公益目的事業の用に直接供されなくなったこと」とは 

例えば、次の場合をいいます。

(ｲ) 公益法人等が、寄附財産を譲渡し、その譲渡代金の全額を事業費として費消した場合

(ﾛ) 公益法人等が、寄附財産（土地）を有料駐車場用地として使用した場合

(ﾊ) 公益法人等が、寄附財産を職員のための宿舎や保養所などの福利厚生施設として使用した場合

- 14 - - 15 -



 

租税特別措置法第 40条の規定による承認申請書 

 
 

 

令和  年  月  日  

国  税  庁  長  官  
 

 

 

〒 

 

申請者 住 所 

  

   

  
フ リ ガ ナ 

氏 名   

 
生年月日（明・大・昭・平・令   年   月   日）  

個人番号 

            

   
                                    
            

 

職 業 

 

電話番号 

  

－ 

  

－ 

  

    

公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附について、租税特別措置法第 40条第１項後段の規定 

による所得税の非課税の承認を受けたいので、申請します。  

寄 附 年 月 日 令和  年  月  日 寄附の 

態 様 
□ 贈 与 □  

法人を設立する 
ための財産提供 

財 産 の 寄 附 を 

 

受 け た 法 人 

所 在 地 

電 話 番 号 

〒 

  

(電 話 番 号   －   －     )  

フ リ ガ ナ 

名 称 
 

 
フ リ ガ ナ 

代表者 

氏 名 

 

  

 

財産の寄附を受けた法人の事業目的、寄

附した財産その他租税特別措置法施行規

則第18条の19に定める事項及び添付書類 

第２表から第 17表までの記載及び添付書類のとおりです。 

 
私は、上記の法人に財産の寄附をした次の者の代表者として、これらの者の承認申請書に記載すべき事項 

 
及び添付すべき書類についても、この承認申請書に記載及び添付しています。 

 

住               所 氏        名 
私との続柄 
又 は 関 係 

承認申請書を提
出した税務署名 

〒 
   

〒 
   

〒 
   

〒 
   

〒 
   

〒 
   

 

 

 

 

（資 13－1－1－Ａ４統一）（令 3.6） 

第
１
表 

共
同
提
出
の
代
表
者 

単
独
提
出
者 

用 

作
成
税
理
士 

 

事
務
所
所
在
地 

 

電
話
番
号

 
 

署
名 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

※ 

番号確認 身元確認 確認書類 

  

□ 済 

□ 未済 

 個人番号カード ／ 通知カード・運転免許証 

 その他（                ） 

          

              

 

 
・ ・  

  
整
理
簿 

通
信
日
付
印 

 

確認者    

 

※ 

 ※欄は記入しないでください。 
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(1) 第１表関係 

○ 単独提出者・共同提出の代表者用 

４ 承認申請書の記載例等 

☞ 郵便番号を必ず記載し

てください。 

 職業は、会社名や役職が

確認できるように具体的

に記載してください。 ×××－××××

東京都○○区××１丁目２番３号

×××× ××××

○ ○  ○ ○

３   ○   ○ 

○○株式会社
代表取締役社長 03  1111   ×××× 

３ △ △ 

×××－××××

東京都○○区××４丁目□

×××××× ××××

社会福祉法人 ○○○○

31  １    １ 

埼玉県○○市△△町２丁目３番４号 ○ ○  × ×     弟   朝霞税務署

埼玉県○○市△△町３丁目４番５号 ■ ■  ■ ■     妹   朝霞税務署

03   1111  2222 

×××× ××××

○ ○  ○ ○

レ

☞ 寄附年月日は、原則として、次の日となります。 

１ 寄附を受けた法人の理事会等で寄附財産の受入れの決議を

行った日 

２ 法人を設立するための財産の提供の場合は、その法人の設

立登記の日 

☞ 『寄附をした人が単独で提出する場合』には、「斜線」を付すか、

又は「該当なし」と記載してください。 

  『寄附をした人が共同提出の代表者の場合』には、共同で提出す

る全ての人の住所、氏名等を記載してください。 

×××－××××

×××－××××

● ● ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △
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イ 使用区分 

この表は、次の場合に使用します。 

(ｲ) 寄附をした人が単独で承認申請書を提出する場合（寄附をした人が２人以上いる場合にお

いて、各人が別々に承認申請書を提出するときを含みます。）

(ﾛ) 同一の公益法人等に対し寄附をした人が２人以上いる場合において、寄附をした人が共同

提出の代表者として承認申請書を提出するとき

ロ 記載要領

(ｲ) 「寄附年月日」欄は、原則として、次により記載してください。

Ａ 既に設立されている法人に対する寄附の場合には、寄附を受けた法人における理事会等の受

入決議年月日

Ｂ 法人を設立するための生前に行われた財産の提供の場合には、その財産の提供によって設立

された法人の設立登記の年月日

（注） 農地転用許可（届出）がなされていない農地の贈与や生前の財産の提供について受入れの決議

をした場合は、その農地に係る農地転用許可があった日（届出の効力が生じた日）が寄附年月日

とされます。

(ﾛ) この表を使用する人が上記イの(ｲ)に該当する場合には、この表の共同提出の代表者以外の者の

住所、氏名等を記載する欄（第１表の下部の欄）を斜線で抹消するか、又は「該当なし」と記載し

てください。 

ハ 申請時確認事項 

記載等について

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 提出期限 

原則として、寄附の日から４か月以内（その期間が経過する

日前に、寄附をした日の属する年分の所得税の確定申告書の

提出期限が到来する場合には、その期限まで）の提出ですか。

□ 

2 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

(注) 上記１の提出期限までに提出できなかった場合には、提出が遅れたことについてのやむを得ない事情

の詳細（例えば、災害などにより承認申請書の提出が遅れたなど）を具体的に記載した書類を添付して

ください。
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租税特別措置法第 40条の規定による承認申請書 

   

令和   年  月  日  

国  税  庁  長  官   
   

  〒 

 

申請者 住 所 

  

  

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

   

  
 

生年月日（明・大・昭・平・令   年   月   日） 

  
個人番号 

            

 
 

 
  

 

 

 

                                                
  

職 業 

 

電話番号 

 

－ － 

 

公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附について、租税特別措置法第 40条第１項後段の規定に

よる所得税の非課税の承認を受けたいので、申請します。 

 

寄 附 年 月 日 令和  年  月  日 寄附の 

態 様 
□ 贈 与 □ 

法人を設立する 
ための財産提供 

財産の寄附を 

 

受けた法人

所 在 地 

電 話 番 号 

〒 

 

(電 話 番 号    －      －       ) 

フ リ ガ ナ 

名 称 
 

 
フ リ ガ ナ 

代 表 者 

氏 名 

 

  

 

 財産の寄附を受けた法人の事業 

目的その他租税特別措置法施行 

規則第18条の19に定める事項及 

び添付書類 

下記の申請の代表者が提出する承認申請にまとめて記載及び添付しています。 

   

寄附財産の明細 

種  類 細目（地目・構造等） 所 在 地 数   量 共有持分 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

申請の代表者に関する事項 

住         所 氏    名 申請者との続柄又は関係 
申請の代表者が承認申請
書を提出した税務署名 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資 13－1－2－Ａ４統一）（令 3.6） 

第
１
表 (

共
同
提
出
の
代
表
者
以
外
の
者
用）

 

作
成
税
理
士 

 

事
務
所
所
在
地 

 

電
話
番
号

 

署
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※ 

番号確認 身元確認 確認書類 

  

□ 済 

□ 未済 

 個人番号カード ／ 通知カード・運転免許証 

 その他（                ） 

          

              

 

 
・ ・  

  
整
理
簿 

通
信
日
付
印 

 

確認者    

 

※ 

 ※欄は記入しないでください。 
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○ 共同提出の代表者以外の者用 

☞ 郵便番号を必ず記載して

ください。 

職業は、会社名や役職が

確認できるように具体的に

記載してください。 

３   ○    ○ 

３  △ △ 

×××－××××
東京都○○区××４丁目□

×××××× ××××

社会福祉法人 ○○○○

03    1111     2222 

×××× ××××

○ ○  ○ ○

×××－××××

埼玉県○○市△△町２丁目３番４号

×××× ××××

○ ○  × ×    

○○株式会社
専務取締役 048    460    ×××× 

33 ４ １ 

 土地       宅地       東京都○○区××４丁目５番７号  200 ㎡      － 

東京都○○区××１丁目２番３号 ○ ○  ○ ○ 兄 麹町税務署

☞ 寄附年月日は、原則として、次の日となります。 

１ 寄附を受けた法人の理事会等で寄附財産の受入れの決議を

行った日 

２ 法人を設立するための財産の提供の場合は、その法人の設

立登記の日 

レ

● ● ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △

☞ 記載漏れがないよう注意してください。
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イ 使用区分 

この表は、同一の公益法人等に対し寄附をした人が２人以上いる場合において、共同で承認申請書

を提出する際の代表者以外の人が承認申請書を提出するときに使用します。 
(注) 承認申請書第２表から第17表、「承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確

認書」及びその他の添付書類の提出は代表者が行いますので、この承認申請書を提出する人は、

この承認申請書（第１表）のみを提出先税務署へ提出してください。 

 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「寄附年月日」欄は、原則として､次により記載してください。 
Ａ 既に設立されている法人に対する寄附の場合には、寄附を受けた法人における理事会等の受

入決議年月日 

Ｂ 法人を設立するための生前に行われた財産の提供の場合には、その財産の提供によって設立

された法人の設立登記の年月日 

（注） 農地転用許可（届出）がなされていない農地の贈与や生前の財産の提供について受入れの決議

をした場合は、その農地に係る農地転用許可があった日（届出の効力が生じた日）が寄附年月日

とされます。 

(ﾛ) 「寄附財産の明細」には、土地は１筆ごとに、建物は１棟ごとに、株式は銘柄ごとに、土地、

建物及び株式以外の財産は種類、細目又は所在地の異なるごとに記載してください。 

例えば、幼稚園の園具及び教具は机や椅子などの種類ごとの数量を、美術品等は１点ごとの名

称及び作者名を記載します。また、この表に記載しきれないときは、「別紙のとおり」と記載し、

適宜の用紙に寄附財産の明細を記載して添付してください。 

(ﾊ) 「寄附財産の明細」の「共有持分」欄は、寄附財産が共有物である場合の、その共有持分を記

載してください。 

 

ハ 申請時確認事項 

 ｸｯｪﾁ 項事きべす認確 目項認確 

1 提出期限 

原則として、寄附の日から４か月以内（その期間が経過する

日前に、寄附をした日の属する年分の所得税の確定申告書の

提出期限が到来する場合には、その期限まで）の提出ですか。 

□ 

2 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

(注) 上記１の提出期限までに提出できなかった場合には、提出が遅れたことについてのやむを得ない事情

の詳細（例えば、災害などにより承認申請書の提出が遅れたなど）を具体的に記載した書類を添付して

ください。 
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租税特別措置法第 40条の規定による承認申請書 

   
令和  年  月  日  

国  税  庁  長  官   
  

寄 附 者     

住            所 

 
フ    リ    ガ    ナ 

氏      名
死 亡 年 月 日 

（ 年  齢 ） 

  
令和  年  月  日 

（     歳） 

申 請 者（上記の者の相続人及び包括受遺者） 

住 所 ・ 電 話 番 号 ・ 個 人 番 号 

 
フ    リ    ガ    ナ 

氏      名 

(生 年 月 日) 
職  業 

上記の者との 

続柄又は関係 

１ 

〒 
 

   

  

２ 

〒 
 

 

  

３ 

〒 
 

 

  

４ 

〒 
 

 

  

５ 

〒 
 

 

  

６ 

〒 
 

 

  

公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附について、租税特別措置法第 40条第１項後段の規定 

による所得税の非課税の承認を受けたいので、申請します。 

寄  附  年  月  日 令和 年  月  日 寄附の 

態 様 

□ 贈与 

□ 遺贈 
□ 法人を設立する 

ための財産提供 

□ 生前処分 

□ 遺  言 

財産の寄附を 

 

受 け た 法 人

所 在 地 

電 話 番 号 

〒 

 

(電 話 番 号    －      －       ) 

フ リ ガ ナ 

名 称 
 

 フ リ ガ ナ 

代 表 者 

氏 名 

 

  

財産の寄附を受けた法人の事業目的、寄

附した財産その他租税特別措置法施行規

則第18条の19に定める事項及び添付書類 

第２表から第 17表までの記載及び添付書類のとおりです。 

国税庁長官の発する国税に関する書類を受領する代表者として次の者を指定し届け出ます。 

   国税庁長官の発する国税に関する書類を受領する代表者氏名 
 

 

 

 

 

 

                 

第
１
表 

用 

遺
贈
者 

死
亡
し
た
贈
与
者 

作
成
税
理
士 

 

事
務
所
所
在
地 

 

（
電
話
番
号
） 

 

署
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

・ ・  

  

整
理
簿 

確認者    

 

通
信
日
付
印 

 

（    －    －    ） 

 
（明･大･昭･平･令   ・  ・  ） 

 

（    －    －    ） 

 

（    －    －    ） 

 

（    －    －    ） 

 

（    －    －    ） 

 

（    －    －    ） 

 

（明･大･昭･平･令   ・  ・  ） 

 

（明･大･昭･平･令   ・  ・  ） 

 

（明･大･昭･平･令   ・  ・  ） 

 

（明･大･昭･平･令   ・  ・  ） 

 

（明･大･昭･平･令   ・  ・  ） 

 

（資 13－1－3－Ａ４統一）（令 3.6） 

※ 

 ※欄は記入しないでください。 

 

 

３ 番号確認 身元確認 確認書類 

※ 

 
 □  済 

 □  未済 

個人番号カード ／ 通知カード・運転免許証 
 その他（               ） 

 

 

 

            

 

４ 番号確認 身元確認 確認書類 

※ 

 
 □  済 

 □  未済 

個人番号カード ／ 通知カード・運転免許証 
 その他（               ） 

 

 

 

            

 

６ 番号確認 身元確認 確認書類 

※ 

 
 □  済 

 □  未済 

個人番号カード ／ 通知カード・運転免許証 
 その他（               ） 

 

 

 

            

 

５ 番号確認 身元確認 確認書類 

※ 

 
 □  済 

 □  未済 

個人番号カード ／ 通知カード・運転免許証 
 その他（               ） 

 

 

 

            

 

１ 番号確認 身元確認 確認書類 

※ 

 
 □  済 

 □  未済 

個人番号カード ／ 通知カード・運転免許証 
 その他（               ） 

 

 

 

            

 ２ 番号確認 身元確認 確認書類 

※ 

 
 □  済 

 □  未済 

個人番号カード ／ 通知カード・運転免許証 
 その他（               ） 
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○ 死亡した贈与者・遺贈者用 

 

☞ 寄附をした人の

相続人及び包括受

遺者の全ての人の

住所、氏名等を記

載してください。 

☞ 遺贈の場合には、原則とし

て、遺贈をした人の死亡の日と

なります。 

☞ 相続人及び包

括受遺者のうち

で国税に関する

書類を受領する

代表者を定める

ときに記載して

ください。 
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 イ 使用区分 

   この表は、次の場合において、寄附をした人の相続人及び包括受遺者が承認申請書を提出すると

きに使用します。 
(ｲ) 寄附をした人が承認申請書を提出する前に死亡した場合 

(ﾛ) 被相続人が既に設立されている法人に財産を遺贈した場合 

(ﾊ) 被相続人が法人を設立するため遺言により財産を提供した場合 

 

 ロ 記載要領 

(ｲ) 「寄附年月日」欄は、原則として、次により記載してください。 
Ａ 既に設立されている法人に対する贈与の場合には、贈与を受けた法人における理事会等の受

入決議年月日 

Ｂ 法人を設立するための生前に行われた財産の提供の場合には、その財産の提供によって設立

された法人の設立登記の年月日 

Ｃ 既に設立されている法人に対する財産の遺贈の場合又は法人を設立するための遺言によ

る財産の提供の場合には、遺言の効力が生じた年月日（相続開始日） 

（注） 上記Ａ又はＢの場合において、農地転用許可（届出）がなされていない農地の贈与や生前の財

産の提供について受入れの決議をしたときは、その農地に係る農地転用許可があった日（届出の

効力が生じた日）が寄附年月日とされます。 

(ﾛ) 「国税庁長官の発する国税に関する書類を受領する代表者氏名」欄には、国税通則法第13条第

１項の規定により、寄附をした人の相続人及び包括受遺者の中から国税庁長官の発する租税特別

措置法第40条第１項後段の規定による承認申請に関する書類を受領する代表者を指定する場合

に、その指定する人の氏名を記載してください。 

 

ハ 申請時確認事項 

 ｸｯｪﾁ 項事きべす認確 目項認確 

1 提出期限 

原則として、寄附の日から４か月以内（その期間が経過する

日前に、寄附をした日の属する年分の所得税の確定申告書の

提出期限が到来する場合には、その期限まで）の提出ですか。 

□ 

2 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

(注) 上記１の提出期限までに提出できなかった場合には、提出が遅れたことについてのやむを得ない事情

の詳細（例えば、災害などにより承認申請書の提出が遅れたなど）を具体的に記載した書類を添付して

ください。 

 

ニ 添付書類 

書 合場るす要を付添  ｸｯｪﾁ 類   

1 
申請書を提出する全て

の場合 
寄附者と申請者との続柄が明らかとなる戸籍謄本等 □ 

2 

新設法人に対する遺言

による財産の提供又は

既設法人に対する遺贈

である場合 

遺言書の写し □ 
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(2) 第２表関係 

 

 

  

☞ 寄附を行った目的、趣旨、寄附までの経緯等を

具体的に記載してください。 

30    ×   × 

30    □   □ 

東京都（○○課） 

 地域の高齢化に対応するため次の施設を設置経営する。 

    第一種社会福祉事業 

     施設名 特別養護老人ホーム ○○○○ 

    第二種社会福祉事業 

     デイサービスセンター （○○○○） 

○○○○ ×××－×××× 
東京都○○区××４丁目５番６号 ３  □  □ 特別養護老人ホーム（予定） 

地域の高齢化に伴い高齢者人口が増加しているにもかかわらず、そのよう

な方々の利用できる施設が絶対的に不足している現状を考慮し、自らが生ま

れ育った地域の発展に貢献できればとの志をもって必要な施設の敷地を寄附

いたしました。 
 

・・・など 

☞ 主務官庁の担当課まで

記載してください。 

☞ 複数の施設を設置運営している場

合には、全ての施設について記載し

てください。 

- 22 -
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イ 記載要領

(ｲ) 「法人の設立の許可等年月日」欄、「法人の設立の登記年月日」欄及び「主務官庁名及び経由

機関名」欄への記載に当たっては、法人の設立許可書（認可書）や登記事項証明書を確認してく

ださい。 

  なお、公益社団（財団）法人又は特定一般法人である場合は、次のとおり記載してください。 

各  欄 公益社団（財団）法人  特 定 一 般 法 人  

「法人の設立の許

可等年月日」欄 

所轄の行政庁から公益認定を受け

た年月日を記載します。 
記載の必要はありません。 

「法人の設立の登

記年月日」欄 

一般社団（財団）法人として設立

の登記を行った年月日を記載しま

す。（注） 

一般社団（財団）法人として設立の

登記を行った年月日を記載します。 

「主務官庁名及び

経由機関名」欄 

所轄の行政庁を記載します。 

例）内閣総理大臣、○○県知事 
記載の必要はありません。 

（注） 特例民法法人（80ページを参照してください。）から公益社団（財団）法人へ移行した場合

は、公益社団（財団）法人として設立の登記を行った年月日を記載してください。 

(ﾛ) 「法人の事業の目的」欄には、寄附を受けた法人が行っている事業内容を具体的に記載してくだ

さい。 

(ﾊ) 「寄附の目的」欄には、寄附を行った目的、趣旨、寄附までの経緯等について具体的に記載して

ください。 

ロ 申請時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 

「法人の設立の許可等

年月日」欄及び「法人の

設立の登記年月日」欄 

法人の設立許可年月日は、法人の設立許可書、認可書又は認

証書等の写しに基づき記載されていますか。また、法人の設

立登記年月日は、法人の登記事項証明書に基づき記載されて

いますか。 

□ 

2 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

ハ 添付書類 

書合場るす要を付添 ｸｯｪﾁ類

1 

申請書を提出する全て

の場合 

法人の設立許可書、認可書又は認証書の写し □ 

2 法人の登記事項証明書等 □ 

3 法人の寄附行為、定款又は規則の写し □ 

4 
法人が設置運営している施設の運営に関する園則、管理（運

営）規程、規則等の写し（注１） 
□ 

5 
法人が設置運営している施設の利用に関する説明書、パンフ

レット等（注１、２） 
□ 

(注)１ 承認特例の適用を受けようとする場合には、添付は不要です。  

(注)２ 法人のホームページに掲載されている場合には、承認申請書の余白部分等にその旨記載していた

。んせまりあえ支し差もていだたいてし略省を出提ので面書、ばれけだ
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(3) 第３表関係

○ 第３表

土地

宅地

東京都○

○区××

４丁目５

番６

100,000,000

500.00 ㎡

30,000,000

30,000,000

200,000

30,200,000

69,800,000

特別養護老人

ホーム敷地

R3  □ □

土地

宅地

東京都○

○区××

４丁目５

番７

40,000,000

6,000,000

6,000,000

200,000

6,200,000

33,800,000

土地

宅地

東京都○

○区××

４丁目５

番８

20,000,000

100.00 ㎡

3,000,000

3,000,000

200,000

3,200,000

16,800,000

○○ ×× ■■ ■■

１／１ １／１

☞ 共同提出の代表

者以外の人の氏名

及びその財産に対

する持分を記載し

てください。

☞ 取得年月日が明

らかな場合は、その

年月日を記載して

ください。 

また、取得価額や

譲渡に要した費用

が明らかな場合は、

その額を記載して

ください。

☞ 寄附時の時価を

算出し記載してく

ださい。

☞ 寄附申込書、寄附

財産の登記事項証

明書、財産目録等と

一致していますか。

☞ 寄附財産が株式

である場合に記載

してください。

特別養護老人

ホーム敷地

特別養護老人

ホーム敷地

R3  □ □ R3  □ □

S46 ５ 14

☞ 使用目的は「保育園園舎敷地」や「特別養護老人ホーム敷地」、「配当金を助成金の

原資とする」（寄附財産が株式である場合）等のように具体的に記載してください。

また、その使用目的に係る事業が公益目的事業に該当するものか確認してください。

☞ こ

63

の表は、一般特例の適用を受けようとする場合に使用します。

承認特例の適用を受けようとする場合は、第３表（承認特例用）

（ ページ参照）を使用します。

200.00 ㎡

S46 ５ 14 S46 ５ 14
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 イ 記載要領 

(ｲ) この表は、一般特例の適用を受けようとする場合に使用します。 

(ﾛ) 土地は１筆ごとに、建物は１棟ごとに、株式は銘柄ごとに、土地、建物及び株式以外の財産は種

類、細目又は所在地の異なるごとに記載してください。 

例えば、幼稚園の園具及び教具は机や椅子などの種類ごとの数量を、美術品等は１点ごとの名称

及び作者名を記載します。また、この表に記載しきれないときは、「別紙のとおり」と記載し、適

宜の用紙に寄附財産の明細を記載して添付してください。 

なお、共同提出の代表者の人が記載する場合には、代表者以外の人の寄附財産についても同様に

記載し、各人の持分を記載してください。 

(ﾊ) 「使用開始(予定)年月日」欄は、寄附以前から使用開始されていた場合には、その使用を開始し

た年月日を記載してください。 

ロ 申請時確認事項 

 ｸｯｪﾁ 項事きべす認確 目項認確 

1 「種類」欄 譲渡所得、山林所得又は雑所得の基因となる財産ですか。 □ 

2 「数量（面積等）」欄 

寄附を受けた法人が取得をした寄附財産が株式である場合、
その取得によりその法人の有することとなるその株式の発行
法人の株式が、その発行済株式の総数の２分の１を超えてい
ませんか。 
その取得によりその法人の有することとなるその株式の発行
法人の株式が、その発行済株式の総数の２分の１を超えてい
る場合には、非課税承認は受けられません。 

□ 

3 
「共同提出の代表者の
場合」欄 

共同提出の代表者以外の人の氏名及び各人の持分が記載され
ていますか（共同提出の代表者以外の人が持分を有している
財産に限ります。）。 

□ 

4 
「使用開始（予定）年月
日」欄 

寄附があった日から２年を経過する日までの期間内に使用を
開始していますか。又は、使用を開始する予定ですか。 

□ 

5 「使用目的」欄 使用目的に係る事業は公益目的事業に該当するものですか。 □ 

6 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

ハ 添付書類 

書 合場るす要を付添  ｸｯｪﾁ 類   

1 

申請書を提出する全て
の場合 

 □ し写の書込申附寄

2 
寄附の受入れに係る理事会等の議事録の写し（法人を設立す
るための財産の提供の場合は、寄附の受入れに係る設立発起
人会等の議事録の写し） 

□ 

3 
寄附財産の時価を明らかにする書類（不動産鑑定評価書の写
し、株式の評価明細書、美術品の鑑定書等の写しなど） 

□ 

4 
取得価額が明らかであ
る場合 

寄附財産の取得価額を明らかにする書類（購入時の売買契約
書の写し等） 

□ 

5 
寄附財産が土地である
場合 

寄附を受けた法人に所有権移転登記を行った後の登記事項証
明書（農地の場合は農地転用許可書の写しを含みます。）、利
用状況を示した公図の写し、地番入り実測図、住宅案内図（隣
接する土地の利用者が記載されたもの）及び写真等 
土地の上に建物がある場合は、その建物の登記事項証明書、 
建物の配置等利用状況を示した平面図及び写真等 

□ 

6 
寄附財産が建物である
場合 

寄附を受けた法人に所有権移転登記を行った後のその建物の
登記事項証明書、利用状況が分かる平面図及び写真等 

□ 

7 
寄附財産が株式である
場合 

寄附を受けた法人に名義変更されたことが分かる書類（上場
株式の場合は信託銀行等の証明書、非上場株式の場合は株式
名簿の写し等） 

□ 

8 
寄附後５年間の配当金の利用計画書、過去５年間の配当状況
を記載した書類及び発行法人の直近の事業報告書・決算書等 

□ 

9 
寄附財産が美術品であ
る場合 

寄附をした美術品のうち主要なもののカラー写真及び寄附後
３年間における寄附財産の展示（利用）計画書 

□ 
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○ 第３表（文化観光拠点施設を運営する独立行政法人等用）

絵画

〇〇作

「××」

30,000,000

200,000

30,200,000

69,800,000

●●博物館

展示用

R3 □ □

彫刻

6,000,000

200,000

6,200,000

33,800,000

工芸品

東京都○

○区××

４丁目５

3,000,000

200,000

3,200,000

16,800,000

○○ ×× ■■ ■■

１／１ １／１

☞ 共同提出の代表

者以外の人の氏名

及びその財産に対

する持分を記載し

てください。

☞ 取得年月日が明

らかな場合は、その

年月日を記載して

ください。 

また、取得価額や

譲渡に要した費用

が明らかな場合は、

その額を記載して

ください。

☞ 寄附時の時価を

算出し記載してく

ださい。

☞ 寄附申込書と一

致していますか。

R3 □ □ R3 □ □

S46 ５ 14

☞ この表は、博物館等を運営する独立行政法人等に対する有形文

化財の寄附で申請書に一定の書類を添付する場合（ ペー８ ジ参

照）に使用します。

S46 ５ 14 S46 ５ 14

〇〇作

「××」

〇〇作

「××」

東京都○

○区××

４丁目５

東京都○

○区××

４丁目５

●●博物館

展示用

●●博物館

展示用

１点 １点 １点

番８ 番８ 番８

100,000,000 40,000,000 20,000,000

✔
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イ 記載要領 

(ｲ) この表は、博物館等を運営する独立行政法人等に対する有形文化財の寄附で申請書に一定の

書類を添付する場合（８ページ参照）に使用します。

(ﾛ) この表に記載しきれないときは、「別紙のとおり」と記載し、適宜の用紙に寄附財産の明細を記

載して添付してください。 

なお、共同提出の代表者の人が記載する場合には、代表者以外の人の寄附財産についても同様に

記載し、各人の持分を記載してください。 

(ﾊ) 「使用開始(予定)年月日」欄は、寄附以前から使用開始されていた場合には、その使用を開始し

た年月日を記載してください。 

ロ 申請時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 「種類」欄 譲渡所得、山林所得又は雑所得の基因となる財産ですか。 □ 

2
「共同提出の代表者の
場合」欄 

共同提出の代表者以外の人の氏名及び各人の持分が記載され
ていますか（共同提出の代表者以外の人が持分を有している
財産に限ります。）。

□ 

3
「使用開始（予定）年月
日」欄 

寄附があった日から２年を経過する日までの期間内に使用を
開始していますか。又は、使用を開始する予定ですか。 

□ 

4 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

ハ 添付書類 

添付を要する場合 書 類 ﾁｪｯｸ

1

申請書を提出する全て
の場合 

寄附申込書の写し □ 

2 寄附の受入れの事実が確認できる書類 □ 

3
寄附財産の時価を明らかにする書類（美術品の鑑定書等の写
しなど） 

□ 

4 寄附をした美術品等のうち主要なもののカラー写真 □ 

5
寄附財産が認定拠点計画又は認定地域計画に記載された一定
の事業の用に供される旨の証明書（租税特別措置法施行令第
25 条の 17 第８項第１号に規定する書類） 

□ 

6
取得価額が明らかであ
る場合 

寄附財産の取得価額を明らかにする書類（購入時の売買契約
書の写し等） 

□ 
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○ 第３表―付１ 

３ ○ ○

２ △ △ ２ × × ２ ■ ■ ２ ● ● 50,000

東京都○○区△△１丁目２

２ × ×

２ ■ ■

10,000

20,000 ■■ ■■ 本人

２ ● ● 20,000 △△銀行 なし

□□建設株式会社 03  1111 △△△△

☞ 使用開始されていない理由や使用開始できないやむを得ない事情を具体的に記載して

ください。 

なお、この欄に記載しきれないときは、別紙に記載してこの表に添付してください。 

☞ 寄附の日から２年以内に使用開始できな

い場合には、使用開始予定年月日を必ず記載

してください。 

☞ 資金調達の方法が寄附による場合は

承認申請書第４表に、借入れによる場

合は承認申請書第９表に記載が必要で

す。金額等が相違しないように注意し

てください。 

○ 第３表―付１ 
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イ 記載要領 

  この表には、承認申請書を提出する日の直前の状況を記載してください。 

ロ 申請時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 
(1)①の「請負契約金額」

欄 

「建築資金の調達方法等」の「金額（予定）」欄の金額の合計

額を超える金額になってはいませんか。 
□ 

2 

「(2) 寄附財産がやむを

得ない事情により寄附が

あった日から２年以内に

使用開始できない場合」

欄 

寄附があった日から２年を経過する日までの期間内に公益

目的事業の用に使用開始することが困難であるやむを得な

い事情に該当するものか判断できる程度の具体的な内容が

記載されていますか。 

使用開始予定年月日は具体的な計画に基づく日付が記載さ

れていますか。 

□ 

3 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

ハ 添付書類 

書合場るす要を付添 ｸｯｪﾁ類

1 

寄附財産である土地の

上に建物を建築中又は

建築する予定である場

合 

建築請負契約書の写し □ 

2 
建築資金の調達方法が確認できる書類（融資や補助金の決定

通知書の写し等）（注１） 
□ 

3 建築工事のスケジュール表 □ 

4 建築する建物の利用状況が分かる平面図等 □ 

5 
建築業者の選定経緯が分かる書類（入札に係る理事会の議事

録や入札結果が分かる書類の写し等）（注１） 
□ 

6 建築した建物の登記事項証明書（注２） □ 

7 建築した建物の写真（注２） □ 

8 

寄附財産がやむを得な

い事情により寄附があ

った日から２年以内に

使用できない場合 

やむを得ない事情に至った事実が確認できる書類及び使用開

始までの具体的な計画書等 
□ 

(注)１ 寄附を受けた法人と、寄附をした人、その法人の役員等若しくは社員又はこれらの人と親族関係若

しくは特殊の関係がある人（「特殊の関係がある人」については８ページを参照してください。）との

間において、建築請負契約等がある場合に提出してください。 

２ 建築完了後に提出してください。
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○ 第３表―付２ 

☞ やむを得ない理由により譲渡された寄附財産について、

「譲受者」、「寄附者と譲受者との関係」、「譲渡価額」及び

「譲渡代金の預入銀行等」等を具体的に記載してください。

☞ やむを得ない理由により譲渡された寄附財産の譲渡代金

により取得する「代替取得資産の明細等」を具体的に記載

してください。

開発行為を前提として寄附を受けている場合で、寄附財産のうちに地方公共団体等に対して道

路用地として提供する部分があるときなど、地方公共団体等に提供（寄附）することが明らかな

ものは非課税承認の対象になりません。 

☞ 具体的な取得計画がない場合には、寄附財産の全てについて非課税承認が受けられ

なくなりますので注意してください。 

- 30 -
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(4) 第４表関係 

 

土地 宅地 30,000 300.00 ㎡ ２ □  □ 
特別養護老人

ホーム敷地 
東京都○○区×× ○○ ○○ 

現金 現金 20,000 ２ ■  ■  運営資金 東京都△△区□□ ■■ ■■ 
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 イ 記載要領 

   この表は、寄附を受けた法人が寄附を受けた財産のうち承認申請書第３表の「寄附財産の明細及び

使用目的等」に記載した財産以外の財産（譲渡所得の基因とならない現金・預貯金等、譲渡所得が

生じない財産を含みます。）について、寄附年月日等の所定の事項を記載してください。 
   記載に当たっては、承認申請書第１表の寄附年月日に近い日の寄附から順に記載してください。ま

た、寄附年月日並びに種類及び細目を同じくする財産は、まとめて記載してください。 
（注）１ 記載すべき件数が多く、この表が数枚に及ぶこととなる場合には、上記による記載を省略して、

会計年度ごとの合計金額のみを記載しても差し支えありません。 
ただし、次の寄附については、省略せずに記載してください。 

(1) 寄附をした人及びその親族からの寄附 
(2) 土地、建物、株式、美術品又は立木など、譲渡所得、山林所得又は雑所得の基因となる財

産の寄附 
(3) 過去に非課税承認を受けた寄附 

２ 会計年度ごとの合計金額のみを記載してこの表を提出した場合には、その内容を確認するため

に、記載内容を省略していない承認申請書第４表の提出をお願いする場合があります。 
３ 既存の書類等でこの表に記載すべき内容（(注)１及び２による方法で提出する場合を含みます。）

が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この表

と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

  

ロ 申請時確認事項 

確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

全項目 

承認申請書第３表に記載した財産以外の財産（過去に寄附を

受けた財産・非課税承認を受けた財産を含みます。）につい

て、全て記載されていますか。また、記載すべき欄について

記載漏れはありませんか。 

□ 
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(5) 第５表・第６表関係

６ ６

○○ ○○
63 施設長300,000○○××の兄

○○㈱代表取

締役社長東京都○○区××1-2-3 本人

２

■■ ○○
60 

0なし ○○販売業東京都○○区××３－１ なし

○○ △△
65 なし

0

㈱○○社員東京都○○区××１－８ なし

■■ ●●
61 農業東京都○○区××３－２

○○ ××
60 

0

○○○○の弟
○○㈱専務取

締役
埼玉県○○市△△町 2-

3-4 本人

■■ ××
61 ▲▲製造業東京都○○区××３－３

なし

なし

×× ××
48 

なし20,000
なし 税理士東京都○○区××５－２ なし

・・ ・・
53 

20,000なし ㈱××社員東京都○○区××３－８ なし なし

0

なし

0

なし

なし なし なし

３ ○ ○

☞ 定款等で定められた定員を

記載してください。 

☞ 承認申請書記載時の理事（又

は責任役員）の現員を記載して

ください。 

☞ 具体的かつ詳細に記載してください。特に、勤務先・役職欄は、例えば

「㈱○○代表取締役社長」などのように具体的に記載してください。 

なお、該当がない場合は必ず「なし」と記載してください。 

２

なし

なし
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0

なし

なし

0

なし

なし

なし

7 7

○○ ●● 60 なし0

なし

東京都○○区××５－５

○○ ■■
70 

なし

東京都○○区××８－５

■■ △△ 50 ㈱△△社員東京都○○区××２－８

なし

△△ ×× 47 

なし

0

㈱□□社長東京都○○区××６－１ なし

×× □□ 59 

0

なし

㈱××パート東京都○○区××７－２

・・ △△ 76 

0

なし東京都○○区××８－３

なし

３ ○ ○

なし

☞ 具体的かつ詳細に記載してください。特に、勤務先・役職欄は、例えば

「㈱○○代表取締役社長」などのように具体的に記載してください。 

なお、該当がない場合は必ず「なし」と記載してください。

☞ 承認申請書記載時の評議員

（又は信徒総代）の現員を記載

してください。 

☞ 定款等で定められた定員を

記載してください。 

なし

なし

なし

なし

なし なし

△△ ▲▲ 55 東京都○○区××７－７ なし なし 0 なし 〇〇幼稚園園長
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イ 記載要領（第５表、第６表共通） 

(ｲ) この表は、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

(ﾛ) 「(1) 理事又は責任役員」の記載に当たっては、次の点に留意してください。 

 Ａ 「寄附者との親族その他特殊関係」欄は、寄附をした人からみて次に掲げる人に該当する場

合に、その関係を「○○の長男」、「△△が社長の㈱□□の社員」のように具体的に記載してく

ださい。「第５表理事の（番号）の弟」のように記載しても差し支えありません。 

また、寄附をした人からみて次に掲げる人に該当しない場合には、「なし」と記載してくだ

さい。 

ａ 寄附をした人の親族（６親等以内の血族、配偶者及び３親等以内の姻族をいいます。） 

ｂ 寄附をした人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人 

ｃ 寄附をした人の使用人 

ｄ 寄附をした人の使用人以外の人で寄附をした人から受ける金銭その他の財産により生計を維

持している人 

ｅ 上記ｂから d までに掲げる人の親族で、これらの人と生計を一にしている人 

ｆ 次に掲げる法人の役員又は使用人 

(a) 寄附をした人が役員となっている他の法人 

(b) 寄附をした人及び上記ａからｅまでに掲げる人並びにこれらの人と特殊の関係のある

法人を判定の基礎とした場合に同族会社に該当する他の法人（８ページの「特殊の関係が

ある人」を参照してください。） 

Ｂ 「他の理事又は監事との親族その他特殊関係」欄の記載は、上記Ａに準じて記載してください。 

Ｃ 「この法人以外の勤務先等関係する法人・団体の名称及びそこでの役職等」欄には、寄附を受

けた法人以外の勤務先、役員となっている法人又は団体の名称及びそこでの役職名を「㈱○○代

表取締役社長」のように具体的に記載してください。 

     また、個人で事業を行っている場合には、その事業について「○○販売業」のように記載し

てください。 

(ﾊ) 「(2) 監事」及び「(3) 評議員又は信徒総代」の記載に当たっても、上記(ﾛ)と同様の点に留意し

てください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所

に「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
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ロ 申請時確認事項（第５表、第６表共通） 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 (1)(2)(3)の「現員」欄 定款等で定められた定員を満たしていますか。 □ 

2 
(1)(2)(3)の「法人から

受ける給料・報酬」欄 

寄附を受けた法人から受ける給料又は報酬は、勤務実績に基

づき支給されていますか（役員等の地位にあることのみに基

づき支給されていませんか。）。また、寄附をした人の親族な

どが特に高額な給料や報酬を受けていませんか。 

□ 

3 

(1)(2)(3)の「寄附者と

の親族その他特殊関係」

欄 

理事、監事又は評議員のそれぞれのうちに、特定の理事、監

事又は評議員と親族関係を有する人及びこれらの人と特殊

の関係がある人の合計数は、いずれも現員の３分の１以下と

なっていますか。 

□ 

(1)の「他の理事又は監

事との親族その他特殊

関係」欄 

(2)の「他の監事、理事

又は評議員との親族そ

の他特殊関係」欄 

(3)の「他の評議員、理

事又は監事との親族そ

の他特殊関係」欄 

4 

(1)(2)(3)の「この法人

以外の勤務先等関係す

る法人・団体の名称及び

そこでの役職等」欄 

理事、監事又は評議員が役員を務める法人に勤務する人又は

理事、監事又は評議員が役員を務める団体に所属する人は、

特殊の関係がある人に該当するものとして記載されていま

すか。 

□ 

5 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

 （注）１ 役員構成や定員などについては、定款等に記載すべき事項が別途定められています。詳しくは、

70 ページ以降をご覧ください。 

２ 定款等において、理事と評議員との兼任禁止規定が定められている場合には、評議員の定数は理

事の定数と同数以上であればよいとされています。 

    ３ 公益社団（財団）法人については、「一般社団・財団法人法」及び「公益認定法」において定款の

記載事項として定められている定員であればよいとされています。 

    ４ 特定一般法人については、理事は６人以上、監事は２人以上、評議員（設置している場合）は理

事の定数と同数以上であればよいとされています。 
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(6) 第７表関係

☞１ 承認申請書第３表、第４表に記載されている土

地（過去に非課税承認を受けた寄附に係る土地を

含みます。）についても記載する必要がありますの

で、面積や用途を確認し、これらの表の記載内容と

差異が生じないように記載してください。 

２ 「借受」に○を付した土地については、承認申請

書第８表にも記載が必要です。 

☞１ 承認申請書第３表、第４表に記載されている建物

（過去に非課税承認を受けた寄附に係る建物を含

みます。）についても記載する必要がありますので、

面積や用途を確認し、これらの表の記載内容と差異

が生じないように記載してください。 

２ 「借受」に○を付した建物については、承認申請

書第８表にも記載が必要です。 

３ 建築途中の建物や建築予定の建物については、用

途欄の最初に  予 と記載してください。 

宅地 500 00 特別養護老人ホーム敷地東京都○○区××４丁目５番６

宅地 200 00東京都○○区××４丁目５番７ 特別養護老人ホーム敷地

老人ホーム 20 予 特別養護老人ホーム東京都○○区××４丁目５番地６ 800 00

宅地 100 00東京都○○区××４丁目５番８

３ ○ ○

特別養護老人ホーム敷地

宅地 300 00東京都○○区××４丁目５番９ 特別養護老人ホーム敷地

雑種地 120 00東京都○○区××４丁目５番 10 駐車場

３  ○ ○

20 800 00
800 00 

1,220 00 120 00 
1,100 00 
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 イ 記載要領 

  (ｲ) この表は、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

(ﾛ) 承認申請書第３表及び第４表に記載した土地又は建物についても記載してください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所

に「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

 

ロ 申請時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 (1)(2)の「用途」欄 

用途は具体的に記載されていますか。今後、使用予定のもの

については 予 と記載するなど、使用開始されているものと

区分して記載してください。 

□ 

2 
(1)(2)の「所有・借受の

別」欄 

チェック漏れはありませんか。借受に○を付したものについ

ては承認申請書第８表への記載が必要です。 
□ 

3 全項目 

承認申請書第３表及び第４表に記載された土地及び建物に

ついても記載されていますか。また、記載すべき項目に記載

漏れはありませんか。 

□ 
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(7) 第８表関係

☞ 該当するものがない場合は「斜線」を付

すか、又は「該当なし」と記載してくださ

い。

☞ 寄附を受けた法人が借り受け

ている土地及び建物がある場合

は、必ず記載してください。 

1 5 120 00
東京都○○区××

１丁目５－６
なし 7,200 100,000 △△ △△ 

0

３ 1 1

● 1 1

☞ 有償・無償を問わず、寄附を

した人等へ土地・建物を貸し付

けている場合は、原則として、

非課税承認は受けられません。

３ ○ ○ 
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 イ 記載要領 

(ｲ) この表は、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

(ﾛ）「(1) 法人が借り受けている土地及び建物の明細」及び「(2) 法人が貸し付けている土地及び建物

の明細」の「土地又は建物の別」欄の記載に当たっては、承認申請書第７表に記載されている番号

の小さいものから順に記載してください。 

(ﾊ)「(1) 法人が借り受けている土地及び建物の明細」及び「(2) 法人が貸し付けている土地及び建物

の明細」の記載に当たっては、１筆の土地又は１棟の建物を２か所以上から借り受けている場合に

は借受先（貸主）ごとに、１筆の土地又は１棟の建物を２か所以上に貸し付けている場合には貸付

先（借主）ごとに記載してください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所

に「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。

ロ 申請時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 
(1)の「１年間の賃借料」

欄 

寄附をした人、役員等又はこれらの人の親族等から借り受け

ている場合には、周辺の相場に比べて高額な賃借料となって

はいませんか。正当な理由なく高額な賃借料となっている場

合には、非課税承認は受けられません。 

□ 

2 
(2)の「１年間の賃貸料」

欄 

寄附をした人、役員等又はこれらの人の親族等に貸し付けて

いる土地・建物はありませんか。一定の場合を除き、貸し付

けられている土地・建物がある場合には、非課税承認は受け

られません（注）。 

□ 

3 全項目 

承認申請書第７表で「借受」に○を付したものは全て記載さ

れていますか。また、記載すべき項目に記載漏れはありませ

んか。 

□ 

（注） 一定の場合とは、宗教法人の庫裏又は牧師館等にその法人の住職又は牧師等として居住しているな

ど事業遂行上やむを得ない事情による必要最小限の居住をしているときなどをいいます。 

ハ 添付書類 

書合場るす要を付添 ｸｯｪﾁ類

1 

寄附を受けた法人に土地

又は建物の貸借がある場

合 

土地又は建物の借受け又は貸付けに関する賃貸借契約書又

は使用貸借契約書の写し（注） 
□ 

2 

寄附を受けた法人が土地

を借り受け又は貸し付け

ている場合 

土地の利用状況を示した公図の写し、地番入り実測図、その

土地を中心とした住宅地図（隣接する土地の利用者が記載さ

れたもの）等（注） 

□ 

3 

寄附を受けた法人が建物

を借り受け又は貸し付け

ている場合 

建物の利用状況が分かる平面図（注） □ 

（注） 寄附を受けた法人と、寄附をした人、その法人の役員等若しくは社員又はこれらの人と親族関係若

しくは特殊の関係がある人（「特殊の関係がある人」については８ページを参照してください。）との

間において、賃貸借契約又は使用貸借契約がある場合に提出してください。
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(8) 第９表関係 

２ ● ● 
20,000 △△銀行

▲ ▲ ▲ 20,000 2,000 1.50 
特別養護老人ホー

ム建築費用

土地（抵

当権）

2,300 

2,000 

 300 

2,300 2,300 

－

003,2003,2

３  △ △

☞ 「(1) 借入金の明細」に記載した借入金の１年間の元利合計支払額を記載

するとともに、その返済資金の原資を自己資金、借入金の別に記載してくだ

さい。 

☞ 寄附を受けた法人が保証人となっている場合には、その主たる債務の明細

を記載してください。 

なお、該当がないときは「斜線」を付すか、又は「該当なし」と記載して

ください。 

－ －－

☞ 寄附を受けた法人が他の人の債務に

ついて物上保証等を行っている場合に

は、その担保となっている土地又は建

物の明細を記載してください。 

なお、該当がないときは「斜線」を付

すか、又は「該当なし」と記載してくだ

さい。 

☞ 決算関係書類に計上されている借入金は全て記載してください。 

なお、該当がないときは「斜線」を付すか、又は「該当なし」と記載して

ください。 

003,2003,2

003,2003,2
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 イ 記載要領 

(ｲ) この表は、寄附日の状況により記載してください。 

(ﾛ) 「(1) 借入金の明細」の記載に当たっては、次の点に留意してください。 

Ａ 「借入期間」欄は、寄附を受けた法人の借入金の借入期間を記載してください。 

Ｂ 「担保の種類及び担保物」欄は、「抵当権」、「根抵当権」等の担保の種類及び「土地」、「定期

預金」等の担保の目的となっている財産の種類を記載してください。

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇

所に「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

ロ 申請時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 
(1)の「１年間の元金の返

済額」欄 

決算関係書類等に基づき１年間に寄附を受けた法人が返済

すべき元金の額を記載してください。 
□ 

2 (1)の「借入金の使途」欄 具体的に記載されていますか。 □ 

3 
(2)の「１年間の元利合計

額」欄 

決算関係書類等に基づき１年間に寄附を受けた法人が返済

すべき元金及び利息の合計額を記載してください。 
□ 

4 

「(3) 寄附を受けた法人

以外の者が債務者である

債務の担保となっている

土地又は建物」欄及び

「(4) 寄附を受けた法人

が保証人となっている債

務の明細」欄 

寄附をした人、役員等又はこれらの人の親族等が債務者であ

る債務について、①寄附を受けた法人が担保として土地又は

建物を提供していませんか、また、②寄附を受けた法人が保

証人となっていませんか。該当がある場合には、非課税承認

は受けられません。 

□ 

5 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

ハ 添付書類 

書合場るす要を付添 ｸｯｪﾁ類

1 

寄附を受けた法人が他の

人又は法人の債務の担保

として、土地又は建物を

提供している場合 

債務の担保となっている土地又は建物の登記事項証明書及

び金銭消費貸借契約書の写し（注） 
□ 

2 

寄附を受けた法人が保証

人となっている債務が

ある場合 

保証契約書などその保証の事実が分かる書類の写し及び金

銭消費貸借契約書の写し（注） 
□ 

（注） 寄附を受けた法人と、寄附をした人、その法人の役員等若しくは社員又はこれらの人と親族関係若

しくは特殊の関係がある人（「特殊の関係がある人」については８ページを参照してください。）との

間において、金銭消費貸借契約等がある場合に提出してください。
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(9) 第 10 表関係 

○○ ○○
63 

施設長

300,000

―

本人

○○大学×

×学部卒業

54  ３ 

２  × 

なし

０

３ ○ ○

□□ □□
64 

事務長

260,000

―

なし

○○大学×

×学部卒業

54  ３ 

２  × 

なし

０

○○ □□

介護士

300,000

―

〇〇〇〇の妻

○短期大学

×学部卒業

61  ３ 

３  × 

なし

15 

□□ ○○
51 

看護師

300,000

―

なし

○短期大学

×学部卒業

２  ３ 

３  × 

15 

×× △△
49 

看護師

250,000

―

なし

○○高校看

護科卒業

２  ３ 

３  × 

12 

△△ ・・
40 

看護師

180,000

―

なし

○○大学看

護学部卒業

14  ３ 

３  × 

看護師

７

■■ ▲▲
32 

看護師

180,000

―

なし

○○高校看

護科卒業

18  ３ 

３  × 

看護師

５

●● ××
36 

介護士

―

なし

○○高校×

×科卒業

14  ３ 

３  × 

介護士

６

▲▲ □□
32 

介護士

  1,000

―

なし

○○大学医療

福祉学部卒業

24  ３ 

３  × 

介護士

２

15 ○ ○

18 ○ ○ 14 ○ ○ 24 ○ ○ 

８０

  1,000

８０

55 

看護師
６ ○ ○

看護師
H3 ○ ○

☞ 初任給等を決定するための基礎となった学歴や資格等を記載してください。 

☞ 勤務形態が非常勤の場合には、

１月当たりの勤務時間数も必ず記

載してください。 

☞ 寄附者、役員等との親族関係等がない場合には、「なし」と記載してください。 
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 イ 記載要領 

(ｲ) この表は、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

  なお、承認申請書の提出日において設置運営する施設が業務を開始していないため職員が採用

見込みである場合には、その施設の職員を採用した後速やかに、この表に採用者を記載し提出して

ください。 

(ﾛ) 「就職年月」欄は、寄附を受けた法人が設立される前から同法人の設置する施設に勤務している

職員については、当初の就職年月を記載してください。 

(ﾊ) 「寄附者、役員等との親族関係等」欄は、寄附をした人又は役員等からみて次に掲げる人に該当

する場合に、その関係を「○○の長男」、「△△が社長の㈱□□の社員」のように具体的に記載して

ください。「第５表理事の（番号）の弟」のように記載しても差し支えありません。また、寄附を

した人又は役員等からみて次に掲げる人に該当しない場合には、「なし」と記載してください。 

Ａ 寄附をした人又は役員等の親族（６親等以内の血族、配偶者及び３親等以内の姻族をいいます。）

   Ｂ 寄附をした人又は役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人 

   Ｃ 寄附をした人又は役員等の使用人 

Ｄ 寄附をした人又は役員等の使用人以外の人で寄附をした人又は役員等から受ける金銭その他の

財産により生計を維持している人 

Ｅ 上記ＡからＤまでに掲げる人の親族で、これらの人と生計を一にしている人 

Ｆ 次に掲げる法人の役員又は使用人 

   ａ 寄附をした人又は役員等が役員となっている他の法人 

   ｂ 寄附をした人又は役員等及び上記ＡからＥまでに掲げる人並びにこれらの人と特殊の関係の

ある法人を判定の基礎とした場合に同族会社に該当する他の法人（８ページの「特殊の関係があ

る人」を参照してください。） 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所

に「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

ロ 申請時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 「職務内容（職名）」欄 

役員が職員を兼務しているために給与の支給を受けている

場合には、職員としての職務内容（職名）が記載されていま

すか。 

□ 

2 
「給与月額又は１時間当

たりの給与額」欄 
給与規程等に基づき決定された額となっていますか。 □ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ハ 添付書類 

書合場るす要を付添 ｸｯｪﾁ類

給与の支給（予定）がある場

合 

就業規則、給与規程（俸給表を含みます。）、役員・使用人

の勤務条件に関する規則等の写し 
□ 
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(10) 第 11表関係（学校法人等用） 

☞ 設置する学校（幼稚園を含みます。）の種類別に定員、在籍者数等を記載するとともに、授

業料等の明細を具体的に記載してください。 

  なお、専修学校及び各種学校を設置する法人である場合には、各課程の修業年限及び１年

間の授業時間数を必ず記載してください。

- 46 -
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 イ 記載要領 

   この表は、学校法人や幼稚園を設置運営する宗教法人などに寄附をした場合に使用します。 

なお、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所

に「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

 

ロ 申請時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 (2)の「定員」欄 
専修学校及び各種学校の規模について、同時に授業を受けら

れる生徒の定数は 80 人以上ですか。 
□ 

2 (2)の「修業年限」欄 修業年限は１年以上ですか。 □ 

3 
(2)の「１年間の授業時間

数」欄 

１年間の授業時間数は、専修学校は 800 時間以上、各種学校

は 680 時間以上となっていますか。 
□ 

4 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 
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(11) 第 12表関係（育英事業を行う法人用） 

☞ 各項目について具体的に記載してください。

☞ 非課税承認を受けようとする寄附財産に係る運用利益は、全て育英資金等に使用

される必要があります。 

☞ 奨学金の貸付け、支給の実績を確認

する必要がありますので、各年の実績

等を具体的に記載してください。 
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 イ 記載要領 

(ｲ) この表は、育英事業を行う法人に寄附をした場合に使用します。 

なお、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

(ﾛ) 「(1) 育英資金を得るための基金の運用の明細」の「１年間の運用利益」欄には、寄附のあった日

の属する会計年度における基金となっている財産から生ずる予想収益の額（例えば、基金となっている

財産が株式の場合には受取配当金の額をいいます。）を記載してください。 

(ﾊ) 「(2) 奨学金の貸付け・支給の状況」は、法人を設立するための財産の提供の場合には、経常的な事

業活動が行われる年度の事業計画により記載してください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所に

「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

 

ロ 申請時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 

(1)の「１年間の運用利益」

欄及び「育英資金に充てて

いる金額」欄 

寄附を受けた財産に係る１年間の運用利益の全てが育英資

金等に充てられていますか。 
□ 

2 (2)(3)の「対象人員」欄 

貸付け又は支給の対象となる学生（生徒）は、30 人以上です

か。また、支給の対象となる学生（生徒）の募集範囲は、都

道府県の範囲よりも狭い一定地域内に限定されていません

か。対象となる学生（生徒）が 30 人未満の場合又は募集範

囲が都道府県の範囲よりも狭い一定地域内に限定されてい

る場合には、非課税承認は受けられません。 

□ 

3 
(4)の「入寮希望者の応募資

格」欄 

入寮希望者の応募範囲が、都道府県の範囲よりも狭い一定地

域内に限定されていませんか。募集範囲が都道府県の範囲よ

りも狭い一定地域内に限定されている場合には、非課税承認

は受けられません。 

□ 

4 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

 

ハ 添付書類 

 書   類 ﾁｪｯｸ 

1 
寄附をした日の属する年度以降５年間の奨学金の貸付計画又は支給計画について、「(3) 

奨学金の貸付け・支給の実績」に準じて作成した書類 
□ 

2 奨学金の希望者又は寄宿舎の入寮希望者の募集要領 □ 

3 奨学金の貸付け又は支給の対象者及び寄宿舎の入寮者の選考基準書の写し □ 

4 
奨学金の貸付け又は支給の対象者及び寄宿舎の入寮者の選考に当たり選考委員会等を設

置している場合には、選考委員の氏名、職業を記載した書類 
□ 

5 奨学金の貸付け又は支給実績が分かる書類 □ 
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(12) 第 13表関係（助成事業を行う法人用） 

☞ 各項目について具体

的に記載してください。 

☞ 非課税承認を受けようとする寄附財産に係る運用利益は、全て助成資金等に使用

される必要があります。 

☞ 助成金の支給の実績を確認する必要があ

りますので、各年の実績等を具体的に記載

してください。 
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 イ 記載要領 

(ｲ) この表は、助成事業を行う法人に寄附をした場合に使用します。 

なお、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

(ﾛ) 「(1) 助成資金を得るための基金の運用の明細」の「１年間の運用利益」欄には、寄附のあった日の

属する会計年度における基金となっている財産から生ずる予想収益の額（例えば、基金となっている

財産が株式の場合には受取配当金の額をいいます。）を記載してください。 

(ﾊ) 「(3) 寄附した日の属する年度における助成（予定）状況」は、法人を設立するための財産の提供

の場合には、当初計画による助成予定に基づき記載してください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所に

「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

 

ロ 申請時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 

(1)の「１年間の運用利益」

欄及び「助成資金に充てて

いる金額」欄 

寄附を受けた財産に係る１年間の運用利益の全てが助成資

金等に充てられていますか。 
□ 

2 
「(2) 助成を希望する者の

応募資格等」欄 

助成希望者の応募資格が都道府県の範囲よりも狭い一定地

域内の研究者などに限定されていませんか。募集範囲が都道

府県の範囲よりも狭い一定地域内に限定されている場合に

は、非課税承認は受けられません。 

□ 

3 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

 

ハ 添付書類 

 書   類 ﾁｪｯｸ 

1 
寄附をした日の属する年度以降５年間の助成計画について、「⑷ 助成金の支給の実績」

欄に準じて作成した書類 
□ 

2 助成希望者の募集要領 □ 

3 助成金の支給対象者の選考基準書の写し □ 

4 
助成金の支給対象者の選考に当たり選考委員会等を設置している場合には、選考委員の

氏名、職業を記載した書類 
□ 

5 助成金の支給実績が分かる書類 □ 
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(13) 第 14表関係（社会福祉事業を行う法人・医療事業を行う法人用） 

○○○○
特別養護老人

ホーム ２０ ２０（予定） なし 約款による

３  ○ ○

☞ 法人の設置する施設ごとに実際の収容人員を記載するとともに、そのうち措置委

託又は保育の実施により受け入れている人員を記載してください。 

☞ 入院患者の収容人員

や収容施設の詳細など

を記載してください。 

☞ 都道府県が定める医療計画に掲載又は公示されている場合には、その

都道府県名及び掲載又は公示年月日を記載してください。また、基金と

して受け入れたものの有無について記載してください。 

☞ 「社会保険診療」、「介護保険給付」などの収入区分ごとに内訳を記載

してください。 
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 イ 記載要領 

(ｲ) この表は、社会福祉事業を行う法人又は医療事業を行う法人に寄附をした場合に使用します。 

なお、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

(ﾛ) 『10－４ 法人の事業の規模等－社会福祉事業を行う法人』の「施設の種類」欄は、「保育所」、「特

別養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」のように、具体的に記載してください。 

(ﾊ) 『10－５ 法人の事業の規模等－医療事業を行う法人』の記載に当たっては、次の点に留意してく

ださい。 

 Ａ 「(1) 入院患者の収容人員等」の「救急病院又は救急診療所の告示」欄は、寄附を受けた法人の設

置する病院又は診療所が、救急病院等を定める省令第２条の規定による告示があったものである場

合には、告示年月日を記載し、告示がない場合には、「告示なし」の文字を○で囲んでください。 

 Ｂ 「(2) 診療収入の明細」の「診療収入の区分」ごとに、措法第26条第２項各号に掲げる給付、介護

保険法の規定に基づく保険給付又は医療若しくは助産につき支払を受ける金額等及び患者の数

を記載してください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所に

「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 
ロ 申請時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 
『10－４』の「法人の設置す

る施設の名称」欄 
全ての施設について記載されていますか。 □ 

2 

『10－４』の「 Ａ のうち措

置委託又は保育の実施によ

る人員」欄 

措置委託又は保育の実施による受入れ人員数が記載されて

いますか。 
□ 

3 
『10－５』(1)の「救急病院

又は救急診療所の告示」欄 

救急病院又は救急診療所として告示されている場合には、

告示年月日が記載されていますか。 
□ 

4 

『10－５』(1)の「医療計画

への掲載又は公示」欄及び

「基金の有無」欄 

医療計画に掲載又は公示されている場合には、掲載又は公

示年月日等が記載されていますか。 

基金として受け入れたものは、非課税承認の対象となりま

せん。 

□ 

5 
『10－５』の「(2) 診療収入

の明細」欄 

「社会保険診療」、「介護保険給付」などその収入区分ごとに

記載されていますか。また、その収入金額が決算関係書類の

金額と一致していますか。 

□ 

6 

『10－５』(2)の｢診療報酬

が社会保険診療報酬と異な

る基準の場合はその基準」

欄 

診療報酬が社会保険診療報酬と異なる基準の場合には、そ

の基準が具体的に記載されていますか。 
□ 

7 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ハ 添付書類 

 添付を要する場合 書   類 ﾁｪｯｸ 

1 
措置委託又は保育の実施に

よる受入れ人員がある場合 

対象人員について措置委託又は保育の実施を行った市区

町村長等の証明書等 
□ 

2 

措置委託又は保育の実施の

対象となる施設に措置委託

又は保育の実施によらない

人を受け入れている場合 

措置委託又は保育の実施の対象となる施設に措置委託又

は保育の実施によらない人を受け入れていることについ

ての理由書 

□ 
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(14) 第 15表関係（宗教法人・美術館等を設置運営する法人用） 

☞ 博物館法第10条の登録内容又は登録申

請の状況を記載してください。 

☞ 宗教法人の庫裏等に居住している人を全て記載し

てください。 
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 イ 記載要領 

この表は、宗教法人又は美術館等（美術館や博物館など）を設置運営する法人に寄附をした場合に使

用します。 

なお、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所に

「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

 

ロ 申請時確認事項 

 確認項目 確認すべき事項 ﾁｪｯｸ 

1 
『10－６』の「庫裏等に居

住する人の状況」欄 

庫裏等に居住する全ての人の氏名、年齢、職業及び住職等と

の関係が記載されていますか。 
□ 

2 
『10－６』の「幼稚園の設

置の有無」欄 

幼稚園を設置している場合には、承認申請書第 11 表も併せ

て作成されていますか。 
□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ハ 添付書類 

 添付を要する場合 書   類 ﾁｪｯｸ 

1 

美術館等を設置運営する法

人である場合 

美術館等を設置運営する法人がその設置する美術館等につ

いて博物館法第 10 条の登録を受けている場合には、登録通

知書の写し（申請中の場合は、その登録申請関係書類の写し

等） 

□ 

2 
美術館等のパンフレット及び入館券（表面に「見本」と朱書

したもの）（注１） 
□ 

3 寄附後３年間における事業計画書及び展示計画書（注２） □ 

（注）１ 法人のホームページに掲載されている場合には、承認申請書の余白部分等にその旨記載していただ

ければ、書面での提出を省略していただいても差し支えありません。 

２ 承認申請書第３表の添付書類と同じ書類ですので、重複して提出していただく必要はありません。 
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(15) 第 16表関係（図書館を設置運営する法人・その他の公益目的事業を行う法人用） 

☞ 具体的に記載してください。 

☞ 具体的に記載してください。 

☞ 具体的に記載してください。 
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 イ 記載要領 

   この表は、図書館を設置運営する法人又はその他の公益目的事業を行う法人に寄附をした場合に使

用します。 

なお、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

(ｲ) 『10－８ 法人の事業の規模等－図書館を設置運営する法人』の「所有する図書の種類及び数量」欄

は、例えば、哲学、歴史、社会科学、自然科学、芸術又は文学等の図書の種類で、図書の数量の多い

ものから順に２種類の図書について記載し、それ以外の種類の図書の数量は、「その他」欄に合計し

て記載してください。 

(ﾛ) 『10－９ 法人の事業の規模等－その他の公益目的事業を行う法人』には、学校法人、育英事業を

行う法人、助成事業を行う法人、社会福祉事業を行う法人、医療事業を行う法人、宗教法人、美術館

等を設置運営する法人及び図書館を設置運営する法人以外の法人について、その事業の内容、事業の

規模等及び事業活動に関する参考事項を具体的に記載してください。 

（注） 既存の書類等でこの表に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この表の適宜の箇所に

「別紙のとおり」と記載の上、この表と既存の書類等を提出しても差し支えありません。 

 

ロ 申請時確認事項 

 ｸｯｪﾁ 項事きべす認確 目項認確 

1 
『10－９』の「(1) 事業の

内容」欄 

寄附を受けた法人が行う事業が、公益目的事業に該当するか

判断できるだけの具体的な内容が記載されていますか。 
□ 

2 
『10－９』の「(2) 事業の

規模等」欄 

寄附を受けた法人が行う事業が、その地域又は分野において

社会的存在として認識される程度の規模を有しているか判

断できるだけの具体的な内容が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ハ 添付書類 

 ｸｯｪﾁ 類   書 

1 寄附を受けた法人の事業活動の概要が分かるパンフレット等（注） □ 

2 寄附後３年間の事業計画書 □ 

（注） 法人のホームページに掲載されている場合には、承認申請書の余白部分等にその旨記載していただけ

れば、書面での提出を省略していただいても差し支えありません。 
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(16) 第 17表関係 ☞ 「収益事業の有無」欄において、「無」に

○印を付した場合は、他の欄を記載する必

要はありません。 

令３   ４   １ 

令４ ３   31 

17,000,000 98,000,000 17.35 

○○ □□ 

３ ○ ○ 

☞ 公益目的事業の収支の状況（経常収入

と直接経費）を記載し、経常収入の金額

を直接経費の金額で除した割合を記載

してください。 

３   ○ ○ 

１ 
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イ 記載要領 

  (ｲ) この表は、承認申請書を提出する日の直前の状況により記載してください。 

  (ﾛ) 『11 収益事業に関する明細』の記載に当たっては、次の点に留意してください。 

Ａ 「収益事業の有無」欄の「無」に○印を付した場合は、他の欄を記載する必要はありません。 

Ｂ 「法人税の申告書の提出の有無」欄には、財産の寄附があった日の属する事業年度の前事業年度及

び前々事業年度の内容について記載してください。 

  (ﾊ) 『12 公益目的事業の収支の状況及び備付帳簿書類等』の記載に当たっては、次の点に留意してく

ださい。 

   Ａ 「(1) 公益目的事業の収支の状況等」の「経常収入」欄には、寄附を受けた法人の事業活動による

経常的な収入である入学金、授業料、保育料、診察料又は入館料等の収入の合計額を記載してくだ

さい。 

     なお、寄附金や補助金は合計額に含めないでください。 

  Ｂ 「(1) 公益目的事業の収支の状況等」の「直接経費」欄には、寄附を受けた法人の事業活動に直接

必要な人件費、管理費等の費用（育英事業及び助成事業を行う法人については、貸付け又は支給す

る奨学金及び助成金の額を含みます。）の合計額を記載してください。 
 

 ロ 申請時確認事項 

 ｸｯｪﾁ 項事きべす認確 目項認確 

1 
『12』の「(1) 公益目的事

業の収支の状況等」欄 

予算又は決算関係書類に記載された金額のうち、上記イ(ﾊ)

のＡ及びＢによる金額が記載されていますか。 
□ 

2 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

 

ハ 添付書類 

書 合場るす要を付添  ｸｯｪﾁ 類   

1 
収益事業を行っている場

合 

財産の寄附をした日の属する事業年度の前事業年度（この事

業年度に法人税の申告書を提出していない場合には、この事

業年度の前事業年度）の法人税の確定申告書及びその添付書

類の写し 

□ 

2 

承認申請書を記載した日

現在では収益事業を行っ

ていないが、その日から１

年以内に収益事業を開始

する予定である場合 

収益事業を開始する日から１年間の収支予算書 □ 

3 

申請書を提出する全ての

場合 

財産の寄附をした日の属する事業年度の前事業年度の収支

決算書、事業報告書、貸借対照表及び財産目録（新たに設立

された法人については、法人設立の日における貸借対照表及

び財産目録） 

□ 

4 

財産の寄附をした日の属する事業年度の収支予算書及び事

業計画書（財産の寄附をした日の属する事業年度の収支計算

書、事業報告書、貸借対照表及び財産目録は、作成次第追加

提出してください。） 

□ 

（注） 収支決算書及び事業報告書等については、必要に応じて、翌事業年度以降のものについて提出をお願

いすることがあります。 

- 58 - - 59 -



承認申請書及び添付書類の記載

事項が事実に相違ない旨の確認書

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

寄附を受

けた法人

所 在 地

名 称

代表者名

(連絡先) 氏 名

電話番号 ― ―

下記の寄附者に係る租税特別措置法第 40条第１項後段の規定による承認申請書及び添付書類に記載

された事項は、事実に相違ないことを確認します。

住 所 氏 名

(資 13－2－Ａ４統一)（令 3.6）

確
認
書
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(17) 承認申請書及び添付書類の記載事項が事実に相違ない旨の確認書

イ 記載要領

この確認書は、寄附を受けた法人が記載してください。 

ロ 申請時確認事項

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 「代表者名」欄 寄附を受けた法人の代表者の氏名が記載されていますか。 □ 

2 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

☞ 寄附をした人（共同提出の場合には、

共同提出をする全ての人）の住所、氏名

を記載してください。 

☞ 承認申請書の内容について

確認させていただくことがあ

りますので、担当者の氏名を記

載してください。 

東京都○○区××１丁目２番３号

○ ○ ○ ○

東京都○○区××４丁目□

社会福祉法人 ○○○○

○ ○ ○ ○

03 1111 ○○○○

○ ○ □ □

３ ○ ○

埼玉県○○市△△町２丁目３番４号 ○ ○ × ×

埼玉県○○市△△町３丁目４番５号 ■ ■ ■ ■
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(18) 租税特別措置法第 40 条承認申請書添付書類チェックシート(一般特例用) 

   このチェックシートは、承認申請書に添付して提出してください。
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３ 寄附財産の明細及び使用目的等

（資 13－1－5－3－Ａ４統一）（令 2.6）

(1) 寄附財産についての確認

次の(2)の寄附財産について、寄附を受けた法人の区分に応じて、該当する□にレ印を記入してください。

国立大学法人等 → □
寄附財産について、租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第２号イに規定する
方法（基金に組み入れる方法）により管理することとします。

□
寄附財産について、租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第２号ロ⑴に規定す
る不可欠特定財産として同号ロ⑴に規定する定款の定めを設けることとします。

公益社団法人・公益財団法人 →

□ 寄附財産について、租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第２号ロ⑵に規定す
る方法（基金に組み入れる方法）により管理することとします。

学校法人 → □ 寄附財産について、租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第２号ハに規定する
方法（基本金に組み入れる方法）により管理することとします。

社会福祉法人 → □
寄附財産について、租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第２号ニに規定する
方法（基本金に組み入れる方法）により管理することとします。

認定特定非営利活動法人・
特例認定特定非営利活動法人

→ □
寄附財産について、租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第２号ホに規定する

方法（基金に組み入れる方法）により管理することとします。

(2) 寄附財産の明細及び使用目的等（承認申請の対象となるものについてのみ記入します。）

番 号 １ ２ ３ ４ ５

種 類

細目（地目・構造、銘柄等）

所 在 地

数 量 （ 面 積 等 ）

贈与又は遺贈した財産の価額 ①

贈与又は遺贈した財産の

取得年月日
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

必

要

経

費

取

得

費

な
い
場
合

概
算
取
得
費
に
よ
ら

取得価額・設備費・

改良費
②

償 却 費 相 当 額 ③

差 引 （ ② － ③ ） ④

概算取得費による場合

（①×５%）
⑤

譲 渡 に 要 し た 費 用 ⑥

計（④＋⑥又は⑤＋⑥） ⑦

差 引 金 額 （ ① － ⑦ ） ⑧

代
表
者
の
場
合

共
同
提
出
の

代表者以外の申請者の氏名

代表者以外の申請者の持分

使

用

目

的

等

使用開始（予定）年月日
開 始・予 定

・ ・

開 始・予 定

・ ・

開 始・予 定

・ ・

開 始・予 定

・ ・

開 始・予 定

・ ・

使 用 目 的

寄附財産が譲渡された場合には、第３表－付２の所定の事項を記載してください。

第
３
表(

承
認
特
例
用)

- 61 -

(19) 承認特例関係

○ 第３表（承認特例用）
☞ 寄附を受けた法人の区分に応じて、

該当する□にレ印を記入してくださ

い。 

☞ 一般特例の適用を受けようとする場

合の承認申請書第３表の記載例に準じ

て記載してください（24 ページを参照

してください。）。

✓
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イ 記載要領 

この表は、承認特例の適用を受けようとする場合に使用します。 

(注) 承認特例の適用を受けようとする場合には、12ページのロ(ｲ)に記載した承認申請書及び添

付書類を提出期限までに提出先税務署へ提出する必要があります。 

 

 

ロ 申請時確認事項 

 ｸｯｪﾁ 項事きべす認確 目項認確 

1 「種類」欄 譲渡所得、山林所得又は雑所得の基因となる財産ですか。 □ 

2 
「共同提出の代表者の場

合」欄 

共同提出の代表者以外の人の氏名及び各人の持分が記載さ

れていますか（共同提出の代表者以外の人が持分を有してい

る財産に限ります。）。 

□ 

3 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

 

ハ 添付書類 

書 合場るす要を付添  ｸｯｪﾁ 類   

1 

申請書を提出する全ての

場合 

寄附申込書の写し □ 

2 

寄附の申出を受け入れること及び寄附財産について基金若

しくは基本金に組み入れること又は不可欠特定財産とする

ことを決定した旨並びに当該決定に係る事項の記載のある

理事会等の議事録の写し（議事録に当該決定に係る財産の種

類、所在地、数量、価額などの事項が記載されていない場合

は、寄附を受けた法人から交付を受けた当該事項が記載され

た書類を含みます。） 

□ 

3 

寄附財産を基金に組み入れる方法で管理する場合には、国立

大学法人等又は公益社団法人若しくは公益財団法人の所轄

庁が発行した基金の証明書の写し 

□ 

4 
寄附財産の時価を明らかにする書類（不動産鑑定評価書の写

し、株式の評価明細書、美術品の鑑定書等の写しなど） 
□ 

5 
取得価額が明らかである

場合 

寄附財産の取得価額を明らかにする書類（購入時の売買契約

書の写し等） 
□ 

6 
寄附財産が土地である場

合 

寄附を受けた法人に所有権移転登記を行った後の登記事項

証明書（農地の場合は農地転用許可書の写しを含みます。）、

利用状況を示した公図の写し、地番入り実測図及び住宅案

内図（隣接する土地の利用者が記載されたもの）等 

□ 

7 
寄附財産が建物である場

合 

寄附を受けた法人に所有権移転登記を行った後のその建物

の登記事項証明書 
□ 

8 
寄附財産が株式である場

合 

寄附を受けた法人に名義変更されたことが分かる書類（上場

株式の場合は信託銀行等の証明書、非上場株式の場合は株式

名簿の写し等） 

□ 

9 
寄附財産が美術品である

場合 
寄附をした美術品のうち主要なもののカラー写真 □ 
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  国 税 庁 長 官   

 

当法人に財産の寄附をした上記の方が、当法人の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等 

に該当しないこと（租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第１号）を、当法人において確 

認しました。 
 

 

令和   年   月   日 

                              

 

                    寄附を受  所 在 地                               

                    けた法人 

 

                         名  称                              

 
                          

                         代表者名                               

                              

 

                   （連絡先） 氏  名                             

 

 

電話番号      ―      ―        

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 

 
 証 

明 

書 
 

 

贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び社員並びにこれ

らの者の親族等に該当しない旨の誓約書 

贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び社員並びにこれ

らの者の親族等に該当しないことを確認した旨の証明書 

令和   年   月   日 

 

寄附を受  所 在 地                        

けた法人        

名  称                         

 

     代表者名                        殿 

 

租税特別措置法第 40 条の規定による承認申請書を提出する申請者（一同）は、貴法人に財産

の寄附をした下記の者が、貴法人の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと

（租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第１号）を誓約します。 
 

住               所 氏 名 

〒 

  

〒 

 

〒 

 

〒 

 

〒 

 

〒 

 

〒 

 
 

                                                                           

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （資 13－41－１－Ａ４統一）（令 3.6） 
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○ 贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しない旨の誓約

書、贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないことを

確認した旨の証明書

イ 記載要領 

(ｲ) この証明書は、承認特例の適用を受けようとする場合で、寄附を受けた法人が特定国立大学法人等

以外の場合に使用します。 

(ﾛ) この証明書は、上段（「贈与又は遺贈をした者が法人の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等

に該当しない旨の誓約書」欄）を寄附をした人が記載し、下段（「贈与又は遺贈をした者が法人の役

員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないことを確認した旨の証明書」欄）を寄附を受け

た法人が記載してください。 

ロ 申請時確認事項  

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 「代表者名」欄 寄附を受けた法人の代表者の氏名が記載されていますか。 □ 

2 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

３ ○ ○ 

東京都○○区××４丁目□

社会福祉法人 ○○○○

東京都○○区××１丁目２番３号
×××－××××

○ ○  ○ ○

埼玉県○○市△△町２丁目３番４号
×××－××××

×××－××××

埼玉県○○市△△町３丁目４番５号

○ ○  × ×

■ ■  ■ ■

３ ○  × 

東京都○○区××４丁目□

社会福祉法人 ○○○○

○ ○  ○ ○

○ ○  □ □

○○ ○○

☞ 寄附をした人（共同提出の場合には、

共同提出をする全ての人）の住所、氏名

を記載してください。 
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○ 租税特別措置法第 40 条承認申請書添付書類チェックシート（承認特例用）

このチェックシートは、承認申請書に添付して提出してください。
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租 税 特 別 措 置 法 第 ４ ０ 条 の 規 定 に よ る 承 認 
申 請 書 を 提 出 し た 者 が 死 亡 し た 旨 の 届 出 書 

 
 

 

  

令和   年   月   日 

 

 
国 税 庁 長 官  

 
   

 

下記１の者は、令和   年   月   日付で租税特別措置法第４０条の規

定による承認申請書を提出しましたが、令和    年    月    日に死亡

しましたの で 、その 旨申 請者 の相 続人 等全員 の連 署を もっ て届 出 しま す。 
な お 、 国 税 庁 長 官 の 発 す る 国 税 に 関 す る 書 類 を 受 領 す る 代 表 者 と し

て 、下 記３の者を指定し、届出します。  
  

１ 寄 附 者   

住          所 
ﾌ  ﾘ  ｶ ﾞ  ﾅ  

氏     名 
死 亡 年 月 日 

（ 年 齢 ） 

  
令 和   年   月   日 

（    歳） 

２ 届 出 者 （上記の相続人及び包括受遺者） 
 

住 所 ・ 電 話 番 号 

ﾌ  ﾘ  ｶ ﾞ  ﾅ  

氏     名 

（生年月日） 
職  業 

上記の者

との続柄

又は関係 

 

⑴ 

 

〒 

 
 

 
 

  

 

⑵ 

 

〒 

  

 

  

 

⑶ 

 

〒 

  

 

  

 

⑷ 

 

〒 

  

 

  

 

⑸ 

 

〒 

  

 

  

 

⑹ 

 

〒 

  

 

  

   

３ 国 税 庁 長 官 の 発 す る 国 税 に 関 す る 書 類 を 受 領 

す る 代 表 者 氏 名 

  

 (資 13－14－Ａ４統一)（令 3.6） 

 

 

（    －    －     ） 

 

  

（明･大･昭･平･令  ・  ・  ） 

 
 

  

（明･大･昭･平･令  ・  ・  ） 

 
 

（    －    －     ） 

 
  

（明･大･昭･平･令  ・  ・  ） 

 
 

（    －    －     ） 

 
  

（明･大･昭･平･令  ・  ・  ） 

 
 

（    －    －     ） 

 
  

（明･大･昭･平･令  ・  ・  ） 

 
 

（    －    －     ） 

 
  

（明･大･昭･平･令  ・  ・  ） 

 
 

（    －    －     ） 
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(20) 租税特別措置法第 40 条の規定による承認申請書を提出した者が死亡した旨の届出書 

 
 

 

☞ 国税庁長官が発する国税に関す

る書類を受領する代表者の氏名を

記載してください。 

☞ 承認申請書を提出した人の相続人及び包括受遺者の全ての

人の住所、氏名等を記載してください。 

☞ 承認申請書を提出した人の住所、氏名等を

記載してください。 
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イ 使用区分 

  この届出書は、承認申請書を提出した人が死亡した場合に使用します。 

ホ 提出部数

  

 ロ 記載要領 

(ｲ) 「１ 寄附者」には、承認申請書を提出した人の住所、氏名、死亡年月日等を記載して

ください。 
(ﾛ) 「２ 届出者」には、承認申請書を提出した人の相続人及び包括受遺者の全ての人が住

所、氏名等を記載してください。  
(ﾊ) 「１ 寄附者」及び「２ 届出者」の「住所」欄には、「丁目」、「番」及び「号」を省略

せずに「〇〇市△△区一丁目２番３号」というように記載してください。 
(ﾆ) 「国税庁長官の発する国税に関する書類を受領する代表者氏名」欄には、国税通則法第

13 条第１項の規定により、寄附をした人の相続人及び包括受遺者の中から国税庁長官の

発する租税特別措置法第 40 条第１項後段の規定による承認申請に関する書類を受領する

代表者を指定する場合に、その指定する人の氏名を記載してください。 

 
ハ 申請時確認事項 

 ｸｯｪﾁ 項事きべす認確 目項認確 

1 「２ 届出者」欄 
相続人及び包括受遺者の全てについて、住所及び氏名等の記

載が行われていますか。 
□ 

2 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

 

ニ 添付書類 

 ｸｯｪﾁ 類   書 

1 死亡した承認申請書を提出した人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本 □ 

2 遺言書の写し（包括受遺者がいる場合のみ） □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出書及び添付書類は、それぞれ３部提出していただくようお願いします。
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）

、 。

、 、

た た また、「一 団法人法」

「公益認定法」 、

なお、 、 、

詳しくは、

係

１ この の「その 法人」とは、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特 法人以外の法人を

いい、例えば、社会福祉法人、学校法人 法人、特定非 利 などをいいます。

２ この の「そ の法人」のう 、「社 」とは、その法人に社 会又はこれに 定

がある法人を、「財 」とは、それ以外の法人をいいます。

寄附をした人及びその その 特 の 係がある人が寄附を受けた法人の 等及び に含ま

れておら 、 、これらの人が寄附を受けた法人の財産の 用及び事業の て 的

ている事 がなく、 においても 的 する ないと れる場合には、この 22

及び 27 に掲げる事項に のみ定 ていればよいこととされています。

法 人 の 種 類 

認 事 項 
公益社

団法人

公益財

団法人

特定一 法人 の法人

一

社団法人

一

財団法人

⑤ 

１ 理事の定 は６人以上ですか。

２ 事の定 は２人以上ですか。

の定 人以上であり、理事の定 と

会の制度が設けられており の定

事の ２ 事と の

で

すか。 

在） 

件

第 40条第 1

第 40条第 1

都道府県知事が所轄
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№ 
法 人 の 種 類 

確 認 事 項 

① 
公益社

団法人 

② 
公益財

団法人 

特定一般法人 その他の法人 

③ 一 般

社団法人 

④ 一 般

財団法人 

⑤ 

社団形態 

⑥ 

財団形態 

５ 

「理事のうちには、理事のいずれか１人及びそ

の親族その他特殊の関係がある者の合計数が、

理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれる

ことになってはならない。」旨の規定はあります

か。 

□ □ □ □ □ □ 

６ 

「監事には、理事及び評議員並びにその法人の

職員が含まれてはならない。」旨の規定はありま

すか。 

（注）寄附を受けた法人の種類が①の場合は、評議員に
係る規定は不要です。 

 

□

(注) 

□ － － － － 

７ 

「監事には、理事（その親族その他特殊の関係が

ある者を含む。）及び評議員（その親族その他特

殊の関係がある者を含む。）並びにその法人の職

員が含まれてはならない。」旨の規定はあります

か。 

（注）寄附を受けた法人の種類が③の場合又は⑤の場合

で評議員会の設置がないときは、評議員に係る規定

は不要です。 

－ － 

 

□

(注) 

□ 

 

□ 

(注) 

□ 

８ 

監事が６人未満の場合、№６又は№７の旨の規

定に続けて「監事は、相互に親族その他特殊の関

係を有しないこと。」とする旨の規定はあります

か。 

□ □ □ □ □ □ 

９ 

監事が６人以上の場合、№６又は№７の旨の規

定に続けて「監事のうちには、監事のいずれか１

人及びその親族その他特殊の関係がある者の合

計数が、監事総数（現在数）の３分の１を超えて

含まれることになってはならない。」旨の規定は

ありますか。 

□ □ □ □ □ □ 

10 

「評議員のうちには、評議員のいずれか１人及

びその親族その他特殊の関係がある者の数の合

計数が、評議員総数（現在数）の３分の１を超え

て含まれることとなってはならない。」旨の規定

はありますか。 

－ □ － □ － □ 

11 

「理事及び監事の選任は、社員総会における選

挙又は評議員会の議決により選任されるなどそ

の地位にあることが適当と認められる者を公正

に選任する。」旨の規定はありますか。 

－ － － － □ □ 
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№ 
法 人 の 種 類 

確 認 事 項 

① 
公益社

団法人 

② 
公益財

団法人 

特定一般法人 その他の法人 

③ 一 般

社団法人 

④ 一 般

財団法人 

⑤ 

社団形態 

⑥ 

財団形態 

12 

「評議員の選任は、例えば評議員選任のため設

置された委員会（寄附を受けた法人の種類が⑥

の場合は理事会）の議決により選任されるなど

その地位にあることが適当と認められる者を公

正に選任する。」旨の規定はありますか。 

－ － － □ － □ 

13 「理事会を設置する。」旨の規定はありますか。 － － □ － － － 

14 

「理事会における№23以外の項目の議決数は、

理事総数（現在数）の過半数とする。」旨の規

定はありますか。 

－ － □ － □ － 

15 

「理事会における№24以外の項目の議決数は、

理事総数（現在数）の過半数とする。」旨の規

定はありますか。 

－ － － □ － □ 

16 

「社員総会の決議は、法令に別段の定めのある

場合を除き総社員の過半数の出席のもと、出席

社員の過半数の決議を受けなければならない。」

旨の規定はありますか。 

※ 各社員の議決権は各１個とし、社員総会において行

使できる議決権の数、行使できる事項及び行使の条件

等について定款の定めがある場合は、原則として、運

営組織が適正であることに該当しないこととされて

います。 

－ － □ － □ － 

17 

「評議員会の決議は、法令に別段の定めがある

場合を除き評議員総数（現在数）の過半数の決

議を受けなければならない。」旨の規定はあり

ますか。 

－ － － □ － □ 

18 

 

理事会又は社員総会若しくは評議員会において

議事の表決を行う場合には、「あらかじめ通知さ

れた事項について書面をもって意思表示した者

は出席者とみなすことができるが、他の者を代

理人として表決を委任することはできない。」旨

の規定はありますか。 

－ － － － □ □ 

19 

「役員等（理事、監事、評議員など）に対しては、

その地位にあることのみに基づき給与等を支給

しない。」旨の規定はありますか。 

－ － □ □ □ □ 
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№ 
法 人 の 種 類 

確 認 事 項 

① 
公益社

団法人 

② 
公益財

団法人 

特定一般法人 その他の法人 

③ 一 般

社団法人 

④ 一 般

財団法人 

⑤ 

社団形態 

⑥ 

財団形態 

20 

育英事業又は助成事業等を行う法人である場合

は、「奨学金又は助成金等の支給対象者を選考

するため、理事会又は評議員会において選出さ

れる教育関係者又は学識経験者等により組織さ

れる選考委員会を設ける。」旨の規定はありま

すか。 

－ － － － － □ 

21 基本財産に関する規定はありますか。 － － □ □ － － 

22 

「剰余金の分配を行ってはならない。」旨の規定

はありますか。 

（注）寄附を受けた法人の種類が⑤の場合は、認可地縁

団体に該当するときに確認します。 

－ － □ □ 

 

□ 

(注) 

－ 

 

寄附を受けた法人の種類が③の場合は｢『Ｅ』、

『Ｆ（事業の一部譲渡を除く。）』以外の事項

について、あらかじめ理事会における理事総数

（現在数）の３分の２以上の議決を受けなけれ

ばならない。」旨の規定はありますか。また、

｢『Ｃ』、『Ｄ』以外の事項について、社員総会

の決議を受けなければならない。｣旨の規定はあ

りますか。 

寄附を受けた法人の種類が⑤の場合は｢『Ｅ』、

『Ｆ』以外の事項について、あらかじめ理事会

における理事総数（現在数）の３分の２以上の

議決を受けなければならない。｣旨の規定はあり

ますか。また、｢『Ａ』から『Ｇ』までの事項に

ついて、社員総会の決議を受けなければならな

い。｣旨の規定はありますか。なお、「Ｆ」のう

ち「事業の全部又は一部の譲渡」に係る規定は

必要ありません。 

Ａ 収支予算（事業計画） 

Ｂ 決算（事業報告） 

Ｃ 重要な財産（基本財産を含む。）の処分及び
譲受け 

Ｄ 借入金（その事業年度内又は会計年度内の収
入をもって償還する短期借入金を除く。）その
他新たな義務の負担及び権利の放棄 

Ｅ 寄附行為、定款等の変更 

Ｆ 解散、合併、事業の全部又は一部の譲渡 

Ｇ 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項 

※１ 会計監査人設置一般社団法人で一定の場合には、
「Ｂ」については社員総会の決議に係る規定は必要
ありません。 

 ２ №25により評議員会などに委任されている事項

がある場合は、その事項の社員総会の決議に係る規

定は必要ありません。  

－ － □ － □ － 

  

23 
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№ 
法 人 の 種 類 

確 認 事 項 

① 
公益社

団法人 

② 
公益財

団法人 

特定一般法人 その他の法人 

③ 一 般

社団法人 

④ 一 般

財団法人 

⑤ 

社団形態 

⑥ 

財団形態 

24 

寄附を受けた法人の種類が④の場合は｢『Ｅ』、

『Ｆ（事業の一部譲渡を除く。）』以外の事項

について、あらかじめ理事会における理事総数

（現在数）の３分の２以上の議決を受けなけれ

ばならない。」旨の規定はありますか。また、

｢『Ｃ』、『Ｄ』以外の事項について、評議員会

の決議を受けなければならない。｣旨の規定はあ

りますか。 

寄附を受けた法人の種類が⑥の場合は｢『Ａ』か

ら『Ｇ』までの事項について、あらかじめ理事

会における理事総数（現在数）の３分の２以上

の議決を受けなければならない。｣旨の規定はあ

りますか。また、｢『Ａ』から『Ｇ』までの事項

について、評議員会の同意を受けなければなら

ない。｣旨の規定はありますか。なお、「Ｆ」の

うち「事業の全部又は一部の譲渡」に係る規定

は必要ありません。 

Ａ 収支予算（事業計画） 

Ｂ 決算（事業報告） 

Ｃ 重要な財産（基本財産を含む。）の処分及び
譲受け 

Ｄ 借入金（その事業年度内又は会計年度内の収
入をもって償還する短期借入金を除く。）その
他新たな義務の負担及び権利の放棄 

Ｅ 寄附行為、定款等の変更 

Ｆ 解散、合併、事業の全部又は一部の譲渡 

Ｇ 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項 

※ 会計監査人設置一般財団法人で一定の場合には
「Ｂ」については評議員会の決議に係る規定は必要あ
りません。 

－ － － □ － □ 

25 

社員総会のほかに事業の管理運営に関する事項

を審議するため評議員会などが設けられ№23の

「Ｅ」、「Ｆ」以外の事項の決定がこれらの機関に

委任されている場合におけるこれらの機関の構

成員の定数及び選任並びに議事の決定について

は、次の規定が設けられていますか。 

イ 構成員の定数は、理事の定数の２倍を超え
ていること。 

ロ 構成員の選任については、上記№10及び№
12が定められていること。 

ハ 議事の決定については、原則として、構成員
総数の過半数の議決を必要とすること。 

－ － － － □ － 
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№ 
法 人 の 種 類 

確 認 事 項 

① 
公益社

団法人 

② 
公益財

団法人 

特定一般法人 その他の法人 

③ 一 般

社団法人 

④ 一 般

財団法人 

⑤ 

社団形態 

⑥ 

財団形態 

26 

寄附をした人又はその親族が役員となっている

会社の株式等の寄附を受けた法人にあっては、

「株式等の議決権の行使に当たっては、あらか

じめ理事会において理事総数（現在数）の３分の

２以上の承認を受けなければならない。」旨の規

定はありますか。 

□ □ □ □ － □ 

27 

「解散した場合の残余財産は、国、地方公共団体

又は他の租税特別措置法第 40 条第１項に規定す

る公益法人等に帰属する。」旨の規定はあります

か。 

□ □ □ □ □ □ 
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(1) 各種届出等の概要 

イ 買換資産を取得する場合における非課税承認の継続の特例【措法 40⑤一】 

非課税承認を受けて行われた寄附（以下「特定贈与等」といいます。）に係る公益法人等（以下「受

贈法人」といいます。）が、非課税承認に係る寄附財産を譲渡し、買換資産を取得する場合で、次の

要件を満たすときは、非課税承認を継続することができます（措法 40⑤一）。 

なお、特定贈与等に係る受贈法人には、措法第 40 条第６項から第 12 項までの規定により特定贈与

等に係る受贈法人とみなされた法人を含みます（以下、この受贈法人及び受贈法人とみなされた法人

を併せて「受贈法人等」といいます。）。また、非課税承認に係る寄附財産には、措法第 40 条第６項

から第 12 項までの規定により非課税承認に係る寄附財産とみなされた資産を含みます（以下、この

寄附財産及び寄附財産とみなされた資産を併せて「寄附財産等」といいます。）。 
(ｲ) 譲渡する非課税承認に係る寄附財産等（以下「譲渡財産」といいます。）は、受贈法人等の公益

目的事業の用に２年以上直接供しているものであること。 

(ﾛ) 買換資産は、譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得する、譲渡財産に係る公益

目的事業の用に直接供することができる譲渡財産と同種の資産、土地及び土地の上に存する権利

（国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物は除

かれます（40条通達27）。）であること。 

(ﾊ) 買換資産は、原則として、譲渡の日（譲渡財産の引渡しの日をいいます。）の翌日から１年を経

過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供すること。 

(ﾆ) 受贈法人等は、一定の事項を記載した届出書（91ページ参照）及び必要な添付書類（92ページ参

照）を、譲渡の日の前日までに受贈法人等の納税地（主たる事務所の所在地をいいます。以下同じ

です。）を所轄する税務署長に提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 特定買換資産を取得する場合における非課税承認の継続の特例【措法 40⑤二】 

受贈法人等が、寄附財産等（承認特例の適用を受けて行われたものを除きます。）を譲渡し、特定

買換資産を取得する場合で、次の要件を満たすときは、非課税承認を継続することができます（措法

40⑤二）。 

※ この特例の適用対象となる受贈法人等は、特定管理方法（「１ 制度の概要」の「(2)ロ 承認要

件」の(ﾛ)のＡ、Ｂ(b)、Ｃ、Ｄ、Ｅに掲げる方法をいいます。）により管理を行う承認特例対象法人

（国立大学法人等、公益社団法人、公益財団法人、一定の学校法人、社会福祉法人又は認定ＮＰＯ

法人等をいいます。）に限られます。詳しくは、９、10 ページを参照してください。 

(ｲ) 譲渡財産は、特定管理方法により管理しているものであること。 

(ﾛ) 特定買換資産は、譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得する資産である

 
同種の資産とは、例えば、寄附財産が土地の場合は土地及び土地の上に存する権利、建物の場合

は建物及び附属設備、書画の場合は書画及び骨とうをいいます（40条通達 29）。また、寄附財産が

株式である場合には、同種の資産として株式のほかに公社債及び投資信託の受益権が含まれます

（措規 18 の 19⑨）。 
なお、公社債及び投資信託の受益権には、割引の方法により発行される公社債及びいわゆる無分

配型の投資信託の受益権などは含まれません（40 条通達 29(注)）。 

「同種の資産」とは 

５ 各種届出等
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こと。

(ﾊ) 特定買換資産は、特定管理方法により管理すること。

(ﾆ) 受贈法人等は、一定の事項を記載した届出書（93ページ参照）及び必要な添付書類（94ペー

ジ参照）を、譲渡の日の前日までに受贈法人等の納税地を所轄する税務署長に提出すること。

ハ 承認特例の適用を受けた財産等の買換えを行う場合【措令 25の17③六】

　承認特例対象法人が、承認特例の適用を受けて行われた寄附に係る財産又は特定買換資産で特定管

理方法により管理されていた財産を譲渡して、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって

取得する財産を引き続き特定管理方法により管理する場合は、非課税承認を継続することができます

（措令 25の17③六）。

　なお、この買換えを行った際には、一定の事項を記載した届出書（88ページ参照）及び必要な添付

書類（89ページ参照）を、受贈法人等の納税地を所轄する税務署長に提出してください。
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ニ 特定贈与等に係る受贈法人等が合併する場合における非課税承認の継続の特例【措法 40⑥】

特定贈与等に係る受贈法人等が、合併により寄附財産等を合併後存続する他の公益法人等や合併

により新たに設立される公益法人等（以下「公益合併法人」といいます。）に移転する場合に、公益

合併法人が、その移転を受ける寄附財産等を、原則として、合併の日（吸収合併の場合はその合併

の効力の生ずる日、新設合併の場合は公益合併法人の成立した日をいいます（40 条通達 36）。）の

翌日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供するときは、非課税承認を継

続することができます（措法 40⑥⑬）。

この特例の適用を受けるためには、特定贈与等に係る受贈法人等が、一定の事項を記載した届出書

（95 ページ参照）及び必要な添付書類（96 ページ参照）を、合併の日の前日までに受贈法人等の納

税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法 40⑥、措令 25 の 17㉑）。

ホ 特定贈与等に係る受贈法人等が解散する場合における非課税承認の継続の特例【措法 40⑦】

特定贈与等に係る受贈法人等が、解散（合併による解散を除きます。）による残余財産の分配又は

引渡しにより寄附財産等を他の公益法人等（以下「解散引継法人」といいます。）に移転する場合に、

解散引継法人が、その移転を受ける寄附財産等を、原則として、解散の日（残余財産の分配又は引渡

しの日をいいます（40 条通達 38）。）の翌日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用

に直接供するときは、非課税承認を継続することができます（措法 40⑦⑬）。

この特例の適用を受けるためには、特定贈与等に係る受贈法人等が、一定の事項を記載した届出書

（97 ページ参照）及び必要な添付書類（98 ページ参照）を、解散の日の前日までに受贈法人等の納

税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法 40⑦、措令 25 の 17㉒）。

【合併】 

寄附財産等

受贈法人等

その他の法人

合

併

公益合併法人を特定贈与等に係

る受贈法人等とみなします。

１年以内
使用開始

合併に伴い
財産を移転

合併の日の前日まで

に届出書を提出！ 

【解散】 

寄附財産等

受贈法人等

解散

解散引継法人を特定贈与等に係

る受贈法人等とみなします。

１年以内
使用開始

残余財産の分配
又は引渡し

解散の日の前日まで

に届出書を提出！ 
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ヘ 特定贈与等に係る受贈法人等が公益認定の取消しの処分を受けた場合における非課税承認の継続

の特例【措法 40⑧】

特定贈与等に係る受贈法人等で公益認定の取消しの処分（公益認定法 29①②）（非課税承認の取消

事由に該当しないものに限ります。以下「特定処分」といいます。）を受けた後、特定一般法人（５

ページを参照してください。）に該当することとなったことから、定款の定めに従い、公益目的取得

財産残額（公益認定法30②）に相当する額の財産（以下「引継財産」といいます。）を他の公益法人

等（以下「引継法人」といいます。）に贈与する場合に、引継法人が、その引継財産のうち寄附財産

等に相当する部分（以下「公益引継資産」といいます。）を、原則として、贈与の日（贈与の履行の

日をいいます（40 条通達 39）。）の翌日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直

接供するときは、非課税承認を継続することができます（措法 40⑧⑬）。

この特例の適用を受けるためには、特定贈与等に係る受贈法人等が、一定の事項を記載した届出書

（99 ページ参照）及び必要な添付書類（100ページ参照）を、贈与の日の前日までに受贈法人等の納

税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法 40⑧、措令 25 の 17㉒）。

（注） 公益引継資産が金銭である場合には、その金銭の全部をもって引継法人の公益目的事業の用に直

接供することができる財産を取得し、原則として、贈与の日の翌日から１年を経過する日までの期

間内に公益目的事業の用に直接供することが必要です（40 条通達 40）。

ト 特定贈与等に係る特定一般法人が他の公益法人等へ寄附財産等を贈与する場合における非課税承

認の継続の特例【措法 40⑨】

特定贈与等に係る特定一般法人が、寄附財産等を他の公益法人等（以下「受贈公益法人等」といい

ます。）に贈与する場合（公益目的支出計画（整備法 119①）に基づき、公益認定法第５条第 17 号に

規定する法人に寄附する場合に限ります。）に、受贈公益法人等が、その贈与を受ける寄附財産等を、

原則として、贈与の日（贈与の履行の日をいいます（40 条通達 41）。）の翌日から１年を経過する日

までの期間内に公益目的事業の用に直接供するときは、非課税承認を継続することができます（措法

40⑨⑬）。

この特例の適用を受けるためには、特定贈与等に係る特定一般法人が、一定の事項を記載した届出

引継法人に贈与される引継財産のうち、寄附財産等に相当する部分をいいます。 

具体的には、引継財産が寄附財産等である場合にはその寄附財産等をいいますが、引継財産

がその寄附財産等以外のものである場合には、公益目的取得財産残額に、その公益目的取得財

産残額相当額のうちに寄附財産等の特定処分を受けた日の前日における価額の占める割合を乗

じて計算した金額に相当する額の資産をいいます（措令 25 の 17㉓、措規 18 の 19⑯⑰）。

「公益引継資産」とは 

【公益認定の取消し】 

受贈法人等

特定一般法人

引継法人を特定贈与等に係

る受贈法人等とみなします。

１年以内
使用開始

贈与の日の前日まで

に届出書を提出！ 

公益認定の取消し

公益目的取得財産残額を贈与
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書及び必要な添付書類を、贈与の日の前日までに特定一般法人の納税地を所轄する税務署長に提出

する必要があります（措法 40⑨、措令 25 の 17㉒）。

チ 特定贈与等に係る受贈法人等が幼保連携型認定こども園を設置するために、他の公益法人等へ財

産等を贈与する場合における非課税承認の継続の特例【措法 40⑩】

特定贈与等に係る受贈法人等（幼稚園又は保育所等を設置する者で、その施設の廃止の認可の申請

をしているものなど一定の要件を満たすものに限ります。以下「譲渡法人」といいます。）が、寄附

財産等（その幼稚園又は保育所等に係る事業の用に供されているものに限ります。）を他の公益法人

等（幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする法人で、その設置の認可の申

請をしているものなど一定の要件を満たすものに限ります。以下「譲受法人」といいます。）に贈与

する場合に、譲受法人が、その贈与を受ける寄附財産等を、原則として、贈与の日（贈与の履行の日

をいいます（40 条通達 42）。）の翌日から１年を経過する日までの期間内に幼保連携型認定こども園

を設置、運営する事業の用に直接供するときは、非課税承認を継続することができます（措法 40⑩

⑬、措令 25の 17㉔㉕㉘）。

この特例を受けるためには、譲渡法人が、一定の事項を記載した届出書（101ページ参照）及び必要

な添付書類（102 ページ参照）を、贈与の日の前日までに譲渡法人の納税地を所轄する税務署長に提

出する必要があります（措法 40⑩、措令 25 の 17㉒）。

【公益目的支出計画に基づく贈与】 

寄附財産等

特定一般法人 受贈公益法人等を特定贈与等に

係る受贈法人等とみなします。

１年以内
使用開始

公益目的支出計画
に基づく贈与

贈与の日の前日まで

に届出書を提出！ 

一般社団（財団）法人への移行の認可を受けようとする特例民法法人のうち一定のものが作成

する計画で、その認可を受けたときに解散するものとした場合における残余財産の額に相当する

ものとしてその時点における純資産額を基礎として算定した一定額を公益目的のために支出す

ることによりゼロとするための計画をいいます（整備法 119①）。

なお、この計画を作成した特例民法法人が一般社団（財団）法人への移行の登記を行った後は、

その法人は、この計画に基づいて公益目的の支出を行い、残額がゼロとなるまでの間は、行政庁

の監督下におかれることとされています（整備法 123）。

「公益目的支出計画」とは 

特例民法法人とは、整備法第 38 条の規定による改正前の民法第 34 条の規定により設立された

社団（財団）法人であり、整備法第 40 条第１項の規定により整備法施行後においても一般社団

（財団）法人として存続するもののうち、公益社団（財団）法人又は一般社団（財団）法人への

移行の登記を行っていないものをいいます。

「特例民法法人」とは 
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リ 特定贈与等に係る受贈法人等から合併等により資産の移転等を受けた場合における非課税承認の

継続の特例【措法 40⑪⑫】

上記ニの「公益合併法人」、ヘの「引継法人」、トの「受贈公益法人等」及びチの「譲受法人」（以

下「公益合併法人等」といいます。）が、特定贈与等に係る受贈法人等から合併等により資産の移転

等を受けた場合において、上記ニ、ヘ、ト及びチに係る非課税承認の継続の特例の適用を受けるため

の要件を満たしているときでも、その特定贈与等に係る受贈法人等がその非課税承認の継続の特例

に係る届出書等を提出期限までに提出していないときは、非課税承認を継続することはできません。

ただし、上記ニ、ヘ、ト及びチに係る非課税承認の継続の特例の適用を受けるための要件を満たし

ている場合において、公益合併法人等が、その合併等により移転等を受けた資産が寄附財産等である

ことを知った日の翌日から２か月を経過する日の前日までに、次の「届出書一覧」のうちの該当する

届出書及び必要な添付書類を、公益合併法人等の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、非課

税承認を継続することができます（措法 40⑪⑫、措令 25の 17㉖㉗）。

ヌ 受贈法人等が公益認定を受けた場合等における書類の提出 

特定贈与等に係る受贈法人等が、公益認定を受けた場合など、次に該当する場合には、それぞれに

掲げる届出書の提出が必要となります。 

(ｲ) 特定贈与等に係る特定一般法人が公益認定を受けた場合

特定贈与等に係る特定一般法人が、公益認定（公益認定法４）を受けた場合には、一定の事項を

記載した届出書（104 ページ参照）及び必要な添付書類（105 ページ参照）を、その認定を受けた

日から１か月以内に特定一般法人の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法 40

幼稚園

（保育所

保育所等

（幼稚

【幼保連携型認定こども園設置のための贈与】 

譲受法人を特定贈与等に係る

受贈法人等とみなします。
贈与の日の前日まで

に届出書を提出！ 

+

譲渡法人 譲受法人

幼保連携型認定こども園

寄附財産等

贈与

１年以内 

使用開始

【届出書一覧】 

・租税特別措置法第 40 条第 11 項の規定による公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合

の届出書 

・租税特別措置法第 40条第 12 項の規定により準用する同条第 11 項の規定による公益認定の取消し

の処分を受けた当初法人から公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けた場合の届

出書 

・租税特別措置法第 40条第 12 項の規定により準用する同条第 11 項の規定による特定一般法人から

公益目的支出計画に基づき贈与を受けた場合の届出書 

・租税特別措置法第 40条第 12 項の規定により準用する同条第 11 項の規定による譲渡法人から幼保

連携型認定こども園の設置のために財産等の贈与を受けた場合の届出書
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⑭、措令 25の 17㉙）。

(ﾛ) 特定贈与等に係る公益社団（財団）法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合 

特定贈与等に係る公益社団（財団）法人が、公益認定の取消しの処分（公益認定法29①②）を受

けた場合には、一定の事項を記載した届出書（106 ページ参照）及び必要な添付書類（107 ページ

参照）を、その処分を受けた日から１か月以内に公益社団（財団）法人の納税地を所轄する税務署

長に提出する必要があります（措令25 の 17㉚）。

ル 公益法人等が財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合等の届出【措令 25の 17⑭】

公益法人等（寄附財産等を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限り

ます。このルにおいて同じです。）が、特定管理方法により管理されていた寄附財産等を公益目的事

業の用に直接供しなくなった場合など、次に該当する場合には、それぞれ次に掲げる届出書の提出が

必要となります。 

(ｲ) 特定管理方法により管理されていた寄附財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合 

公益法人等が寄附財産等（特定管理方法により管理されていたものに限り、特定管理方法により

管理されているものを除きます。）をその公益目的事業の用に直接供しなくなった場合には、一定

の事項を記載した届出書（108 ページ参照）及び必要な添付書類（109 ページ参照）を、遅滞なく

公益法人等の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措令 25 の 17⑭一）。

(ﾛ) 寄附財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合 

公益法人等（学校法人及び社会福祉法人に限ります。）が寄附財産等を特定

しなくなった場合には、一定の事項を記載した届出書（108ページ参照）及び必要な添付書類（109

管理方法により管理

ページ参照）を、遅滞なくその公益法人等の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります

（措令 25 の 17⑭二）。

なお、公益法人等（国立大学法人等、公益社団法人、公益財団法人及び認定ＮＰＯ法人等に限り

【公益認定及び公益認定の取消しの処分に係る各種届出書の提出】 

(ｲ) 特定贈与等に係る特定一般法人が公益認定を受けた場合 

(ﾛ) 特定贈与等に係る公益社団（財団）法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合 

特定一般法人 公益社団（財団）法人

公益認定

公益社団（財団）法人
公益認定の
取消しの処分

特定一般法人

公益認定を受けた日から１か月

以内に届出書を提出！

処分を受けた日から１か月以

内に届出書を提出！
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ます。）が寄附財産等を特定管理方法により管理しなくなった場合で、その事実をその公益法人等

の所轄庁が知ったときは、その公益法人等の所轄庁は、その事実その他参考となるべき事項を、遅

滞なくその公益法人等の納税地を所轄する税務署長に書面により通知することとされています。 

ヲ 公益法人等が所有する資産が特定贈与等に係る財産等であることの確認をする場合の申請【措

法 40⑯】

公益法人等が個人から寄附を受けた資産（その資産に係る代替資産、買換資産又は特定贈与資産に

該当するものを含みます。以下「受贈資産」といいます。）を所有する場合に、その受贈資産の移転

につき上記イ、ロ及びニからチまでの非課税承認の継続の特例の適用を受けようとする場合には、

その受贈資産が特定贈与等に係る財産等であるかどうかの確認を求めることができます。 

この確認が必要な公益法人等は、一定の事項を記載した申請書及び必要な添付書類を、公益法人等

の納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります（措法 40⑯、措令 25 の 17㉛）。

なお、上記イ、ロ及びニからチまでに掲げる届出書の提出期限に間に合うよう、余裕を持って申請

してください。 

また、平成 20 年 12月 1 日以後の寄附に係る受贈資産について確認を求めることができるのは、例

えば、災害、盗難などにより、その公益法人等が非課税承認に係る通知書を消失した場合等に限られ

ます（40 条通達 52）。

上記イからヲまでの届出書又は申請書の用紙は、国税庁ホームページに掲載していますので、印刷して

ご使用ください。また、税務署にも備え付けています。 

【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp

【掲載場所】「ホーム＞税の情報・手続・用紙＞申告手続・用紙＞申告・申請・届出等、用紙（手続の

案内・様式）＞税務手続の案内（税目別一覧）＞譲渡所得税関係」（令和３年６月現在） 
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財産等が使用開始されていない場合のやむを得ない事情等の届出書

(1) 租税特別措置法第 40条第３項に規定する

財産等が使用開始されていない場合

第３表の「使用開始（予定）年月日」欄に

予定 と表示した場合や寄附土地上に建物

等を新たに建築する場合
(令和 年 月 日現在)

① 財産等が土地の場合でその土地の上に建物を建築中又は建築する予定である場合

建築着工の有無 入 札 年 月 日 建築確認申請年月日 請負契約年月日 工事着工年月日 請負契約金額

有 ・ 無 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
千円

建 築請負 業者

に 関する 事項

所 在 地

名 称
（電話番号 ― ― ）

建

築

資

金

の

調

達

方

法

等

調達(予定)年月日 調達(予定)方法 金額(予定)
調 達 ( 予 定 ) 先

(調達方法が「自己資金」を除く。)

寄附者と調達

先 と の 関 係

・ ・ 借入・寄附・
自己
資金

千円

・ ・ 借入・寄附・
自己
資金

・ ・ 借入・寄附・
自己
資金

・ ・ 借入・寄附・
自己
資金

・ ・ 借入・寄附・
自己
資金

(注) 請負金額の全額に係る建築資金の調達方法等を記載してください。

② ①以外の場合

〔使用開始されていない理由を具体的に記入します。〕

(2) 財産等がやむを得ない事情により寄附があった日から２年以内に使用開始できない場合又は租税特別措置法第 40 条第５項第１号及

び同条第６項から第 10項までの規定により取得する財産等が譲渡等の日から１年以内に使用開始できない場合

（令和 年 月 日現在）

〔寄附財産の使用開始が、やむを得ない事情により寄附があった日から２年以内又は譲渡等の日から１年以内に使用できない場合

には、そのやむを得ない事情を具体的に記載します。〕

使用開始予定年月日 令和 年 月 日

（資 13－28－Ａ４統一）（令 3.6）

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

住所又は所在地

フ リ ガ ナ

氏名又は名称

代表者氏名

生年月日（明・大・昭・平・令 年 月 日）

職 業 電話番号 － －

税
務
署
名

送
付
区
分

＊ 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

自局 自局 不明

確認者

整
理
簿

・ ・

通
信
日
付
印
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(2) 各種届出書の記載例

○ 寄附財産等がやむを得ない事情により使用開始できない場合（６ページ参照） 

「財産等が使用開始されていない場合のやむを得ない事情等の届出書」

×××－××××

東京都○○区××１丁目２番３号

×××× ××××

○ ○ ○ ○

○○株式会社

代表取締役社長 03 1111 ××××

31 １ １

２ ３  11 100,000

３ ６ 11 250,000 △△銀行○○支店 なし 

３ ５  29 150,000 東京都補助金 なし

 ２ ２ ２３ 11   ３  30  ３ 17 ３ ９  １  500,000

東京都●●区△△１番１号

□□建設株式会社 03 2222 ××××

３ ○ ○ 

３  ○ ○

☞ 「代表者氏名」欄は、受贈

法人等が記載する場合のみ記

載してください。 

☞ 使用開始されていない理由が「建物の建築のため」

以外のときは、この欄にその理由の詳細を記載して

ください。 

☞ 各年月日は予定で差

し支えありませんので、

必ず記載してください。
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イ 使用区分

この届出書は、次の場合に使用します。

(ｲ) 非課税承認の申請をした寄附財産について、その申請後に、寄附を受けた法人が寄附があった日

から２年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得

ない事情が生じた場合（寄附をした人が提出します。）

(ﾛ) 上記(1)のイ及びニからチまでの特例の適用を受けようとする場合において、各届出書を提出し

た後に、買換資産を取得した受贈法人等、公益合併法人、解散引継法人、引継法人、受贈公益法人

等又は譲受法人が、買換資産又は寄附財産等を譲渡、合併、解散又は贈与の日から１年以内に公益

目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情が生じた場合（受贈法人等が提出

します。）

ロ 記載要領

この届出書は、提出する日の直前の状況により記載してください。

ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 ⑴①の「請負契約金額」欄 
「建築資金の調達方法等」の「金額（予定）」欄の金額の合

計額を超える金額になってはいませんか。 
□ 

2

「⑵ 財産等がやむを得

ない事情により寄附があ

った日から２年以内に使

用開始できない場合又は

租税特別措置法第 40 条第

５項第１号及び同条第６

項から第 10 項の規定によ

り取得する財産等が譲渡

等の日から１年以内に使

用開始できない場合」欄 

寄附があった日から２年を経過する日までの期間内に公

益目的事業の用に使用を開始することが困難であるやむ

を得ない事情、又は措法第 40 条第５項第１号及び同条第

６項から第 10 項までの規定により取得する財産等が、譲

渡等の日から１年を経過する日までの期間内に公益目的

事業の用に使用を開始することが困難であるやむを得な

い事情に該当するものか判断できる程度の具体的な内容

が記載されていますか。 

使用開始予定年月日は具体的な計画に基づく日付が記載

されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類 

書合場るす要を付添 ｸｯｪﾁ類

1

寄附財産等が土地である

場合でその土地の上に建

物を建築中又は建築する

予定である場合 

□し写の書約契負請築建

2
建築資金の調達方法が確認できる書類（例えば、融資決定通

知書の写し、補助金の決定通知書の写し等） 
□ 

3 建築工事のスケジュール表 □ 

□図面平るか分が況状用利の物建るす築建4

5
建築業者の選定経緯が分かる書類（例えば、入札に係る理事

会の議事録の写しや入札結果が分かる書類など） 
□ 

6 建築した建物の登記事項証明書、建築した建物の写真（注） □ 

7

やむを得ない事情により

寄附があった日から２年

以内に使用できない場合等

やむを得ない事情に至った事実が確認できる書類及び使用

開始までの具体的な計画書等 
□ 

(注) 建築完了後に提出してください。

ホ 提出部数

届出書及び添付書類は、それぞれ３部提出していただくようお願いします。
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租税特別措置法施行令第 25条の 17第３項の規定により代替資産を取得する場合の届出書

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

代表者
フ リ ガ

氏名
ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号
― ―

贈与又は遺贈を受けた財産等を租税特別措置法施行令第25条の17第３項に規定する理由により譲渡しましたので、

同項の規定により代替資産を下記のとおり取得することを届出します。

贈与又は遺贈を受けた日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

譲渡した財産等の

寄 附 者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

財産等が使用開始されていない場合のその理由

別添のとおり（理由書及びその関係書類を添付します。）

譲渡した財産等の明細等

契約年月日
種 類 細 目 所 在 地 数 量 譲渡価額 譲受者

住 所
寄附者と譲受
者との関係

使 用 実 績
引渡年月日 氏 名

・ ・ 千円

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

合 計
○Ａ 千円

代替取得資産の明細等

契約年月日
種 類 細 目 所 在 地 数 量 取得価額

取得の
相手方

住 所 寄附者と取得
の相手方との

関係

使用開始日

取得年月日 氏 名 使 用 目 的

・ ・ 千円 ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・

合 計
○Ｂ 千円

代替資産を取得していない場合又は上記「代替取得資産の明細等」の「○Ｂ」欄の金額が上記「譲渡した財産等の明細等」の「○Ａ」欄

の金額に満たない場合のその理由及び代替資産の取得計画

別添のとおり（理由書、取得計画書及びその関係書類を添付します。）

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者

（資 13－29－Ａ４統一）（令 3 3. ）

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

（

電
話
番
号）

署
名

通

信

日

付

印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

番

号

確

認
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○ 措令第 25 条の 17 第３項第１号から第５号及び第７号の規定により代替資産を取得する場合

（６ページ参照）

「租税特別措置法施行令第 25 条の 17 第３項の規定により代替資産を取得する場合の届出書」

☞ 新たに取得する代替資産の明細及

び使用開始日等を記載してください。

☞ 譲渡した寄附財産等の明細等を記

載してください。 

３ 〇 〇

土地  宅地 東京都○○区××・・・  250 ㎡ 110,000 なし
東京都○○区△△

□□ □□

３ □ □ 

○○施設敷地 

３ ○ ○

☞ 受贈法人等の所

在地・名称等を記

載してください。 

100,000

110,000

○ ○ ○ ○

東京都○○区××２丁目□

社会福祉法人 ○○○○

03 1111    ××××

○ ○ □ □

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ****

**** ****

***-****

３ △ △

３ △ △

☞ 具体的な取得計画がない場合には、譲渡した寄附財産等の全て

について非課税承認が受けられません。 

土地  宅地 東京都□□区××・・・  230 ㎡ 100,000 なし
東京都□□区△△

○○ ●●

● ● ● ●

○○施設敷地 

２ ○ ○２ ○ ○

03  0000 XXXX東京都○○区××3 丁目４

下記と同じ

３ 〇 〇

***-****

**** ****
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イ 使用区分

この届出書は、受贈法人等が、寄附財産等を措令第 25 条の 17 第３項に定める理由により譲渡する

場合（同項第６号に定める理由により譲渡する場合を除きます。）に、その譲渡による収入金額の全

部に相当する金額をもって同項に規定する代替資産を取得することを申し出る際に使用します。

ロ 記載要領

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「譲渡した財産等の寄附者」欄には、譲渡した寄附財産等を寄附した人の現在及び寄附時の住所

等を記載してください。 

(ﾊ) 「譲渡した財産等の明細等」欄には、譲渡した寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領

に準じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) 「代替取得資産の明細等」欄には、取得する代替取得資産の明細を承認申請書第３表の記載要領

に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書

の適宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支え

ありません。 

ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1
「譲渡価額」欄及び 
「取得価額」欄 

譲渡価額の全額が代替資産の取得に充てられていますか。又は、
充てられる予定ですか。 

□ 

2 「使用目的」欄 使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものですか。 □ 

□。かんせまりあはれ漏載記目項全3

ニ 添付書類 

ｸｯｪﾁ類書

1 □等書明証項事記登の等産財附寄たし渡譲

2 □等書明証項事記登の等人法贈受るあで者出届

□類書るきで認確ていつに等画計用利の初当の等産財附寄たし渡譲3

□等書由理のていつにとこたっなにとこるす渡譲を等産財附寄4

□し写の録事議の等会事理る係に渡譲の等産財附寄5

6
寄附財産等の譲渡に係る売買契約書の写し、株式の場合は株式移転契約書又は株式交換
契約書の写しなど 

□ 

7 代替資産の取得に係る売買契約書又は建築請負契約書及び領収書の写しなど □ 

8
届出者である受贈法人等に所有権移転登記後又は所有権保存登記後の代替資産の登記
事項証明書 

□ 

□表細明支収る係に得取の産資替代び及渡譲の等産財附寄9

10
譲渡価額の全部又は一部が代替資産の取得に充てられていない場合における、その充て
られていない理由書、その充てられていない部分についての代替資産の取得計画書及び
その関係書類 

□ 

11 代替資産の利用状況が分かる平面図（設計図） □等真写、
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租税特別措置法施行令第 25条の 17第３項第６号の規定により

代替資産を取得する場合の届出書

代替取得資産の明細等

種 類 細 目 所 在 地 数 量 取得価額
契約年月日 特定管理方法により管理す

ることが理事会等において

決 定 さ れ た 年 月 日

使 用 目 的
取得年月日

千円 ・ ・
・ ・

・ ・

・ ・
・ ・

・ ・

・ ・
・ ・

・ ・

合 計
Ⓑ 千円

代替資産を取得していない場合又は上記「代替取得資産の明細等」の「Ⓑ」欄の金額が上記「譲渡した財産等の明細等」の「Ⓐ」欄

の金額に満たない場合のその理由及び代替資産の取得計画

別添のとおり（理由書、取得計画書及びその関係書類を添付します。）

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

代表者
フ リ ガ

氏名
ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号 ― ―

贈与又は遺贈を受けた財産等を租税特別措置法施行令第 25条の 17第３項第６号に規定する理由によ

り譲渡しましたので、同項の規定により代替資産を下記のとおり取得することを届出します。

贈与又は遺贈を受けた日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

譲渡した財産等の

寄 附 者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

譲渡した財産等の種類

（該当する□にレ印を

記入してください。）

□ 租税特別措置法施行令第25条の17第７項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係

る財産で、同項第２号イ、ロ(2)、ハ、ニ又はホに規定する方法でこれらの規定に規定する要

件を満たすもの（以下「特定管理方法」といいます。）により管理されていたもの

□ 租税特別措置法第40条第５項第２号に規定する特定買換資産で、特定管理方法により管理さ

れていたもの

譲 渡した 財産等 及び

代替取得資産の管理方法

基 金（所轄庁の証明年月日 ・ ・ ）

届出者の所轄庁・

基本金

譲渡した財産等の明細等

種 類 細 目 所 在 地 数 量 譲渡価額
契約年月日 特定管理方法により管理す

ることが理事会等において
決 定 さ れ た 年 月 日

使 用 実 績
引渡年月日

千円 ・ ・
・ ・

・ ・

・ ・
・ ・

・ ・

・ ・
・ ・

・ ・

合 計
Ⓐ 千円

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

電
話
番
号

署
名

（資 13－29－１－Ａ４統一）（令 3.3）

通
信
日
付
印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者
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○ 措令第 25 条の 17 第３項第６号の規定により代替資産を取得する場合（77ページのハ参照）

「租税特別措置法施行令第25条の17第３項第６号の規定により代替資産を取得する場合の届出書」 

○ ○ ○ ○

東京都○○区××２丁目□

公益財団法人 ○○○○

03 1111 ××××

３ ○ 〇

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****

**** ****

***-****

○ ○ □ □

☞ 受贈法人等の所在

地・名称等を記載し

てください。 

03 0000 XXXX
***-****
東京都○○区××3丁目４

**** ****

● ● ● ●

２ ○ ○
内閣総理大臣

有価証券 上場株式 ㈱〇〇  5,000 株   100,000       

100,000 

土地 宅地 東京都〇〇区●●・・・ 250㎡ 110,000

110,000 

☞ 譲渡した寄附財産等の明細

等を記載してください。 

☞ 新たに取得する代替資産の

明細等を記載してください。 

下記と同じ

２ ○ ○ ２ ○ ○

✔ 

２ ○ ○

３ ○ ○

配当金を助成金の原資とする

○○施設敷地

３ X X
３ X X

３ X X
３ X X
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イ 使用区分

この届出書は、受贈法人等が、承認特例の適用を受けた寄附財産又は措法第 40 条第５項第２号に

規定する特定買換資産で、特定管理方法により管理されていたものを譲渡する場合に、その譲渡によ

る収入金額の全部に相当する金額をもって取得する資産を引き続き特定管理方法により管理するこ

とを申し出る際に使用します。 

ロ 記載要領

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「譲渡した財産等の寄附者」欄には、譲渡した寄附財産等を寄附した人の現在及び寄附時の住所

等を記載してください。 

(ﾊ) 「譲渡した財産等の明細等」欄には、譲渡した寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領

に準じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) 「代替取得資産の明細等」欄には、取得する代替取得資産の明細を承認申請書第３表の記載要領

に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾎ) この届出書は「譲渡した財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書

の適宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支え

ありません。 

ハ 届出時確認事項

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

１ 
「譲渡価額」欄及び

「取得価額」欄 

譲渡価額の全額が代替取得資産の取得に充てられていますか。又

は、充てられる予定ですか。 
□ 

□。かんせまりあはれ漏載記に目項きべす載記目項全２

ニ 添付書類

ｸｯｪﾁ類書

□等書明証項事記登の等産財附寄たし渡譲１

□等書明証項事記登の等人法贈受るあで者出届２

３ 
譲渡した寄附財産等を特定管理方法により管理する旨の記載のある理事会等の議事録等

の写し 
□ 

４ 
譲渡した寄附財産等が記載されている基金明細書、基本金明細表等又は基本金明細書等

の写し 
□ 

□し写の録事議の等会事理る係に渡譲の等産財附寄５

□し写のどな書約契買売る係に渡譲の等産財附寄６

７ 
届出者が国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人又は認定ＮＰＯ法人等で

ある場合には、これらの法人の所轄庁が発行した基金の証明書の写し 
□ 

８ 代替取得資産の取得に係る売買契約書、建築請負契約書及び領収書の写しなど □ 

９ 
届出者である受贈法人等に所有権移転登記後又は所有権保存登記後の代替取得資産の登

記事項証明書等 
□ 
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ｸｯｪﾁ類書

10 代替取得資産を特定管理方法により管理する旨の記載のある理事会等の議事録等の写し □ 

11 代替取得資産が記載されている基金明細書、基本金明細表等又は基本金明細書等の写し □ 

□表細明支収る係に得取の産資得取替代び及渡譲の等産財附寄21

13

寄附財産等の譲渡代金の全部又は一部が代替取得資産の取得に充てられていない場合に

おける、その充てられていない理由書、その充てられていない部分についての代替取得

資産の取得計画書及びその関係書類 

□ 
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 租税特別措置法第 40条第５項第１号の規定による買換資産の届出書 

 取得しようとする買換資産の明細 

種 類 細 目 所  在  地 数 量 取得予定価額 取得予定年月日 
使用開始予定 
年  月  日 

使 用 目 的 

    千円 ・ ・ ・ ・  

     ・ ・ ・ ・  

     ・ ・ ・ ・  

     ・ ・ ・ ・  

 
    

・ ・ ・ ・ 
 

その他参考事項（やむを得ない事情により譲渡の日の翌日から１年以内に使用開始できない場合のやむを得ない事情等を含みます。） 

 

 

 

 

使用開始予定年月日 令和  年  月  日 

    

 

 

令和 年 月 日

国  税  庁  長  官    

 

 
届出者   〒 

所 在 地 

  

フ リ ガ ナ    

  名  称   

法人番号  

代表者
フ リ ガ

氏名
ナ

 

 

  

 （連絡先） 

   氏  名 

 

電話番号 

      

 

 

      ―      ―          

   

 

租税特別措置法第 40条第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産若しくは代

替資産又は買換資産を下記のとおり譲渡し、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって

取得した買換資産を、譲渡の日の翌日から１年を経過する日までに公益目的事業の用に直接供する

予定ですので租税特別措置法第 40条第５項第１号の規定による届出をします。 

贈与又は遺贈を受けた日 昭・平・令   年   月   日 承 認 年 月 日 昭・平・令   年   月   日 

譲渡しようとする

財産等の寄附者 

住 所 

電 話 番 号 

（寄附時の住所                               ） 

〒 

(電話番号    －   －   ) 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

 

譲渡しようとする財産等の明細 

種 類 細 目 所  在  地 数 量 譲渡予定価額 譲渡予定年月日 
公益目的事業に
直接供した日 

使 用 実 績 

 
   千円 

・ ・ ・ ・ 
 

 
    

・ ・ ・ ・ 
 

 
    

・ ・ ・ ・ 
 

 
    

・ ・ ・ ・ 
 

     ・ ・ ・ ・  

作
成
税
理
士 

 

事
務
所
所
在
地 

 
（

電
話
番
号）

 
 

署
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（資 13－30－Ａ４統一）（令 3.3） 

 

通
信
日
付
印 

寄
附
者
所
轄
署 

送
付
年
月
日 

番

号

確

認 

*  税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。） 

 

 
 

  ・ ・   
 
 

確認者      

 

１ 自署 

２ 他署（自局） 

３ 他署（他局） 

４ 不明 

 署→局 局→署 ⑴ ⑵   

 

  ・ ・   

確認者     

 

  ・ ・   

確認者     
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○ 買換資産を取得する場合（76 ページのイ参照） 

 

「租税特別措置法第 40 条第５項第１号の規定による買換資産の届出書」 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

☞ 取得しようとする買換資産の明細

等を記載してください。 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 

○ ○  ○ ○ 

東京都○○区××２丁目□ 

公益財団法人 ○○○○ 

03     1111     ×××× 

○ ○  □ □ 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ  

☞ 譲渡しようとする寄附財産等の寄

附者及び明細等を記載してください。 

10  ４  １ 12  12  １ 

東京都○○区××１丁目１ 

＊＊＊－＊＊＊＊

東京都○○区××３丁目４ 03    0000    ××××  

● ●  ● ● 

土地   宅地   東京都○○区××・・・ 200 ㎡  100,000   ３   ７  13   10  10  15    ○○施設敷地 

土地    宅地   東京都○○区●●・・・  250 ㎡  110,000    ３  10 1    ４ ４  1     ××施設敷地 

  
３    ○    ○ 

 ◎●●●●  ○○○○△△△△  

＊＊＊＊

＊＊＊＊ ＊＊＊＊

＊＊＊＊ ＊＊＊＊

☞ 受贈法人等の所在

地・名称等を記載して

ください。 
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等が、寄附財産等を譲渡し、その譲渡による収入金額の全部に相当する金

額をもって買換資産を取得する場合において、措法第 40条第５項第１号の規定の適用を受けるとき

に使用します。 

ロ 記載要領 

(ｲ) ｢届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) ｢譲渡しようとする財産等の寄附者」欄には、譲渡しようとする寄附財産等を寄附した人の現在

及び寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) ｢譲渡しようとする財産等の明細」欄には、譲渡しようとする寄附財産等の明細を承認申請書第

３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) ｢取得しようとする買換資産の明細」欄には、取得しようとする買換資産の明細を承認申請書第

３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾎ) ｢その他参考事項」欄は、その他参考となる事項や取得しようとする買換資産がやむを得ない事

情により譲渡の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供するこ

とができない場合のやむを得ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾍ) この届出書は「譲渡しようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

（注） 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適

宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありま

せん。

ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1
「譲渡予定価額」欄及び

「取得予定価額」欄 

譲渡予定価額の全額が買換資産の取得に充てられる予定

ですか。 
□ 

2 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものです

か。 
□ 

3 「使用開始予定年月日」欄 

譲渡の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です

か。その期間を経過する場合には、やむを得ない事情の詳

細が記載されていますか。 

□ 

4 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類 

ｸｯｪﾁ類書

1 譲渡しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等の登記事項証明書等 □ 

3

買換資産がやむを得ない事情により譲渡の日の翌日から１年を経過する日までの期間

内に公益目的事業の用に直接供することができない場合には、その事情に至った事実が

確認できる書類等 

□ 
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租税特別措置法第 40条第５項第２号の規定による特定買換資産の届出書

取得しようとする特定買換資産の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 取得予定価額 取得予定年月日
特定管理方法により管理す

ることが理事会等において
決定される予定年月日

使 用 目 的

千円 ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

その他参考事項

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

法人番号

代表者
フ リ ガ

氏名
ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号 ― ―

租税特別措置法第 40条第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産若しくは

代替資産又は買換資産で租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第２号イ、ロ (2)、ハ、ニ又はホに規定

する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの（以下「特定管理方法」といいます。）により管理

しているものを下記のとおり譲渡し、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得

した買換資産（以下「特定買換資産」といいます。）を、特定管理方法により 管理する予定ですので

租税特別措置法第 40条第５項第２号の規定による届出をします。

贈与又は遺贈を受けた日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

譲渡しようとする

財産等の寄附者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

譲渡しようとする財産等及び

取得しようとする特定買換資産

の 管 理 方 法

基 金（所轄庁の証明年月日 ・ ・ ）

届出者の所轄庁・

基本金

譲渡しようとする財産等の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 譲渡予定価額 譲渡予定年月日
特定管理方法により管理す
ることが理事会等において
決 定 さ れ た 年 月 日

使 用 実 績

千円
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

（

電
話
番
号）

署
名

（資 13－30－１－Ａ４統一）（令 3.3）

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者

通
信
日
付
印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

番

号

確

認
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○ 特定買換資産を取得する場合（76 ページのロ参照）

「租税特別措置法第 40 条第５項第２号の規定による特定買換資産の届出書」

○ ○ ○ ○

東京都○○区××２丁目□

社会福祉法人 ○○○○

03 1111 ×××× 

○ ○ □ □

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ

＊＊＊－＊＊＊＊

◎●●●● ○○○○△△△△

土地 宅地 東京都○○区××・・ 200 ㎡ 100,000 ３ ７ 13 ３ ５ 31   ○○施設用地

土地 宅地 東京都○○区●●・・ 250 ㎡ 110,000   ３ 10 １ ３ ８ 30  ××施設敷地

☞ 譲渡しようとする寄附財産等の明

細等を記載してください。 

☞ 受贈法人等の所在

地・名称等を記載して

ください。 

☞ 取得しようとする特定買換資産の

明細等を記載してください。 

28  10 １ 29 12 １ 

東京都○○区××１丁目１
＊＊＊－＊＊＊＊

東京都○○区××３丁目４ 03  0000  ××××

● ● ● ●

〇〇区

〇〇課

３ 〇 〇 

＊＊＊＊

＊＊＊＊ ＊＊＊＊

＊＊＊＊ ＊＊＊＊
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イ 使用区分

この届出書は、受贈法人等が、寄附財産等（承認特例の適用を受けたものを除きます。）で特定管

理方法により管理しているものを譲渡し、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって

特定買換資産を取得する場合において、措法第 40 条第５項第２号の規定の適用を受けるときに使用

します。 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「譲渡しようとする財産等の寄附者」欄には、譲渡しようとする寄附財産等を寄附した人の現在

及び寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「譲渡しようとする財産等の明細」欄には、譲渡しようとする寄附財産等の明細を承認申請書第

３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) 「取得しようとする特定買換資産の明細」欄には、取得しようとする特定買換資産の明細を承認

申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載して

ください。 

(ﾎ) この届出書は「譲渡しようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書

の適宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支え

ありません。 

ハ 届出時確認事項

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

１ 
「譲渡予定価額」欄及び

「取得予定価額」欄 

譲渡予定価額の全額が特定買換資産の取得に充てられる予定

ですか。 
□ 

２ 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類

ｸｯｪﾁ類書

□等書明証項事記登の等産財附寄るすとうよし渡譲１

□等書明証項事記登の等人法贈受るあで者出届２

３ 
譲渡しようとする寄附財産等を特定管理方法により管理する旨の記載のある理事会等の

議事録等の写し 
□ 

４ 
譲渡しようとする寄附財産等が記載されている基金明細書、基本金明細表等又は基本金

明細書等の写し 
□ 

５ □ 
届出者が国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人又は認定ＮＰＯ法人等で

ある場合には、これらの法人の所轄庁が発行した基金の証明書の写し 
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租税特別措置法第 40条第６項の規定による公益法人等が合併する場合の届出書

承認を受けた財産の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 種 類 細 目 所 在 地 数 量

公益合併法人【□ 存続する法人 □ 設立する法人】 【合併予定年月日 令和 年 月 日】

主たる事務所の所在地

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

名 称
代 表者氏名

法 人 番 号 （電 話 番 号） （ － － ）

公益合併法人に移転する財産等の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量
使用開始予定
年 月 日

使 用 目 的

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

その他参考事項（やむを得ない事情により合併の日の翌日から１年以内に使用開始できない場合のやむを得ない事情等を含みます。）

使用開始予定年月日 令和 年 月 日

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

法人番号

代表者氏名
フ リ ガ ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号 ― ―

租税特別措置法第 40条第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈による財産等を下記の

とおり合併後存続する公益法人等又は合併により設立する公益法人等に移転する予定ですので 租税

特別措置法第 40条第６項の規定による届出をします。

当初寄附年月日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

公益合併法人に移転

する財産等の寄附者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

電
話
番
号

署
名

（資 13－31－Ａ４統一）（令 3.3）

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者

通
信
日
付
印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

番

号

確

認
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○ 特定贈与等に係る受贈法人等が合併する場合（78 ページのニ参照）

「租税特別措置法第 40 条第６項の規定による公益法人等が合併する場合の届出書」

☞ 公益合併法人に移転する寄附財

産等の明細等を記載してください。

○ ○ ○ ○

東京都○○区××２丁目□

公益財団法人 ○○○○

03 2222 ×××× 

○ ○ □ □

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****

**** ****

***-****

10 ４ １ 

東京都○○区××１丁目１
＊＊＊－＊＊＊＊

東京都○○区××３丁目４

● ● ● ●

土地    宅地 東京都○○区××・・・ 200 ㎡

土地 宅地 東京都○○区××・・・ 200 ㎡ ３ 10 1 ○○施設敷地

東京都○○区××２丁目●

公益財団法人 △△△△
ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ **** □□ □□

03 1111 ××××

３ ○ ○ 

12 12 １

３ ８ ３

03     0000    ×××× 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 

☞ 受贈法人等（被合併

法人）の所在地・名称

等を記載してくださ

い。 

☞ 特定贈与等に係る

寄附財産の寄附者及

び明細を記載してく

ださい。 

◎ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △

◎ ● ● ●● ○ ○○○ △ △ △ △

**** ****

✔
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イ 使用区分

この届出書は、受贈法人等（被合併法人）が公益合併法人に対し、寄附財産等を移転する場合にお

いて、措法第 40 条第６項の規定の適用を受けるときに使用します。

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等（被合併法人）の主たる事務所の所在地等を記載してください。

(ﾛ) 「公益合併法人に移転する財産等の寄附者」欄には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附時の

住所等を記載してください。

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」欄には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。 

(ﾆ) 「公益合併法人」欄には、寄附財産等の移転を受ける公益合併法人の主たる事務所の所在地等を

記載してください。また、合併後存続する公益法人等又は合併により設立する公益法人等の別によ

り、【□ 存続する法人、□ 設立する法人】欄の□にレ印を記入してください。 

(ﾎ) 「公益合併法人に移転する財産等の明細」欄には、公益合併法人に移転する寄附財産等の明細を

承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載

してください。 

(ﾍ) 「その他参考事項」欄は、その他参考となる事項や移転する寄附財産等がやむを得ない事情によ

り合併の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することがで

きない場合のやむを得ない事情等について具体的に記載してください。

(ﾄ) この届出書は「公益合併法人に移転する財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

（注） 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適

宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありま

せん。

ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するもの

ですか。 
□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 

合併の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です

か。その期間を経過する場合には、やむを得ない事情の詳

細が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類 

ｸｯｪﾁ類書

1 公益合併法人に移転しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等（被合併法人）の登記事項証明書等 □ 

3
公益合併法人が措法第 40 条第６項の規定の適用を受けることを確認したことを証する

書類（110 ページ参照） 
□ 

4

公益合併法人に移転しようとする寄附財産等がやむを得ない事情により合併の日の翌

日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することができな

い場合には、その事情に至った事実が確認できる書類等 

□ 
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租税特別措置法第 40条第７項の規定による公益法人等が解散する場合の届出書

承認を受けた財産の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 種 類 細 目 所 在 地 数 量

解散引継法人 【解散予定年月日 令和 年 月 日】

主たる事務所の所在地

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

名 称
代表者氏名

法 人 番 号 （電 話 番 号） （ － － ）

解散引継法人に移転する財産等の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量
使用開始予定

年 月 日
使 用 目 的

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

その他参考事項（やむを得ない事情により解散の日の翌日から１年以内に使用開始できない場合のやむを得ない事情等を含みます。）

使用開始予定年月日 令和 年 月 日

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

法人番号

代表者氏名
フ リ ガ ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号 ― ―

租税特別措置法第 40条第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈による財産等を下記の

とおり他の公益法人等に対し解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより移転する予定ですの

で租税特別措置法第 40条第７項の規定による届出をします。

当初寄附年月日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

解散引継法人に移転

する財産等の寄附者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

電
話
番
号

署
名

（資 13－32－Ａ４統一）（令 3.3）

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者

通
信
日
付
印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

番

号

確

認
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○ 特定贈与等に係る受贈法人等が解散する場合（78 ページのホ参照）

「租税特別措置法第 40 条第７項の規定による公益法人等が解散する場合の届出書」

○ ○ ○ ○

東京都○○区××２丁目□

公益財団法人 ○○○○

03 1111 ××××

○ ○ □ □

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****

**** ****

***-****

10 ４ １

＊＊＊－＊＊＊＊

東京都○○区××３丁目４

**** ****

● ● ● ●

土地    宅地 東京都○○区××・・・ 200 ㎡

土地 宅地 東京都○○区××・・・ 200 ㎡ ３ 10 1   ○○施設敷地

東京都○○区××２丁目●

公益財団法人 △△△△
ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****

東京都○○区××１丁目１

３ ９  30

03     2222 ××××

□□ □□

12 12 １

３ ○ ○

03   0000 ××××

☞ 解散引継法人に残余財産の分配又は引渡し

により移転する寄附財産等の明細等を記載し

てください。 

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 

☞ 特定贈与等に係る

寄附財産の寄附者及

び明細等を記載して

ください。 

◎ ● ● ● ● ○ ○○ ○ △ △ △ △

☞ 受贈法人等（解散す

る法人）の所在地・名

称等を記載してくだ

さい。 

◎ ● ● ●● ○ ○ ○ ○ △ △ △△
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イ 使用区分

この届出書は、受贈法人等が解散し、寄附財産等を残余財産の分配又は引渡しにより解散引継法人

に移転する場合において、措法第 40 条第７項の規定の適用を受けるときに使用します。

ロ 記載要領

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等（解散する法人）の主たる事務所の所在地等を記載してください。

(ﾛ) 「解散引継法人に移転する財産等の寄附者」欄には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附時の

住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」欄には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。 

(ﾆ) 「解散引継法人」欄には、残余財産の分配又は引渡しにより寄附財産等の移転を受ける解散引継

法人の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾎ) 「解散引継法人に移転する財産等の明細」欄には、残余財産の分配又は引渡しにより移転する寄

附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「使用目的」欄

は、具体的に記載してください。 

(ﾍ) 「その他参考事項」欄は、その他参考となる事項や移転する寄附財産等がやむを得ない事情によ

り解散の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することがで

きない場合のやむを得ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾄ) この届出書は「解散引継法人に移転する財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

（注） 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適

宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありま

せん。

ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものです

か。 
□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 

解散の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です

か。その期間を経過する場合には、やむを得ない事情の詳

細が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類 

ｸｯｪﾁ類書

1 解散引継法人に移転しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □ 

2 届出者である受贈法人等及び解散引継法人の登記事項証明書等 □ 

3
解散引継法人が措法第 40 条第７項の規定の適用を受けることを確認したことを証する

書類（110 ページ参照） 
□ 

4

解散引継法人に移転しようとする寄附財産等がやむを得ない事情により解散の日の翌

日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することができな

い場合には、その事情に至った事実が確認できる書類等 

□ 
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租税特別措置法第 40 条第８項の規定による公益法人等が認定の取消し処分
を受けた場合の届出書

承認を受けた財産の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 種 類 細 目 所 在 地 数 量

申請者が特定処分を受けた年月日 特定処分後に特定一般法人に該当することとなった事情の詳細

令和 年 月 日

引継法人 【贈与予定年月日 令和 年 月 日】

主たる事務所の所在地

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

名 称
代表者氏名

法 人 番 号 （電 話 番 号） （ － － ）

引継法人に贈与する財産等の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量
特定処分前日
における価額

使用開始予定
年 月 日

使 用 目 的

千円
・ ・

・ ・

・ ・

租税特別措置法第40条第８項に規定

する財産等以外の引継財産の金額

（左欄の金額の計算に関する明細）

円

引継法人が引継財産で取得しようとする財産の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 取得予定価額 取得予定年月日
使 用 開 始

予定年月日
使 用 目 的

千円
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

その他参考事項（やむを得ない事情により贈与の日の翌日から１年以内に使用開始できない場合のやむを得ない事情等を含みます。）

使用開始予定年月日 令和 年 月 日

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

法人番号

代表者氏名
フ リ ガ ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号 ― ―

租税特別措置法第 40条第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈による財産等に基づく

公益目的取得財産残額に相当する額の財産を下記のとおり他の公益法人等に贈与する予定ですので、

租税特別措置法第 40条第８項の規定による届出をします。

当初寄附年月日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

引継法人に贈与す

る財産等の寄附者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

（資 13－33－Ａ４統一）（令 3.3）

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

（

電
話
番
号）

署
名

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者

通
信
日
付
印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

番

号

確

認
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○ 特定贈与等に係る受贈法人等が公益認定の取消し処分を受けた場合（79 ページのヘ参照）

「租税特別措置法第 40 条第８項の規定による公益法人等が認定の取消し処分を受けた場合の届出書」

○ ○ ○ ○

東京都○○区××２丁目□

一般財団法人 ○○○○

03 1111  ××××

○ ○ □ □

ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****

**** ****

***-****

10 ４ １

＊＊＊－＊＊＊＊

東京都○○区××３丁目４

● ● ● ●

土地 宅地 東京都○○区××・・・ 200 ㎡ 100,000 ３ 12 1 ○○施設敷地

東京都○○区××２丁目●

公益財団法人 △△△△

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****

東京都○○区××１丁目１

３ ６ ２ 遊休財産額が制限を超過したため。

×× ××

03 2222 ××××

３ ６ 15

３ ○ ○

12 12 １ 

03     0000 ××××

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 

◎ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △

☞ 受贈法人等の所在

地・名称等を記載して

ください。 

☞ 特定贈与等に係る

寄附財産の寄附者及

び明細等を記載して

ください。 

土地    宅地  東京都○○区××・・・     200 ㎡
☞ 引継法人に

贈与する寄附

財産等の明細

等を記載して

ください。

◎ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △

**** ****

- 98 - - 99 -



- 97 -

イ 使用区分

この届出書は、受贈法人等が公益認定の取消しの処分（特定処分）を受けたため、定款

の定めに従い、寄附財産等に基づく公益目的取得財産残額に相当する額の財産（引継財

産）を引継法人に贈与する場合において、措法第 40 条第８項の規定の適用を受けると

きに使用します。

ロ 記載要領

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「引継法人に贈与する財産等の寄附者」欄には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附時の

住所等を記載してください。

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」欄には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準

じて記載してください。

(ﾆ) 「引継法人」欄には、引継財産の贈与を受ける引継法人の主たる事務所の所在地等を記

載してください。

(ﾎ) 「引継法人に贈与する財産等の明細」欄には、贈与する寄附財産等の明細を承認申請書

第３表の記載要領に準じて記載するとともに、具体的な使用目的、措法第 40 条第８項に規定

する財産等以外の引継財産の金額及び当該金額の計算に関する明細を記載してください。

(ﾍ) 「引継法人が引継財産で取得しようとする財産の明細」欄には、引継法人が、引継財産をも

って新たに取得しようとする財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載して

ください。なお、「使用目的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾄ) 「その他参考事項」欄は、その他参考となる事項や引継財産がやむを得ない事情により贈与の

日の翌日から１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することができな

い場合のやむを得ない事情等について具体的に記載してください。 

(ﾁ) この届出書は「引継法人に贈与する財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

（注） 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の適

宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えありま

せん。

ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、公益目的事業に該当するものです
か。 

□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 
贈与の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です
か。その期間を経過する場合には、やむを得ない事情の詳
細が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類 

ｸｯｪﾁ類書

□等書明証項事記登の等産財附寄るすとうよし与贈に人法継引1

□等書明証項事記登の人法継引び及等人法贈受るあで者出届2

3
引継法人が措法第 40 条第８項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類
（110 ページ参照） 

□ 

4
引継法人に贈与しようとする寄附財産等がやむを得ない事情により贈与の日の翌日か
ら１年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供することができない場
合には、その事情に至った事実が確認できる書類等 

□ 
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租税特別措置法第 40条第 10項の規定による公益法人等が幼保連携型認定こども園の
設置のために財産等を贈与する場合の届出書

承認を受けた財産の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 種 類 細 目 所 在 地 数 量

２ 届出者(譲渡法人)に関する事項

幼稚園又は保育所等の廃止等の認可承認日・認可承認の申請日・届出日 令和 年 月 日

譲受法人に贈与しようとする財産等の贈与予定年月日 令和 年 月 日

３ 譲受法人に贈与しようとする財産等の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量
使用開始

予定年月日
使用目的

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

４ 譲受法人に関する事項

主たる事務所の所在地

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

名 称
代表者氏名

法 人 番 号 （電 話 番 号） （ － － ）

幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等の設置等の認可日・認可の申請日・届出日 令和 年 月 日

５ その他参考事項（やむを得ない事情により贈与の日の翌日から１年以内に使用開始できない場合のやむを得ない事情等を含みます。）

使用開始予定年月日 令和 年 月 日

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

法人番号

代表者氏名
フ リ ガ ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号 ― ―

租税特別措置法第 40条第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈による財産等を、下記

のとおり幼保連携型認定こども園の設置のために他の公益法人等 (譲受法人)に贈与する予定ですので、

租税特別措置法第 40条第10項の規定による届出をします。

１ 寄附者に関する事項

当初寄附年月日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

譲受法人に贈与しよう

とする財産等の寄附者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

電
話
番
号

署
名

（資 13－41－Ａ４統一）（令 3.3）

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者

通
信
日
付
印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

番

号

確

認
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○ 特定贈与等に係る受贈法人等が幼保連携型認定こども園を設置するために、他の公益法人等へ

財産等を贈与する場合（80 ページのチ参照）

「租税特別措置法第 40 条第 10 項の規定による公益法人等が幼保連携型認定こども園の

設置のために財産等を贈与する場合の届出書」

☞ やむを得ない事情の詳細及び使用開始予定年月日

を記載してください。 

土地 宅地 東京都○○区××・・・ 200 ㎡ ３ 10 1      こども園の園舎敷地

☞ 譲受法人に贈与する寄附財産等の明細等を記載

してください。 

学校法人 △△△△

土地    宅地 東京都○○区××・・・ 200 ㎡

☞ 特定贈与等に係る

寄附財産の寄附者及

び明細等を記載して

ください。 

☞ 受贈法人等（譲渡法

人）の所在地・名称等

を記載してください。

３ ○ ○

10 4 211 12 1

３ × ×

３ △ △

東京都○○区××２丁目□

ガッコウホウジン **** 

03 2222 ××××

×× ××

３ □ □

○ ○ ○ ○

東京都○○区××２丁目□

社会福祉法人 ○○○○

03 1111 ××××

○ ○ □ □

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ****

**** ****

***-****

◎ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △

東京都○○区××３丁目４
**** ****

● ● ● ●

東京都○○区××１丁目１

03  0000 ××××

＊＊＊－＊＊＊＊

◎ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △
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イ 使用区分 

この届出書は、受贈法人等が幼保連携型認定こども園の設置のために寄附財産等を贈与す

る場合において、措法第 40 条第 10 項の規定の適用を受けるときに使用します。 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等（譲渡法人）の主たる事務所の所在地等を記載してください。 

(ﾛ) 「譲受法人に贈与しようとする財産等の寄附者」欄には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附

時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「承認を受けた財産の明細」欄には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記

載してください。  

(ﾆ) 「２ 届出者(譲渡法人)に関する事項」の「幼稚園又は保育所等の廃止等の認可承認日・認可承

認の申請日・届出日」欄には、次のいずれかの日を記載してください。 

Ａ 幼稚園の廃止若しくは設置者の変更の認可を受けた日又は認可の申請をした日 

Ｂ 保育所の廃止の承認を受けた日又は承認の申請をした日 

Ｃ 保育機能施設の設置者変更の届出を行った日 

(ﾎ) 「３ 譲受法人に贈与しようとする財産等の明細」の「使用開始予定年月日」欄には、寄附財産

等が幼保連携型認定こども園の事業に使用される予定年月日を記載してください。なお、「使用目

的」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾍ) 「４ 譲受法人に関する事項」の「幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等の設置等の認

可日・認可の申請日・届出日」欄には、次のいずれかの日を記載してください。 

Ａ 旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の届出を行った日 

Ｂ 幼保連携型認定こども園(旧幼保連携型認定こども園を除きます。)の設置の認可を受けた日又

は認可の申請をした日 

Ｃ 幼稚園の設置若しくは設置者の変更の認可を受けた日又は認可の申請をした日 

Ｄ 保育所の設置の認可を受けた日又は認可の申請をした日 

Ｅ 届出者(譲渡法人)が設置していた保育機能施設の設置者の変更を事由とする届出を行った日 

(ﾄ) 「５ その他参考事項」欄は、その他参考となる事項や贈与しようとする寄附財産等がやむを得

ない事情により贈与の日の翌日から１年を経過する日までの期間内に幼保連携型認定こども園を

設置し、運営する事業の用に使用を開始することができない場合のやむを得ない事情等について具

体的に記載してください。 

(ﾁ) この届出書は「譲受法人に贈与しようとする財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

（注） 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の

適宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えあ

りません。 
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ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1 「使用目的」欄 
使用目的に係る事業は、幼保連携型認定こども園を設置、

運営する事業に該当するものですか。 
□ 

2 「使用開始予定年月日」欄 

贈与の日の翌日から１年を経過する日までの期間内です

か。その期間を超える場合には、やむを得ない事情の詳細

が記載されていますか。 

□ 

3 全項目 記載すべき項目に記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類 

ｸｯｪﾁ類書

1 譲受法人に贈与しようとする寄附財産等の登記事項証明書等 □

2 届出者である受贈法人等及び譲受法人の登記事項証明書 □ 

3
譲受法人が措法第40条第10項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類

（110ページ参照）
□ 

4
譲受法人に贈与しようとする寄附財産等及び贈与予定年月日の記載がある契約書等の

書類 
□ 

5 上記ロの(ﾆ)及び(ﾍ)の認可等を受けたこと又はその申請をしたことなどを証する書類 □ 

6
幼保連携型認定こども園の設置予定日の記載のある書類(認可等の申請書、理事会議事

録の写し等） 
□ 

7

譲受法人に贈与しようとする寄附財産等がやむを得ない事情により贈与の日の翌日か

ら１年を経過する日までの期間内に幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業の

用に使用を開始することができない場合には、その事情に至った事実が確認できる書類 

□ 
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租税特別措置法第 40条第 14項の規定による特定一般法人が公益認定

を受けた場合の届出書

その他参考事項

（資 13－35－Ａ４統一）（令 3.3）

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

法人番号

代表者氏名
フ リ ガ ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号 ― ―

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第４条の認定を受けまし

たので、下記のとおり租税特別措置法第 40条第 14項の規定による届出をします。

認定前の名称等 【公益認定法第４条の認定年月日 令和 年 月 日】

主たる事務所の所在地
ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

名 称
代表者氏名 電話番号

－ －

当初寄附年月日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

特定贈与等を受け

た財産の寄附者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

特定贈与等を受けた財産の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 使 用 実 績

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

（

電
話
番
号）

署
名

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者

通
信
日
付
印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

番

号

確

認
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○ 特定贈与等に係る特定一般法人が公益認定を受けた場合（81 ページのヌ(ｲ)参照）

「租税特別措置法第 40 条第 14 項の規定による特定一般法人が公益認定を受けた場合の届出書」

○ ○ ○ ○

東京都○○区××２丁目□

公益財団法人 ○○○○

○ ○ □ □ 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****

**** ****

***-****

土地 宅地    東京都○○区××・・・ 200 ㎡ ○○施設敷地

東京都○○区××２丁目□
一般財団法人 △△△△
ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****

10 ４ １ 

×× ××

12 12 １

東京都○○区××３丁目４

● ● ● ●

東京都○○区××１丁目１
＊＊＊－＊＊＊＊

03 1111 ××××

３ ○ ○

３ ９    28

03      0000 ××××

03   1111   ×××× 

☞ 受贈法人等の所在

地・名称等を記載して

ください。 

☞ 公益認定を受ける

前の受贈法人等の名

称等を記載してくだ

さい。 

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者及び

明細等を記載してください。 

◎ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △

**** ****
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イ 使用区分

この届出書は、受贈法人等である特定一般法人が、公益認定法第４条の認定（公益認定）を

受けたことを届け出るときに使用します。

ロ 記載要領

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等がこの届出書を提出するときの主たる事務所の所在地等を記載して

ください。

(ﾛ) 「認定前の名称等」欄には、公益認定を受ける前の受贈法人等の主たる事務所の所在地等を記載

してください。

(ﾊ) 「特定贈与等を受けた財産の寄附者」欄には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附時の住所等

を記載してください。

(ﾆ) 「特定贈与等を受けた財産の明細」欄には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準

じて記載してください。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。

(ﾎ) 「その他参考事項」欄は、公益認定を受けたことを届け出るに当たり、特に参考となる事項を記

載してください。 

(ﾍ) この届出書は「特定贈与等を受けた財産の寄附者」ごとに作成してください。

（注） 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されているものがある場合には、この届出

書の適宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支

えありません。 

ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類 

ｸｯｪﾁ類書

1 受贈法人等の公益認定後の登記事項証明書等 □ 

2 受贈法人等の公益認定を受けたことを証する書類 □ 
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租税特別措置法施行令第 25条の 17第 30項の規定による公益法人等が

公益認定を取り消された場合の届出書

その他参考事項

（資 13－36－Ａ４統一）（令 3.3）

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

法人番号

代表者氏名
フ リ ガ ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号 ― ―

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 29条第１項又は第２項の規定による同法第５

条の公益認定の取消しの処分を受けましたので、下記のとおり租税特別措置法施行令第25条の17第30項の規定

による届出をします。

認定取消しの処分前の名称等

主たる事務所の所在地
ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

名 称
代表者氏名 電話番号

－ －

取消しの処分を受けた年月日 取消しの処分を受けた事由（二以上の事由があるときはその全ての事由）

令和 年 月 日

定款変更の有無 定款変更年月日 定款変更の概要

□ 有 □ 無 令和 年 月 日

当初寄附年月日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

特定贈与等を受け

た財産の寄附者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

特定贈与等を受けた財産の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 使 用 実 績

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

電
話
番
号

署
名

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者

通
信
日
付
印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

番

号

確

認
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○ 特定贈与等に係る公益社団（財団）法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合（82 ページのヌ

(ﾛ)参照）

「租税特別措置法施行令第 25 条の 17 第 30 項の規定による公益法人等が公益認定

を取り消された場合の届出書」

３ ○ ○ 

***-****
東京都○○区××２丁目□

一般財団法人 ○○○○
ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****

○ ○ ○ ○
**** ****

○ ○ □ □

03 1111 ××××

☞ 受贈法人等の所在

地・名称等を記載して

ください。 

☞ 公益認定を取り消

される前の受贈法人

等の名称等を記載し

てください。 

東京都○○区××２丁目□

３ ９ ３

公益財団法人 △△△△

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ****
×× ×× 03 1111  ×××× 

遊休財産額が基準を超過したため ・・・ など

☞ 定款を変

更する場合

には、変更内

容の概要を

記載してく

ださい。 

10 ４ １ 12 12 １

☞ 特定贈与等に係る寄附財産の寄附者及び

明細等を記載してください。 

土地 宅地     東京都○○区××・・・ 200 ㎡ 〇〇施設敷地

東京都○○区××１丁目１

03      0000 ××××

● ● ● ●

東京都○○区××３丁目４
＊＊＊－＊＊＊＊

◎●●●● ○○○○△△△△

**** ****

✔
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イ 使用区分

この届出書は、受贈法人等である公益社団（財団）法人が、公益認定法第 29 条第１項又は

第２項の規定により同法第５条の公益認定の取消しの処分（取消処分）を受けたことを届

け出る場合に使用します。

ロ 記載要領

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等がこの届出書を提出するときの主たる事務所の所在地等を記載して

ください。

(ﾛ) 「認定取消しの処分前の名称等」欄には、取消処分を受ける前の受贈法人等の主たる事務所の所

在地等を記載してください。また、「取消しの処分を受けた事由」欄には、取消処分を受けた事由

を具体的に記載するとともに、定款を変更する場合には「定款変更の概要」欄に変更する項目の概

要を記載してください。 

(ﾊ) 「特定贈与等を受けた財産の寄附者」欄には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附時の住所等

を記載してください。

(ﾆ) 「特定贈与等を受けた財産の明細」欄には、寄附財産の明細を承認申請書第３表の記載要領に準

じて記載します。なお、「使用実績」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾎ) 「その他参考事項」欄には、取消処分を受けたことを届け出るに当たり、特に参考となる事項を

記載してください。 

(ﾍ) この届出書は「特定贈与等を受けた財産の寄附者」ごとに作成してください。 

（注） 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されているものがある場合には、この届出

書の適宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支

えありません。 

ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

1
「取消しの処分を受けた

事由」欄 

取消しの処分を受けた事由の全てが具体的に記載されてい

ますか。 
□ 

2 全項目 記載漏れはありませんか。 □ 

ニ 添付書類 

ｸｯｪﾁ類書

1 届出者である受贈法人等の公益認定の取消処分後の登記事項証明書等 □ 

2 公益認定の取消処分を受けたことを証する書類 □ 

3
定款の写し（定款を変更する場合は、定款の写し及び定款の変更項目が確認でき

る書類）
□ 
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租税特別措置法施行令第 25 条の 17第 14 項の規定による公益法人等

が財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合等の届出書

その他参考事項

（資 13－48－Ａ４統一）（令 3.3）

令和 年 月 日

国 税 庁 長 官

届出者 〒

所 在 地

フ リ ガ ナ

名 称

法人番号

代表者氏名
フ リ ガ ナ

（連絡先）

氏 名

電話番号 ― ―

租税特別措置法第 40条第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産等を下記のと

おり公益目的事業の用に直接供しなくなり又は租税特別措置法施行令第 25条の 17第７項第２号ハ又はニに

規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの（以下「基本金に組み入れる方法」といいます。）

により管理しなくなりましたので、同条第14項の規定による届出をします。

贈与又は遺贈を受けた日 昭・平・令 年 月 日 承 認 年 月 日 昭・平・令 年 月 日

公益目的事業の用に直接供し

なくなった又は基本金に組み

入れる方法により管理しな

く なった 財産等 の寄附者

住 所

電 話 番 号

（寄附時の住所 ）

〒

(電話番号 － － )

フ リ ガ ナ

氏 名

公益目的事業の用に直接供しなくなった財産等の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量
公益目的事業の用に直接

供 し な く な っ た 日

公益目的事業の用に直接

供 しなく なった 理由

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

基本金に組み入れる方法により管理しなくなった財産等の明細

種 類 細 目 所 在 地 数 量 基本金に組み入れた日
基本金に組み入れる方法で

管 理 し な く な っ た 日

平・令 年 月 日 令和 年 月 日

平・令 年 月 日 令和 年 月 日

平・令 年 月 日 令和 年 月 日

平・令 年 月 日 令和 年 月 日

作
成
税
理
士

事
務
所
所
在
地

（

電
話
番
号）

署
名

* 税務署整理欄（この欄の項目は記載する必要がありません。）

・ ・

確認者

１ 自署

２ 他署（自局）

３ 他署（他局）

４ 不明

署→局 局→署 ⑴ ⑵

・ ・

確認者

・ ・

確認者

通
信
日
付
印

寄
附
者
所
轄
署

送
付
年
月
日

番

号

確

認
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○ 公益目的事業の用に直接供しなくなった場合等の届出（82 ページのル参照） 

「租税特別措置法施行令第 25 条の 17第 14 項の規定による公益法人等が財産等を 

公益目的事業の用に直接供しなくなった場合等の届出書」 

***-****
東京都○○区××２丁目□

学校法人 ○○○○
ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ ****

○ ○ ○ ○
**** ****

○ ○ □ □

03 1111 ××××

☞ 受贈法人等の所在

地・名称等を記載して

ください。 ◎●●●● ○○○○△△△△

〇 〇 〇

東京都○○区××３丁目４

**** ****

● ● ● ●

下記と同じ

03  0000 ××××

＊＊＊－＊＊＊＊

● ● ●

☞ 寄附財産等を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合

は、こちらに寄附財産等の明細等を記載してください。

☞ 寄附財産等を基本金に組み入れる方法により管理しなくなっ

た場合は、こちらに寄附財産等の明細等を記載してください。 

３ ○ ○
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イ 使用区分

この届出書は、寄附財産等を特定管理方法により管理している又は管理していた受贈法人等が次の

(ｲ)又は(ﾛ)の場合に該当するときに使用します。 

なお、国立大学法人等、公益社団法人若しくは公益財団法人又は認定ＮＰＯ法人等が寄附財産等を

基金に組み入れる方法により管理しなくなった場合には、これらの法人の所轄庁がその事実を国税庁

長官に通知することとされているため、これらの法人についてはこの届出を行う必要はありません。 

(ｲ) 寄附財産等（特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理

されているものを除きます。）を公益目的事業の用に直接供しなくなった場合 

(ﾛ) 寄附財産等を基本金に組み入れる方法により管理しなくなった場合 

ロ 記載要領 

(ｲ) 「届出者」には、受贈法人等の主たる事務所の所在地等を記載してください。

(ﾛ) 「公益目的事業の用に直接供しなくなった又は基本金に組み入れる方法により管理しなくなった

財産等の寄附者」欄には、寄附財産を寄附した人の現在及び寄附時の住所等を記載してください。 

(ﾊ) 「公益目的事業の用に直接供しなくなった財産等の明細」欄には、公益目的事業の用に直接供し

なくなった寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してください。なお、「公

益目的事業の用に直接供しなくなった理由」欄は、具体的に記載してください。 

(ﾆ) 「基本金に組み入れる方法により管理しなくなった財産等の明細」欄には、基本金に組み入れる

方法により管理しなくなった寄附財産等の明細を承認申請書第３表の記載要領に準じて記載してく

ださい。 

(ﾎ) 「その他参考事項」欄には、公益目的事業の用に直接供しなくなったこと等を届け出るに当た

り、特に参考となる事項を記載してください。 

(ﾍ) この届出書は「公益目的事業の用に直接供しなくなった又は基本金に組み入れる方法により管理

しなくなった財産等の寄附者」ごとに作成してください。 

(注) 既存の書類等でこの届出書に記載すべき内容が記載されたものがある場合には、この届出書の

適宜の箇所に「別紙のとおり」と記載の上、この届出書と既存の書類等を提出しても差し支えあり

ません。 

ハ 届出時確認事項 

ｸｯｪﾁ項事きべす認確目項認確

□。かんせまりあはれ漏載記に目項きべす載記目項全

ニ 添付書類 

書合場るす要を付添 ｸｯｪﾁ類

１ 
寄附財産等を公益目的事業の

用に直接供しなくなった場合 

公益目的事業の用に直接供しなくなったことが分かる

書類 
□ 

２ 

寄附財産等を基本金に組み入

れる方法により管理しなくな

った場合 

基本金に組み入れる方法により管理しなくなったこと

が分かる書類 
□ 
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（資13－38－Ａ４統一）（令3.3）

月

数 量

日令和

代表者氏名

代表者氏名

(連絡先）

所 在 地

フ リ ガ ナ

（特定贈与等を受けた又は特定贈与等を受けたとみなされた法人）

年

○参考事項（特定贈与等を受けた財産）

種類・細目

所 在 地

氏 名

名 称

租税特別措置法第40条第　　項の規定の適用を受けることの確認書

　当法人は、下記の法人が租税特別措置法第40条　　　項の規定の適用を受けることを
※裏面参照

確認をしました。

所 在 地

フ リ ガ ナ

電 話 番 号

名 称

国　税　庁　長　官

（確認をした法人）

（注）特定贈与等を受けた法人が上記の規定を適用した場合には、確認をした
法人が、当該特定贈与等を受けた法人とみなされることとなりますので、

上記の規定適用日以降は確認をした法人に対して租税特別措置法第40条各
項の規定が適用されることとなります。
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(3) 租税特別措置法第 40 条第６項から第 10 項までの規定の適用を受けることの確認書 

受贈法人等が、措法第 40 条第６項から第 10 項までの規定による各届出書（95～103ページ参照）を

提出する場合には、寄附財産等を引き継ぐ公益法人等が作成した次の書類を添付する必要があります。

【参考様式】 

☞ 寄附財産等

の贈与等を行

う受贈法人等

の所在地・名

称等を記載し

てください。 

☞ 寄附財産等を引き継ぐ公益法人等

の所在地・名称等を記載してくださ

い。 

☞ 次の区分に応じて次の数字を記載してください。 

(1) 措法第 40 条第６項の規定の適用を受ける場合 （78、95 ページ参照）･･･「６」

(2) 措法第 40 条第７項の規定の適用を受ける場合 （78、97 ページ参照）･･･「７」

(3) 措法第 40 条第８項の規定の適用を受ける場合 （79、99 ページ参照）･･･「８」

(4) 措法第 40 条第９項の規定の適用を受ける場合 （79 ページ参照）    ･･･「９」

(5) 措法第 40条第 10項の規定の適用を受ける場合 （80、101ページ参照）･･･「10」
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